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 ＜審議内容＞ 

１ つくば市スポーツ推進計画素案について 

会 長： それでは、次第に基づきまして進めたいと思います。 

    先ほど言いましたように、今回の審議会で最後になります。この後、

２月７日に市長にこの答申をする予定でございます。そのとき、計画

に盛り込めなかった部分は意見として直接市長に申し上げるつもりで

すが、基本的には、この答申案をお渡しして説明したいと思います。 

     それでは、パブリックコメントの実施結果と教育委員会の御意見に

ついて、事務局から御説明いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

事務局：(資料に基づいて説明) 

会 長： どうもありがとうございました。パブリックコメントと教育委員会

からの意見に対して、この審議会も含めて市からどういうふうに答え

るかという修正案を出していただいたのですけれども、こういう考え

方でいいか御意見いただきたいと思います。 

 大幅な修正はできないですけど、私も一通り資料を見て、文言とか

はまだ改良の余地があると思いました。そのあたりはまだ修正できる

と思います。 

委 員： パブリックコメントの資料１の１番目ですが、意見の概要を見ると、

十分な合意形成を必要とするものだという考え方を市がちゃんと押さ

えているかも問われているような気がします。もちろん、市の考え方

はコンパクトに書くべきだとは思いますが、もし書ければ、市でも十

分な合意形成を必要とする案件だと捉えており、整備に向けて検討を

している、というような書き方にしていただくと、より明確になると

思いました。 

     それから、２番目の御意見では、市民が元気で活発的であれば市の
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医療費削減につながるということで、これはスポーツ振興課が担当す

る事業と全く違う話になりますが、今、国民健康保険の医療費削減の

施策として、国でも、予防などを一生懸命やる自治体にはお金を出し

ますよという仕組みもあります。ですので、そういった関連各課と連

携しながら、というようなことを少し書き添えていただくと、意見が

ちゃんと酌み取られるかと思ったので、御検討いただければと思いま

す。 

会 長： ほかにいかがでしょうか。 

    そのパブリックコメントの５番目、ちょっと例を示すと良いかと思う

のです。様々なイベントや教室を実施しています、の後に括弧で例示

すれば、分かりやすくなるかと。 

     それから、６番の御意見は、つくばはいろいろ科学的なものがある

のだから、科学的な情報を取り入れて、施設の改善とかしたらどうか、

ということを言われていると思います。だから、それに答えるように、

今後改善するときはそのような意見を取り入れる、具体的に、今後、

改善等の方向を検討する上での参考とすると言えば、コメントに対応

した形になるかと思います。 

     ほかにいかがでしょうか。 

     そんなに長く書く訳にもいかないので、こんな感じかとは思います

が、よろしいでしょうか。どうしてもというのがありましたら、お願

いいたします。 

     なければ、細かい文言の修正などは事務局と調整させてもらいます。

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

会 長： ありがとうございます。答申案について事務局より説明いただいて、

それについて御意見いただくということにしたいと思います。よろし
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くお願いします。 

事務局：(資料に基づいて説明) 

会 長： これは、２月７日に市長にお話しするときの案文みたいな感じです

ね。いかがでしょうか。 

     私が話すことではありますが、文言は、例えば「これらを踏まえ」

というその上に、「専門的な意見を述べてきました」というよりも、

「専門的な意見を述べて議論を重ねてきました」という表現にしたら

いかがでしょう。 

     あと、よく読んだ人は分かっているでしょうが、「つくば市の基本

理念を特色あるものにする」という言葉、これが分からないかもしれ

ません。「ＳＤＧｓの理念」というのもどうでしょうか。知っている

人は知っているのですけど、何か別の表現があれば。 

    どうぞ。 

委 員： ＳＤＧｓについては市長本人が分かっている話なので、市長に答申

するに当たっては、あえて細かく書かなくても良いのではないでしょ

うか。 

会 長： 「つくば市の基本理念を反映させる」というぐらいにしておけば良

いのではと思います。あとは内容を読んでもらえば良いかと思います。

ＳＤＧｓを強く反映させて書いたものではないので。 

     ほかにいかがでしょうか。 

     まず、「２ 各施策の推進を加速させるため～」を「２ 各施策を

より推進するため～」はどうでしょう。 

あと「３ 特に重点的に推進する施策を設定し～」の「特に」はな

くても大丈夫かと。 

     あと一番分からないのは、下から２行目の「主体的に」というのは、

どういう意味で書いたのですか。嫌々やっているわけではないので、
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「これまで以上に積極的に推進される」という表現でいかがでしょう

か。 

事務局： はい。 

会 長： あと、答申のときに市長に直接お話ししようと思うのですが、これ

ほど、つくばでスポーツを推進するのであれば、スポーツ振興課だけ

では無理だから、増員するとか、組織を考えるとかしないと、もう対

応できませんよ、という話はちらっとしようかなと思います。 

事務局： お願いします。 

会 長： 逆に、スポーツの行政部局を大きく組織している市町村をどこか御

存知ないですか。国はスポーツ庁をつくりましたけど、なかなか市町

村にはないと思います。オリンピックとかはスポーツ文化とまでうた

っている訳だから、もうちょっと範囲を拡大したほうが良いのではな

いですか、ということを答申のときに言おうと思います。職員配置を

強化するとか。 

     いかがでしょうか。 

委 員： 他の市町村の事例は分からないのですが、今回の中間見直し版では、

国よりも比較的高い数値目標を掲げているものもありますので、そこ

はつくば市が先を行っているところだと思います。そのあたりを強く

言っていただければ。また、どこの自治体でも、スポーツ政策で一番

実効性が高いのは首長の気持ち次第であると思います。答申にあると

おり、つくば市にはぜひ積極的に、スポーツ振興に取り組んでいただ

ければと思います。 

会 長： 2020 年を過ぎたら、ガクッとスポーツ関連予算が減るとか、関係者

は非常に恐れているのですが、そうならないようにうまくやってほし

いと思います。先輩から、1964 年の東京大会が終わった後に、予算が

ものすごく減ったという話を聞かされたことがありますけど、そうな



様式第１号 

らないようにということですかね。時代が違うので、そういう無茶な

ことにはならないと思うのですけどね。 

     いかがでしょうか。 

     資料４の最後で、別紙の２というところで、皆さん所属とかは間違

いないでしょうかね。髙橋さんが訂正あったりしたのですけれども。 

委 員： すみません、市民経済常任委員会委員長の「常任」はいらないです。

市民経済委員会委員長でお願いします。 

会 長： はい。 

     では、こういう方向で、私が市長に直接お話して答申をお渡しした

いと思います。 

     どのぐらい聞いていただけるか分からないですけど、当然、ヘッド

が一番キーを握っていますので、スポーツの振興は首長の気持ち次第

であることをお話しようかなとは思います。あと学校の部活動とかも

含めて、市が一体となってやらないといけないということはきちっと

言おうとは思います。 

     では、答申の案文はこんな感じでよろしいですかね。もし何かあり

ましたら、言っていただければと思います。 

     それでは、計画についてざっと説明いただいて。まだ間違いやパブ

コメを生かして修正し切れていないところはありますが、ちょっと事

務局から説明をいただければ。 

事務局：(資料に基づいて説明) 

会 長： 概要版の数値目標は背表紙にあるのですね。 

事務局： そうです。一番前のページが、表紙と背表紙になります。 

会 長： 今、説明をもらいましたけれども、文言とか、分かりにくいところ

があれば、御意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員： 細かいところですみません。概要版の５ページの真ん中ほどに、陸
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上競技場の整備について記載があるのですが、これも「整備検討」と

いう表現にしたほうが一貫性があるかと思います。 

会 長： 直したほうがいい。あとそのずっと下、「施策の推進のために取り

組む事項」に、「陸上競技場の整備」というのがまた出てきますから、

これも「陸上競技場の整備検討」というふうにしたほうがいいかなと

思います。 

     あと細かくなりますけれども、２ページの基本方針、言葉として、

「本基本計画・基本理念の実現のために」など、結構重複があったり

するのですね。余分なところを消して、例えば、「本計画基本理念の

実現のために、市民がいつでも、どこでもスポーツをすることができ

るように、するスポーツを推進します」とか。「スポーツを推進する

ことを基本方針とします」というのは、「推進します」で良いのでは

ないかと思います。言葉は短くする、重複するものは除く、とすれば

分かりやすいと思います。 

委 員： ７ページの９番と、連携体制の強化のところの３番ですけど、これ

は書き方だけの問題ですけど、子どものスポーツの推進のための連携

体制の検討のように、「の」という助詞が連続しているので、少し気

になります。すっきりさせたほうが分かりやすいかなと思います。 

会 長： 「の」が確かに多いですね。例えば、連携体制の強化の３で、筑波

大学とのスポーツ推進のための連携の促進の検討というところも、

「筑波大学との連携の促進」というふうにしておけば、検討という言

葉もいらないと思うのです。検討段階でなく、すでに協定を結んでい

るのですから。 

そういうところで言うと、今、山口さんがおっしゃったように、こ

こも「スポーツの推進のための」とか、「の」が５回、結構多いので、

考えないといけないと思います。 
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     同じようなことが、５ページの「主な事業・取組」のところにも言

えますので、これを整理してください。でも、たくさんの計画を非常

に体系立ててうまくまとめていただいたとは思っています。 

     それから、４ページの並べ方ですが。 

委 員： 縦書き。 

会 長： そうですね。縦書きのところ、基本目標のところです。 

縦書きであるけれども左から右に読ませている、これには、何か意 

味があるということですか。 

事務局： 前回と同じ形にしています。 

委 員： ２行になると、左から読むのだけど、②のところは右から左に動く

形なのですね。 

会 長： だから、少し字を下げるとか、そういうふうにしたらわかりやすい。 

事務局： はい。 

会 長： 日本語は縦横自由に書けるので。 

     概要版でなく、計画のほうはどうでしょうか。資料もうまく後ろに

入れていただいて、適切にデータも入れながら見やすく書かれている

と思うのですけど、かなり大部のものになりましたけど、このあたり

はどうでしょうか。印象で結構です。 

    どうぞ。 

委 員： １ページのところですけれども、中ほどに 2030 アジェンダの話が出

てくるのですが、この文末に「(2030 アジェンダ 37 項）」と書いてあ

って、ここを見るとわかりますよという示唆なのですけれども、これ

は資料を拝見しても、別に載せているわけじゃないのですよね。あえ

てここに、親切で書いていただいているのですが、なくてもいいのか

なと思いました。 

 ほかの文中に出てくる括弧の中は、資料集のほうのページが全部示
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してあるのです、参照という形で。なので、ここは、あえて書くのだ

ったらどこか違うところに書くほうがいいのかなと思っているのです

けど、いかがでしょうか。 

     それと、19 ページの総合運動公園のところ、事業という形で書きか

えていただいてありがとうございます。その中で「本件整備事業の賛

否を問う住民投票」とあるのは、正式名称が非常に長いのでこういう

ふうに書かれたのかなと思うのですが、細かいことを言うと、あの計

画を住民投票にかけたということであって、この運動公園の整備事業

そのものが、否定というか、それを問うものではなかったというとこ

ろの何か微妙なニュアンスがありまして、もし書くとすれば、そのま

ま正式名称を入れてしまったほうが誤解はないのかなと思ったりする

のですが、いかがでしょうか。 

会 長： 事務局はいかがでしょう。 

     微妙な問題ですね、確かに。 

委 員： そうなのです。 

会 長： 事業自体はそんなに否定されたわけではないのですよね。 

委 員： 実際あのやり方がまずいということだ。 

委 員： 検証は、事業そのものの検証でいいと思うし、事業を進められてき

たというのもいいのだけれども、８月にやった住民投票自体は、やる、

やらないとかじゃなくて、その計画についての賛否を問うという形だ

ったので、若干違うのです。 

     やはり白紙撤回になった後、新たな計画をどうして出さないのだと

いう意見もあるし、なので、なかなか難しいので、あのときの住民投

票の名称としては、「（仮称）つくば市総合運動公園基本計画及びこ

れに係る市費の支出の賛否を問う住民投票」と、すごく長いのですが、

そのまま書いたほうがいいのかなと思いました。 



様式第１号 

事務局： そうですね。誤解を招くということであれば、そういう正式なもの

のほうにしたいと思います。 

会 長： じゃ、正式名称で書いていただくと。 

委 員： そうすると、次の「本件事業」と、その下の「検証委員会を設置し」

というのは、議会でも特別委員会を設けて、二つの委員会で審議して

いるわけですから、そこら辺の時間もはっきりわかるし、何万人かの

市民が要望はしていても、首長のやり方についてどうだという判断で

すから、要望そのものはだめだということじゃないですね。そこら辺

は重要だと思います。 

委 員： 厳密なことを言うと、上から３行目の「白紙撤回の前の本件計画は」

になるのだと思います。 

会 長： そうですね。このあたりちょっと大切なところだから、お願いしま

す。 

事務局： 「８月に」の以降も、「本件整備事業の賛否を問う住民投票」とい

うのは明確に、このような簡潔な名称にして、「本件事業」のところ

は、「本件の計画」もしくは「本計画」というふうにするということ

でよろしいですか。 

会 長： だから、１行目は正式名称にして、括弧、以下計画とかにしておけ

ば、本計画で済むと思うのですね。 

事務局： はい。 

委 員： これ投票率はどのくらいだったのですか。 

委 員： 半分弱でしたね、47 とか 48 とか、そんなものだと思うのですけど。 

委 員： この数字だけ見ると、この計画、事業か計画かというのはあるので

すけど、この数字を載せることによって、外の人が見たときに、つく

ば市民は、そのスポーツ事業に対してこんなに反対したんだというふ

うな印象を与えかねない数字なので、だからどういう名称だったかと
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いうことにこだわられていると思うのですけど、書くのであれば投票

率何％も入れて、半分の 80％であれば、じゃ、どのくらいなんだと大

体わかるので、投票率によって 80％というのは随分な割合ですから。 

委 員： みんなが反対しているような。 

委 員： ８割も反対したみたいな感じですから、ここであえて数字を入れる

なら投票率も入れたほうがフェアというか。 

委 員： そのほうが将来のためにもすっきりするかもしれませんね。 

委 員： スポーツ事業に反対したわけではないということも、おっしゃられ

ているとおりだし、そこがすごく肝で、別にスポーツに反対している

わけじゃないのだというのがないと、つくば市の住人はスポーツ嫌い

みたいになっちゃいますから。 

会 長： 投票率を入れてどのぐらいとか。 

委 員： 概ねで構わないと思うのですけれども。 

会 長： あるいは、住民投票も行われましたが、否決されましたぐらいに。

数字を殊さら入れないで。 

事務局： 答申案自体は決めていただいていいのですけど、市長はどっちのニ

ュアンスで、あれは反対多数であったので慎重に進めなきゃいけない

ということを言いたいのかどうか。 

委 員： 反対多数であったことは間違いないし、構わないのですよ、数字を

入れるなら。でも、どのくらいの人が投票に行ってというところを入

れないと。 

会 長： 何人ぐらいだという、ある程度。 

事務局： 「住民投票が行われ」の「住民投票」の後ろあたりですかね。 

委 員： 半数が行ったということは、決して低いわけでもないのですね。皆

さん意識は高い。その上で、その事業計画について判断してこうだっ

たということがきちんと伝わればいいと思うのです。これが 20％ぐら
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いだったら、20 の 80 だったらどうなのってなりますけど、半分行った

ということは、大体の選挙とそんなに変わらない。 

会 長： そうですね、それよりも高いぐらいですね。５割ぐらいの投票率で

８割が反対、全体としては 40％ぐらいですね。 

事務局： 文にするとくどくなるとしたら、どこかに括弧書きで投票率何％と

書いてもいいですか。 

委 員： 注釈にするとかですね。何か工夫していただいて、つくば市の住民

がすごく否定というふうに見えないように、これは外の人も見ますの

で、つくば市以外の人も。 

会 長： これこのままにすると、つくば市の投票権あった人の８割が反対し

たというふうに。 

事務局： 投票率何％で反対多数というと、何か論点がぼけちゃう気がするの

で、例えば 80.8％の反対多数で、後ろに括弧で投票率何％と入れると

か、その前の住民投票の正式名称の後ろに投票率何％と前置きするか

という感じでもよろしいですかね。 

委 員： いいと思います。読んだ人がわかればそれで構わないです。 

事務局： わかりました。事実をちゃんと伝えるということですね。 

委 員： つくば市が外から見られたときにということがすごく重要だと思っ

て。 

会 長： ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

委 員： 単純に、誤字なのかもしれないですけど。 

会 長： どうぞ、ページを。 

委 員： 41 ページ、２の「障害者のスポーツ推進のための取組」で、「障害

児スポーツ教室」の２行目ですね。「専門のインストラクター」の前

が「障害スポーツ」なのですが、これは「障害者スポーツの」になる

のかな、それとも「スポーツの専門のインストラクター」になるので
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すか。このあたりは、実際どんな方が教えられているのかによって変

わると思うのですけど、いかがでしょうか。 

     何か資格を持っている方が専門的に教えているのか、直接、私は携

わってないので。 

どなたが教えているかによってちょっと違うのですけど。 

事務局： ここは、障害福祉課で実施しているものなので、その辺、先生がお

っしゃった意図で正しいというか、ずれていない表現なのか、何を指

すのかというのを、ここは整理します。 

委 員： お願いします。 

会 長： ほかにいかがでしょうか。 

事務局： もしわからなかったら、先生、直接、最終的な確認をお願いします。 

委 員： 聞いてください。 

会 長： 細かいところでもいいですけど。 

委 員： ちょっと目についたところなのですが、概要版のほうの２ページ、

基本方針の２番の子ども、高齢者のところで、これ改行ですかね。「こ

のように」は。後ろにつきますか。 

事務局： ここは、改行ですから後ろに下げます。 

委 員： あと、６ページの基本戦略３のところの施策が、８、９、10、11 と

あるのですけど、文字が小さくて、フォントが違う気がします。 

会 長： ちょっと小さい。 

委 員： 小さい感じがします、見えない。すみません、気になったので。 

会 長： ほかにどうでしょうか。 

委 員： 計画書の 50 ページです。「本市には障害者スポーツの団体とか組織

を統括する組織がなく」というので、「本市としても支援するよう検

討する必要があります」とあるのですけれども、これは、市に、統括

する拠点を何か置くという宣言というふうに読んでよろしいですか。 
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会 長： 50 ページの上から３行目ですね。 

委 員： 最後の段落ですね。統括組織がないことがすごい障壁になっている

のは理解できていて、ぜひ市に先導をとっていただきたいので、うち

で拠点をやりますという宣言だというふうに読んでよろしいのですか

ね。 

事務局： そういう組織ができていないのには理由があって、そこに必要な人

的なもの、予算的なもの、さまざま課題があると思いますから、当然

そういった方向に向けて検討して、必要であれば民間の行っているも

のも含めて、一緒になってやっていく場合だったら支援していくこと

を検討するという意味では、それは宣言だと思います。 

ただ、この５年間の中で具体的にこうします、ああしますという意

味での宣言かと言われれば、そこまでの議論は尽くされていないのか

なと思います。 

委 員： 市にそういう統括組織を置くという意味に取れてしまうのですよ、

私の中では。ありがとうございますという感じなのですけど。 

事務局： 公的な部分と、セクションとしての統括という部分と、体育協会の

ように半官半民の場合もあれば、完全民間の場合もあるでしょうし、

何かの組織の連合体ということもあると思いますけれども、そういっ

た具体的なもの、市全域でこういったものを見るというものは、なか

なか立ち上がってはいないじゃないですか、そういったところです。

なので、もちろん庁内にそれを支援するもしくは考えていくところを

つくる、つくらないについては、今、障害福祉課とうちがそれぞれ別

の役割を分担してやっているのも、場合によっては、さっき会長から

も言われたとおり、組織そのもののあり方をまとめることで、お互い

にうまくケアできるような組織になるかもしれません。広く捉えれば

そういった意味かなと思いますけれども、今すぐ庁内組織としての何
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かということではないです。 

会 長： ただ、基本戦略２には、組織基盤を強化するというのがちゃんとう

たってあるわけですね。 

事務局： もちろんやらないと言っているわけではなくて、今、来年から具体

的にこういうセクションを立ち上げる予定がありますということでは

ないので、そこを含めて検討ということです。 

委 員： 72 ページ、第４章の「施策及び事業・取組」、この中点がどういう

意味なのか。施策及び事業としての取組なのか、事業と取組が対等な

のか、同一なのか、事業の取組なのか、読んでいて引っかかったこと

がありました。教えてもらえればと思います。 

事務局： 枠がついているのも全部そうなっています。というのは、事業レベ

ルで予算も体制も、一つの事業として立ち上がっているものと、その

方向でいろんな検討会議をやったり、調整したりという取り組みをし

ているものと、その行われているレベルとか、その辺でつながってく

る話じゃないかなと思います。 

委 員： だから、中点は、同列なのか。どういう意味なのか、説明してもら

えればいいのかなと思います。「事業と取組」なのか、｢事業の取組」

なのか。 

委 員： これは、「と」とか「や」みたいな感じですよね。 

会 長： 「施策及び事業や取組」ぐらいの、そんな感じの、見たところその

とおりですね。 

委 員： 普通、点をつけると一つになってしまっている。並列にしたり、中

点というのはそういう役割があるので。 

会 長： 市がそういう意味で使っているのであれば、それに従いますけど。 

委 員： 助詞の使い方は、難しいですね。「及び」とか、「並び」とか、ち

ょっと読んでいて、気になったので。 
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会 長： 「取組」は、取ってもいいように思うのですけど。というのは、施

策の１、「成人のスポーツ活動の促進」のところでは「施策及び事業」

だけなのですね。成人のスポーツ活動の促進のために関連する施策及

び事業を実施すると。 

事務局： 確かに取り方は少し外れると思いますけど。 

会 長： このままでも大丈夫ですか。 

事務局： 結構広範囲に影響しますし、書きぶりによって、並列に捉えるとき

もあれば、ある程度具体的に進んでいて、予算も人もつけている事業

的なものと、検討や調整という程度のものと、扱いはもちろん同列な

のですけど、取り組めている現状といいますか、そこをちょっと含ま

せているというふうに捉えていただかないと、余りにも直す影響が大

き過ぎるかなと思います。 

会 長： 事業は結構大きなやつで、取組は実際にちょっと動いているぐらい

の。 

事務局： そこに着手をして、今、議論をしているというのが意味だと思うの

で、確かに中点の使い方とか、異論はあるかもしれませんけど、もし

それで大きな取り違えとか間違った印象を与えるということがなけれ

ば、一応これで行かせていただきたいと思っています。 

会 長： どうでしょうか。そういう意味だそうです。 

委 員： 意味はわかってはいるのですが、よそは大体同列なのですよね。 

事務局： スポーツ推進のためにやっているという意味、やっていること、具

体的なことという意味では、同列と言えば同列なのですけど、具体化

がどこまで進んでいるかとか、今の取り組みのレベルとか、そういう

ことで捉えていただければという感じですけれども。 

委 員： 字にすると「事業や取組」ですか、直すとすれば。「中点」の意味

は。「と」じゃなくて。 
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事務局： ただ、そこを直すと下の四角の中も全部影響するので。 

委 員： 直さなくても、意味はそういう意味ですか。 

事務局： そうです。そういう意味です。 

会 長： 市のほうとしては、そういうふうにとれるということですね。 

     ほかにどうでしょうか。 

     よろしいですかね。 

     もし何か特段あれば、また事務局へ言っていただければと思います。 

     今、かなり詳細なところも大きなところもいただいたのですけれど

も、特に事業計画のところ、総合運動公園関係のところは非常に微妙

なので、そこら辺に注意しながら、「計画」という感じで直すという

ことでしょうか。そこら辺を直して市長に答申したいと思うのですけ

ど、よろしいでしょうかね。 

     何回も見れば細かな点も出てくるのですけど、大きな方向ではいい

ように思います。この概要版をしっかりもう一回訂正すれば、そこは

使われると思います。 

     そういうわけで、原案としてこんな感じでよろしいでしょうかね。 

委 員： 最後、答申に当たっての資料４における３番目、重点施策の順番が、

障害者スポーツが二つ来て、その後に陸上競技場の整備検討という順

番になりますね。いろいろほかの資料を見ると、陸上競技場の整備検

討というのが筆頭に行っている感じがありまして、その順位づけとい

うか、位置づけというのは果たしてどうなのだろうというのが、気に

なっていまして、その辺はどうなのでしょうか。 

会 長： おっしゃること、そのとおりだと思います。重点的に推進するとい

うことで、障害者スポーツ、イベント、それから陸上競技場という形

なのですけど。 

事務局： それについては、この三つの中での優先順位ということではなくて、
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計画体系でも障害者スポーツは結構上のほうに出てきて、もちろん後

でも出てくるのですけれども、まずは成人、子ども、高齢者、障害者、

その主体というか、対象というか、そういったところで出ていて、そ

の後に環境という施設説明が出てくるので、その順番が来ているとい

う感じかなと思います。特に何かここに意図があって順位づけをして

いるわけではないです。 

会 長： 今おっしゃったように、概要の５ページを見ても、施策のところ１

番に陸上競技場がポンと来て、２番目に障害者のためのスポーツとい

うことになっているのですね。統一したほうがいいですかね。 

委 員： 今さらなのですが、特に重点的にというよりは、前の計画にプラス

になった、新たに加わった施策として、障害者スポーツについてはか

なり厚くなっていますということと、陸上競技場の整備検討が入りま

したという、そのほうが即しているかもしれません。 

会 長： 順番はそんな感じで。 

事務局： ３番のタイトルの書き方ですね。 

委 員： そうですね。重点的というか、これだけに重点を絞ったわけじゃな

いですね。 

委 員： 新たに加えた施策として。 

会 長： そうです。新たに加えたのですね。中間見直しだから、先の５年に

比べてこういうところがポンと入りましたと。新たにぐらいの感じで

すかね。前にも入っているのは入っていたのですけど。 

事務局： 陸上競技場を入れると別物という考え方があると思うのですけど、

実は運動公園の中に陸上競技場もあったわけです。ただ、運動公園自

体は計画が白紙撤回なので、今、大きく運動公園を整備するとは書け

ない中で、陸上競技場については公約でうたって、検討を含めてやっ

ているので入れるということなので、もともとの枠から特に重点的に



様式第１号 

推進するという意味で当たっていなくはないのですね。ただ、それを

そう取っていただけるかという意味では、見直しの中で特に取り組ん

でいくものとして強調して、書き方を改めた感じかなと思うのです。 

会 長： 前にも障害者とか入っていたわけだから、それをさらに浮き上がら

せるということだね。 

事務局： この３番の１行をうまく書けば。下の順番については、確かにこの

概要版の最後、白抜き数字で示した順番とは違っているので、ここは、

会長と相談させていただいて、その言っていることが的を射るように

したいと思います。 

会 長： はい、ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

よろしいですかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

会 長： 半年にわたってかなり詰めた議論をいただきまして、どうもありが

とうございました。今後、これからが勝負なので、ぜひ注意しながら、

見守っていただきながら、いろいろ御意見いただければと思います。

どうもありがとうございました。 
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教育委員会からの意見（要点）                                                 資料2

No 件数 意見概要 市の考え方

1 1

　障害の有無にかかわらず、生涯を通してス
ポーツを楽しめる環境という観点から、イン
クルーシブという概念を盛り込んでほしい。

　第１章「1スポーツの意義と役割」におい
て、「社会的包摂」(social inclusion)の概
念を取り上げ、市民がいつでも、どこでも、
スポーツを楽しみ、感動を分かち合い、支え
合う社会の実現を目指すことを示しており、
インクルーシブ的な概念を包括的に取り入れ
る基本的な方向性を示しています。

2 1

　公式記録の取れる陸上競技場の整備が急務
であるので、筑波地区の廃校跡地の利用を検
討してはどうか。

　現在、上郷高校を含め、筑波地区の学校跡
地の利活用の可否を調査し、検討していると
ころです。

3 1

　競技スポーツという観点のみではなく、ス
ポーツを生涯学習、地域づくり、地域振興、
観光に関するものだととらえ、市民活動の一
環として位置付けてほしい。

　本計画の第３章基本方針に示されている
「市民がスポーツを楽しみ、いつでも、どこ
でも、スポーツを「する」ことができるよう
に、スポーツを推進する」「ライフステージ
に応じたスポーツの推進」という考えは、生
涯学習の考えにもあてはまるものです。

4 1

　本文中に「スポーツを通して人と人がつな
がるまちを目指します」や「地域社会全体が
連携・協働し」とあることから、「社会力」
と「互恵的協働社会の実現を目指す」という
文言を本文中のどこかに入れ込んでほしい。

　第１章「スポーツの意義と役割」において
「お互いが結びつき、ささえ合うまち」「生
き生きと生活し交流できるまちの実現を目指
す」などは、「互恵的協働社会」のアウト
プットとして示されているものと考えます。
 「社会力」に関しても「スポーツの意義と役
割」においてソーシャルキャピタルという考
えを示しておりますが、もう少し詳しく社会
力を含めて、追記したいと思います。



パブリックコメント実施結果                                                資料1

No 件数 意見概要 市の考え方

1 1

  概要版Ｐ７（本編Ｐ79、86）「陸上競技場
の整備」について、十分な合意形成を必要と
するもので、調査結果が公表されていない段
階で、今後５年間のうちに取り組む事項とし
て明示できるものではない。また、膨大な
ページ数の資料の中で、たくさんのソフト施
策の中に発見しづらい形で存在しており、こ
のパブコメだけで市民の合意を得たとすべき
ではないため、「陸上競技場の整備検討」と
表現を改めるべきである。

  陸上競技場の整備については、計画本編の
第４章及び第５章で「整備を検討する」と記
載しております。
  概要版では、紙面の都合上、タイトルのみ
の表示となっておりますが、分かりにくい表
現であり、誤解を招く恐れがあることから、
本編第４章及び第５章を含めてタイトルを修
正いたします。

2 2

  つくば市で行っている教室やイベントにつ
いて、今以上に企画立案し、回数や参加枠を
増やしてほしい。市民が元気で活発的であれ
ば市の医療費削減につながる。

  御意見の趣旨は、今後施策を実施する上で
の参考とさせていただきます。
  なお、スポーツ教室や運動教室の実施につ
いては、できるだけ多くの方に参加していた
だける曜日・時間帯に行うなど、工夫して開
催しています。

3 5

  アンケート調査について、回答項目・選択
肢の想定が少ないので、もっと幅広くして増
やした方がよいのではないか。
（1.スポーツをする理由：暇つぶし、面白い
から、友人がやるから、やることでほかにお
金を使わずに済む。2.スポーツをしない理
由：精神疾患により意欲の減衰、する気が起
きない、気分が落ち込む、意欲が起きない、
気分が落ち込む、持続できない、そもそも好
きな方でない、他に好きなものがあるから、
スポーツは疲れる、ケガをする、人間関係、
学生時代の思い出のトラウマなど。3.実施し
た運動・スポーツ（子どもや障がい者アン
ケート含む）：レクリエーションや運動遊
び、外遊び（鬼ごっこ、色鬼、氷鬼、増え
鬼、高鬼、ボール鬼、ケイドロ、しっぽと
り、雪合戦など）、公園スポーツ、アスレ
チック、運動遊具、健康遊具、玉入れ、ア
ジャタ、ビリヤード、Eスポーツ、モータース
ポーツ、バンジージャンプなど。）

  アンケートの回答項目及び選択肢について
は、国におけるスポーツ基本計画のアンケー
トを参考につくば市で前回行ったアンケート
と意識の変化等を比較検討することから作成
したものです。
　御意見の趣旨は、今後検討する上での参考
とさせていただきます。

4 1

  公園そして駅前、公共施設そばなど市民の
利用しやすい所にも運動遊具、健康遊具など
の設置が欲しい。

  運動遊具及び健康遊具の設置については、
関係部署と情報を共有し、今後検討する上で
の参考とさせていただきます。

5 1

  障害者スポーツの障害者実業団の誘致や新
規支援など、だれもが参加できるような障害
者スポーツの取り組みをしてはどうか。

  障害者スポーツについては、だれでも参加
できるよう様々なイベントや教室を実施して
います。また、新規としてサポーターや指導
者の育成支援に取り組み、障害者のスポーツ
活動の促進に努めています。
　御意見の趣旨は、今後検討する上での参考
とさせていただきます。

6 1

  ロボットやウェアラブルスーツなどを使っ
たスポーツやAIやIoT、ビッグデータ、AR、VR
などの活用したスポーツトレーニング施設な
ど科学とスポーツの融合事例を増やしてほし
い。

  様々な科学を活用したスポーツトレーニン
グ施設等の整備については、数多くの既存施
設が老朽化しているため、改修等を優先的に
進める必要がありますが、御意見の趣旨は、
今後検討する上での参考とさせていただきま
す。



  

（実施結果の公表）                    資料３  

 

 

 

 

 

 

 

 

つくば市スポーツ推進計画中間年度見直し版（案）

のパ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 手 続 の 実 施 結 果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年３月 

つくば市市民部スポーツ振興課 
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■ 意見集計結果 

 

 平成 30 年 12 月７日から平成 31 年１月７日までの間、（つくば市スポーツ推進計画

中間年度見直し版（案））について、意見募集を行った結果、３人（団体を含む）から 

11 件の意見の提出がありました。これらの意見について、適宜要約した上、項目ご

とに整理し、それに対する市の考え方をまとめましたので、公表します。    

 

 提出方法別の人数は，以下のとおりです。 

提出方法 人数（含む団体） 

  直接持参            0 人 

  郵便            0 人 

  電子メール            0 人 

  ファクシミリ            0 人 

  電子申請            3 人 

     合 計            3 人 

 

 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方 

 

○  第４章 施策及び事業・取組 について 

    第５章  施策の推進のために取り組む事項 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 1 

 

概要版Ｐ７（本編Ｐ79、86）「陸

上競技場の整備」について、十分

な合意形成を必要とするもので、

調査結果が公表されていない段

階で、今後５年間のうちに取り組

む事項として明示できるもので

はない。また、膨大なページ数の

資料の中で、たくさんのソフト施

策の中に発見しづらい形で存在

しており、このパブコメだけで市

民の合意を得たとすべきではな

いため、「陸上競技場の整備検

討」と表現を改めるべきである。 

 

 

 

   1 件 

 

陸上競技場の整備については、計画

本編の第４章及び第５章で「整備を検

討する」と記載しております。 

概要版では、紙面の都合上、タイト

ルのみの表示となっておりますが、分

かりにくい表現であり、誤解を招く恐

れがあることから、本編第４章及び第

５章を含めてタイトルを修正いたし

ます。 
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○  その他 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 1 

 

つくば市で行っている教室や

イベントについて、今以上に企画

立案し、回数や参加枠を増やして

ほしい。市民が元気で活発的であ

れば市の医療費削減につながる。 

 

 

   2 件 

 

御意見の趣旨は、今後施策を実施す

る上での参考とさせていただきます。 

なお、スポーツ教室や運動教室の実

施については、できるだけ多くの方に

参加していただける曜日・時間帯に行

うなど、工夫して開催しています。 

 

 

 2 

 

アンケート調査について、回答

項目・選択肢の想定が少ないの

で、もっと幅広くして増やした方

がよいのではないか。 

（1.スポーツをする理由：暇つぶ

し、面白いから、友人がやるから、

やることでほかにお金を使わず

に済む。2.スポーツをしない理由

：精神疾患により意欲の減衰、す

る気が起きない、気分が落ち込

む、意欲が起きない、気分が落ち

込む、持続できない、そもそも好

きな方でない、他に好きなものが

あるから、スポーツは疲れる、ケ

ガをする、人間関係、学生時代の

思い出のトラウマなど。3.実施し

た運動・スポーツ（子どもや障が

い者アンケート含む）：レクリエ

ーションや運動遊び、外遊び（鬼

ごっこ、色鬼、氷鬼、増え鬼、高

鬼、ボール鬼、ケイドロ、しっぽ

とり、雪合戦など）、公園スポー

ツ、アスレチック、運動遊具、健

康遊具、玉入れ、アジャタ、ビリ

ヤード、E スポーツ、モータース

ポーツ、バンジージャンプなど。） 

 

 

 

  5 件 

 

アンケートの回答項目及び選択肢

については、国におけるスポーツ基本

計画のアンケートを参考につくば市

で前回行ったアンケートと意識の変

化等を比較検討することから作成し

たものです。 

御意見の趣旨は、今後検討する上で

の参考とさせていただきます。 
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３ 公園そして駅前、公共施設そば

など市民の利用しやすい所にも

運動遊具、健康遊具などの設置が

欲しい。 

 

 

１件 

運動遊具及び健康遊具の設置につ

いては、関係部署と情報を共有し、今

後検討する上での参考とさせていた

だきます。 

４ 障害者スポーツの障害者実業

団の誘致や新規支援など、だれも

が参加できるような障害者スポ

ーツの取り組みをしてはどうか。 

 

１件 

障害者スポーツについては、だれで

も参加できるよう様々なイベントや

教室を実施しています。また、新規で

サポーターや指導者の育成支援に取

り組み、障害者のスポーツ活動の促進

に努めています。 

御意見の趣旨は、今後検討する上で

の参考とさせていただきます。 

 

５ ロボットやウェアラブルスー

ツなどを使ったスポーツや AI や

IoT、ビッグデータ、AR、VR など

の活用したスポーツトレーニン

グ施設など科学とスポーツの融

合事例を増やしてほしい。 

 

 

１件 

様々な科学を活用したスポーツト

レーニング施設等の整備については、

数多くの既存施設が老朽化している

ため、改修等を優先的に進める必要が

ありますが、御意見の趣旨は、関係部

署と情報を共有し、今後検討する上で

の参考とさせていただきます。 

 

 

■ 修正の内容 

 

○  第１章 スポーツの意義と役割について 

修正前 修正後 

Ｐ1  

スポーツは、青少年の健全育成、地域社

会の再生、健康で活力に満ちた長寿社会の

実現、社会・経済の活力の創造、国際的な

交流・貢献など、国民生活において多面に

わたる意義と役割が期待されています。 

 

Ｐ1  

スポーツは、青少年の健全育成、豊かな

人間性の形成、地域社会の再生、健康で活

力に満ちた長寿社会の実現、社会・経済の

活力の創造、国際的な交流・貢献など、国

民生活において多面にわたる意義と役割

が期待されています。 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、教育委員会にて意見が

出たため、修正が妥当と判断しました。） 
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○  第１章 スポーツの意義と役割について 

修正前 修正後 

Ｐ1  

このような社会問題に対して、スポーツ

は人と人とを結び付け、健康で活力に満ち

た社会を育むものとしてその重要性が認

められています。 

 

Ｐ1  

このような社会問題に対して、スポーツ

は、人と人とを結び付け、健康で活力に満

ちた社会を育むものとして、また社会力を

育て人間関係を築く力を養うものとして、

その重要性が認められています。 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、教育委員会にて意見が

出たため、修正が妥当と判断しました。） 

 

○  第１章 スポーツの意義と役割について 

修正前 修正後 

Ｐ３  

すべての人が自分らしく生きるまちづ

くり、人と人とのつながりを深め、地域の

交流を促進するまちづくりが持続可能な

都市を目指す本市の政策ヴィジョンとな

っています。 

 

Ｐ３  

すべての人が自分らしく生きるまちづ

くり、人と人とのつながりである社会力を

高め、地域の交流を促進するまちづくりが

持続可能な都市を目指す本市の政策ヴィ

ジョンとなっています。 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、教育委員会にて意見が

出たため、修正が妥当と判断しました。） 

 

 

○  第４章 施策及び事業・取組について 

修正前 修正後 

Ｐ79 

陸上競技場の整備 

 

Ｐ79 

 陸上競技場の整備検討 

 

○  第５章 施策の推進のために取り組む事項について 

修正前 修正後 

Ｐ86 

陸上競技場の整備 

Ｐ86 

 陸上競技場の整備検討 
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○  資料について 

修正前 修正後 

Ｐ101 

氏名 所属 
高橋 靖彦 法政大学非常勤講師 

（ラート競技世界チャン 
ピオン） 

 

Ｐ101 

氏名 所属 
高橋 靖彦 法政大学非常勤講師 

秋田ノーザンハピネッツ 
株式会社（筑波大学ＯＢ、

ラート競技世界チャン 
ピオン） 

（内容に誤りがあったため、修正いたしま

す） 

 

○  資料について 

修正前 修正後 

Ｐ145 

図Ｓ-28 スポーツ連携マッチング制度の

イメージ 

 

Ｐ145 

削除 

○  概要版について 

修正前 修正後 

Ｐ6 

本計画は、「スポーツで つながる まち

つくば」を実現するために、次の４つの基

本戦略を定めます。 

Ｐ6 

本計画は、「スポーツで つながる まち

つくば」を実現するために、次の４つの基

本戦略と 15 の施策を定めます。 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、内容を分かりやすくす

るため、修正が妥当と判断しました。） 

○  概要版について 

修正前 修正後 

Ｐ6 

基本戦略１ （略） 

Ｐ6 

基本戦略１ （略） 

施策①成人のスポーツ活動の促進 

施策②子どものスポーツ活動の促進 

施策③高齢者のスポーツ活動の促進 

施策④障害者のスポーツ活動の促進 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、内容を分かりやすくす

るため、修正が妥当と判断しました。） 
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○  概要版について 

修正前 修正後 

Ｐ6 

基本戦略２ （略） 

Ｐ6 

基本戦略２ （略） 

施策⑤スポーツを通じた交流の促進 

施策⑥スポーツをささえる組織基盤の 

強化 

施策⑦住民が参画するスポーツイベン 

   トの機会の提供 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、内容を分かりやすくす

るため、修正が妥当と判断しました。） 

○  概要版について 

修正前 修正後 

Ｐ6 

基本戦略３ （略） 

Ｐ6 

基本戦略３ （略） 

施策⑧スポーツ施策及び関連する公共 

   空間の整備及び維持管理 

施策⑨スポーツ指導者の養成及び資質の

向上  

施策⑩スポーツ・運動を学ぶ機会の提供 

施策⑪スポーツ活動における安全の確保  

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、内容を分かりやすくす

るため、修正が妥当と判断しました。） 

○  概要版について 

修正前 修正後 

Ｐ6 

基本戦略４ （略） 

Ｐ6 

基本戦略４ （略） 

施策⑫スポーツ団体との連携・協働 

施策⑬大学及び研究機関との連携・協働 

施策⑭行政部局間の連携の促進 

施策⑮国、茨城県等との連携 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、内容を分かりやすくす

るため、修正が妥当と判断しました。） 
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○  概要版について 

修正前 修正後 

Ｐ7 

本計画の策定後５年間のうちに施策の推

進のために取り組む事項 

1 陸上競技場の整備 

Ｐ7 

本計画の策定後５年間のうちに施策の推

進のために取り組む事項 

1 陸上競技場の整備検討 

○  概要版について 

修正前 修正後 

Ｐ7 

本計画の策定後５年間のうちに施策の推

進のために取り組む事項 

（略） 

Ｐ7 

本計画の策定後５年間のうちに施策の推

進のために取り組む事項 

（略） 

連携体制の強化 

①本市のスポーツ関連部局による連携体

制の強化 

②スポーツ振興課による情報の集約体制

の確立 

③筑波大学とのスポーツ推進のための連

携の促進の検討 

④国及び茨城県の関連施策との連携の促

進 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが、内容を分かりやすくす

るため、修正が妥当と判断しました。） 

 



 （案） 資料４ 

平成 31 年２月７日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 様 

 

つくば市スポーツ推進審議会  

会 長  阿 江 通 良  

 

つくば市スポーツ推進計画 中間年度見直し版の策定について（答申） 

 

つくば市スポーツ推進審議会は、平成30年５月８日、市長から「つくば市スポー

ツ推進計画」についての諮問を受け、審議を重ねてまいりました。 

現計画の進捗状況や社会状況の変化等を踏まえ、つくば市スポーツ推進計画 中

間年度見直し版を策定するにあたり、基本的な考え方について、審議結果をまとめ

ましたので、別添のとおり答申します。 

 

記 

１ 審議会開催日時 

(1)第１回 平成30年５月８日 

(2)第２回 平成30年６月22日 

(3)第３回 平成30年７月24日 

(4)第４回 平成30年８月28日 

(5)第５回 平成30年10月４日 

(6)第６回 平成31年１月28日 

 

２ 答申にあたって 

 別紙１のとおり 

 

４ つくば市スポーツ推進計画 中間年度見直し版（案） 

 別添のとおり 

 

３ 委員名簿 

 別紙２のとおり 

 

 



 （案） 資料４ 

別紙１ 

 

答申に当たって 

 

この答申は、平成30年５月に市長からつくば市スポーツ推進計画の策定について

諮問を受け、審議を重ねて取りまとめたものです。 

当審議会は、計画の策定に先立ち、平成28年度に実施した「スポーツ環境に関す

るアンケート調査」及び平成29年度に実施した「スポーツ活動調査」についても意

見を述べさせていただくとともに、その調査結果についても吟味を重ねました。 

また、平成26年３月「つくば市スポーツ推進計画」策定後の社会情勢の変化や顕

在化してきた課題について、審議会委員のそれぞれの立場からの専門的な意見を述

べてきました。 

これらを踏まえ、次のような事項を検討し、盛り込むべきと判断いたしました。 

 

１ つくば市の基本理念を特色あるものにする。（ＳＤＧｓの理念） 

２ 各施策の推進を加速させるため、数値目標を上方修正する。 

  ・成人の週１回以上のスポーツ実施率55％→65％ 

  ・成人の年１回以上のスポーツ実施率80％→85％ 

  ・障害者の週１回以上スポーツ実施率50％以上（新規）など 

３ 特に重点的に推進する施策を設定し、明確に示す。 

  ・障害者スポーツのサポーターや指導者育成の支援 

  ・障害者のスポーツイベントの実施 

・陸上競技場の整備検討など 

 

この答申を踏まえ、つくば市の新たなスポーツ推進計画が策定され、スポーツ振

興の実現に向けた取組が、これまで以上に主体的・積極的に推進されることを期待

します。 

 

 

つくば市スポーツ推進審議会 

会 長  阿 江 通 良 

 

 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料４

No 氏      名 備      考

茨城県立医療大学保健医療学部理学療法学科准教
授
理学療法士，障害科学博士
車いすバスケ女子日本代表分析サポートスタッフ

8
橘  香 織

（ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｵﾘ）

ミズノ株式会社関東営業所販売３課長
つくばマラソン第15回大会から協賛
第21回大会からランニングクリニックを開催

9
加藤  賢

（ｶﾄｳ ﾏｻﾙ）

秋田ノーザンハピネッツ株式会社
（筑波大学ＯＢ、ラート競技世界チャンピオン）

10
髙 橋  靖 彦

（ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋｺ）

筑波大学体育系准教授
（体育学，アダプテッド・スポーツ科学）

7
齊 藤  ま ゆ み
（ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ）

つくば市体育協会副会長
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第1章

第1節　計画策定の趣旨

1　スポーツの意義と役割

スポーツ（注）は、世界共通の人類の文化であり、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、

精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵（かん）養等のために個人又は集団で行われ

る運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生

活を営む上で不可欠のものとなっています。また、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む

ことは全ての人々の権利であり、スポーツは、青少年の健全育成、豊かな人間性の形成、地域

社会の再生、健康で活力に満ちた長寿社会の実現、社会・経済の活力の創造、国際的な交流・

貢献など、国民生活において多面にわたる意義と役割が期待されています。（資料 1「スポーツ

基本法」（平成 23年法律第 78号）参照）

スポーツを通じた様々な取組は地域社会における絆を結び、国際的なスポーツ大会での日本

選手の活躍は社会に勇気や感動を与え、日本の社会を元気づける大きな力ともなっています。

そして、つくば市（以下、「本市」という。）においても、スポーツの力でまちづくりを推進す

ることが考えられるようになってきました。

また、国連は、人間と地球をより密接に結びつけ、誰も置き去りにしないことを全般的な趣

旨とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を採択し、17項目からなる持続可能な

開発目標（SDGs）＊に合意しましたが、スポーツもまた、持続可能な開発における重要な鍵であり、

平和への寄与、健康、教育、社会的包摂＊、女性や若者、個人やコミュニティの能力強化に寄

与することが期待されています。（「2030アジェンダ」37項）

さらに、日本の社会においては、少子高齢化、情報化、都市化が急激に進む中で、人間関係

の希薄化、孤立化、コミュニティの崩壊などの問題が心配されています。このような問題に対

して、スポーツは、人と人とを結び付け活力に満ちた社会を育むものとして、また社会力を育

て人間関係を築く力を養うものとして、その重要性が認められています。

本市においても、このようなスポーツのもつ多様な意義と役割を確認した上で、多くの市民

が、だれでも、いつでも、どこでも、継続してスポーツを楽しみ、感動を分かち合い、お互い

第1章　計画の策定にあたって

本市は、スポーツの意義と役割を認め、スポーツを推進します。

※　 本文中に（＊）が表記されている用語については、89 ページ以降の「資料 12 用語集」をご参照くだ

さい。

（注） 本計画の対象とするスポーツは、運動競技だけでなく、余暇や健康などのために行われる身体活動、

レクリエーション、野外活動及びキャンプ活動を含みます。
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に結びつき、ささえ合うまち、スポーツを通じて健康と活力を育み、生き生きと生活し交流で

きるまちの実現を目指して、本計画を策定することとしました。また、幸福で豊かな生活を実

現していくために、スポーツを通じて実際に何ができるのかを市全体で考え、このまち“つく

ば”ならではの計画を策定することとしました。

2　国のスポーツ政策の進展と本市による連携と対応

国は、平成22（2010）年 8月に「スポーツ立国戦略」を策定し、人（する人、観る人、支える 

（育てる）人）の重視及び連携・協働の推進を基本的な考え方として、新たなスポーツ文化の

確立を目指すことを掲げました。これを受けて、平成23（2011）年 6月には「スポーツ基本法」

が制定され、スポーツに関する基本理念と施策の基本となる事項が総合的かつ体系的に定めら

れました。特に、スポーツ基本法においては、国及び地方公共団体はスポーツに関する施策を

策定し実施する責務があることが定められており、地方公共団体においては、スポーツ基本法

に定める基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的

かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務があることが定められて

います。このため、国は、スポーツ基本法第 9条に基づき、平成 24（2012）年にスポーツの推

進に関する基本的計画として「スポーツ基本計画」を策定しました。その後、平成 26（2014）

年にはスポーツ庁が設置され、平成 29（2017）年には、第 2期のスポーツ基本計画（資料 2「第

2期スポーツ基本計画（概要）」参照）が策定され、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的

な推進が図られています。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

に向けて様々な取組も行われています。

このような国レベルでのスポーツ政策の動向を見据えながら、地方公共団体においても、ス

ポーツ基本法第10条に基づき、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポー

ツの推進に関する計画（地方スポーツ推進計画）を定めることが求められています。

本市は、既に平成 26（2014）年 3月に「つくば市スポーツ推進計画」を策定し、スポーツに

関する施策を実施してきました。しかしながら、この推進計画は、策定から 5年目の中間年に

見直しや改善を行うことが計画されていたことから、近年の国のスポーツ政策に関する取組や

社会状況の変化に対応して、スポーツ推進計画の見直しを行うこととしました。

3　本市の特色を生かしたスポーツの推進

つくば市スポーツ推進計画（以下、「本計画」という。）は、国や社会の動きに対応するだけ

でなく、下記の本市の特色を生かし、地域の実情に即した計画を策定することとしました。

本市は、国のスポーツ政策と連携し、スポーツを推進します。

本市にしかできない、このまちならではのスポーツの推進
「つながるまち」「研究学園都市」「自然と都市の調和」「スポーツ文化創成」
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「誰一人取り残さない」包摂の精神のもと、年齢や性別、地域などによらず、すべての人が自

分らしく生きるまちづくり、人と人とのつながりである社会力を高め、地域の交流を促進する

まちづくりが持続可能な都市を目指す本市の政策ヴィジョンとなっています。このようなヴィ

ジョンに応えるためにも、本計画においては、スポーツを通じて人と人とのつながりが深まる

まちづくりを基本理念に掲げました。

本市は、世界最先端の研究学園都市として発展してきました。本計画においても、このよう

な研究学園都市の特色を生かし、市内の研究教育機関と連携した本市ならではのスポーツの推

進を考えることとしました。そして、本市の研究教育機関の叡智を結集し、科学都市つくばに

しかできないスポーツの推進を目指します。また、本市は、国際的な研究教育機関が集積して

いることから、多くの国際交流が行われ、外国人が居住している国際都市としての特色を生か

し、スポーツを通じた国際交流を考えることとしました。

本市は、筑波山の裾野である里山や広大な田園が広がる豊かな自然、歴史、文化、知財・人

材などの地域資源や研究学園都市の機能を活かし、日常的な暮らしの充実を図り、本市の持つ

豊かな自然環境と都市環境との調和と均衡を考えながら、本市にふさわしいスポーツ環境の整

備を目指します。スポーツ施設、都市公園、野外活動施設、筑波山周辺関連施設の整備、ペデ

ストリアンデッキなどの公共空間の活用、フットパスコース、ウォーキングコースの設定など

スポーツ環境の整備においても、つくば市の資源を活かし、自然と都市とが調和し、快適で環

境にやさしいまちづくりを考えます。

本市は、地域において市民が実際にスポーツをすることを通じて、このまちや人が元気とな

り、市民一人一人がスポーツを理解し、その価値を実感することによって、地域のスポーツ文

化が形成され、醸成されていくことを目指します。まず、本計画においては、市民がスポーツ

を「する」ことを通して“つながる”ことを基本方針とします。このようにして、本計画は、スポー

ツ文化創成のための基盤を構築するためのものです。

スポーツを通じて人と人とがつながるまちを目指します。

筑波研究学園都市の特色を生かしたスポーツの推進を行います。

自然と都市が調和したつくばにふさわしいスポーツ環境を整備します。

本計画により地域におけるスポーツ文化創成の基盤を構築します。
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第2節　計画の構成と期間

1　計画の構成

本計画の基本的な考え方は、「基本理念」「基本方針」「基本目標」「数値目標」及び「基本戦略」

から構成されています。

また、本計画は、基本理念及び基本方針を実現するために、「基本目標」「基本戦略」「施策」

及び「事業・取組」の4層の体系から構成されています。

そして、最後に、本計画を策定した後 5年の間に、施策の推進のために取り組む事項と連携

体制の強化について定めています。

図1　本計画の政策体系の構造モデル

2　計画の期間

本計画は、平成 30（2018）年度中に策定し、計画を実施する期間は、平成 31（2019）年度か

ら平成 35（2023）年度までの 5年間とします。本計画は、第 3章において、10年間を通じた基

本理念、基本方針、基本目標を定め、第 4章において、今後 5年間に計画的に取り組む施策を

定めています。本計画は、平成 26（2014）年に策定した計画の中間年である平成 30（2018）年

度に計画の見直しを行い、それまでの計画の実施における課題を解決するとともに、新規の事

業、取組などを加えたものです。また、目標年度である平成 35（2023）年度には、事業の検証

や評価を行うとともに、国の動向等を注視しながら次期計画の策定について検討します。
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図2　計画の期間

第 3節　計画の位置づけ

1　スポーツ基本法及びスポーツ基本計画との関係

本計画は、国のスポーツ基本法第10条に基づき策定したものです。

また、本計画は、国の第 2期スポーツ基本計画を参酌しながら、本市の特色と実状に即して

策定したものです。

2　つくば市未来構想及びつくば市戦略プランとの整合性

本市では、まちづくりの基本的な指針として平成 27（2015）年に「つくば市未来構想」（計

画期間は平成 27（2015）年度から 21世紀半ばまで）を策定し、未来の都市像の実現に向けた 4

つの「まちづくりの理念」を策定しました。また、この「まちづくりの理念」に基づき、各種

施策を計画的に展開するために「つくば市戦略プラン」（平成 27（2015）年度から 5年ごとに

見直す）を策定しています。

本計画は、つくば市未来構想、つくば市戦略プランとの整合性に留意して策定したものです。

さらに、新しく総合的な計画等が平成 31（2019）年度以降に策定される場合には、それらの

上位計画・関連計画と本計画との整合・連携を図ります。

3　つくば市の個別計画等との連携

本市では、複数の個別計画が策定されていますが、これらの個別計画の中にはスポーツの推

進と関連する事業や取組が多様に定められています。このため、本計画は、他の個別計画等と

の連携に留意して策定したものです。

関係する主な個別計画としては、つくば市 SDGs 未来都市計画（平成 30（2018）年度）、つく

ば市健康増進計画「健康つくば21」（第 3期）（平成 28（2016）年度）、つくば市教育プラン（第

2期）（平成 28（2016）年度）、つくば市生涯学習推進基本計画（第2次）（平成 28（2016）年度）、

つくば市子ども・子育て支援プラン（平成 27（2015）年度）、つくば市観光基本計画（第 2次） 

2014

つくば市スポーツ
推進計画

つくば市未来構想

戦略プラン

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025～
（21世紀半ば）

※以後，
　5年ごと
　に改定
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（平成 29（2017）年度）、つくば市障害者計画 後期計画（第 2次）（平成 28（2016）年度）、つ

くば市障害福祉計画（第 5期）（平成 30（2018）年度）、つくば市高齢者福祉計画（第7期）（平

成 30（2018）年度）、つくば市地域福祉計画（第 3期）（平成 28（2016）年度）、つくば市公共

施設等総合管理計画（平成 29（2017）年度）、つくば市都市計画マスタープラン 2015（平成 27

（2015）年度）、つくば市自転車安全利用促進計画（平成27（2015）年度）などが挙げられます。

本市において本計画を策定する意義は、以上のようにそれぞれの政策目的に基づいて多様に

策定されている諸計画の中に定められているスポーツと関係する事業や取組を関連付け連携さ

せながら、本計画、スポーツ基本法及び本市の基本理念に基づき、スポーツを中心とした政策

体系をデザインし、本市におけるスポーツの推進を総合的かつ計画的に図ることにあります。

4　茨城県のスポーツ推進計画及びその他の個別計画との連携

本計画は、茨城県スポーツ推進計画（いきいき茨城スポーツプラン）（平成 27（2015）年度）

及びその他の関連する個別計画との整合性及び連携に留意して策定したものです。

図3　計画の位置づけ

第 4節　計画の性格　

1　スポーツの推進を図るための基本的かつ総合的な計画

本計画は、本市においてスポーツの推進を図るための基本的かつ総合的な計画です。本計画

は、本市の複数の内部部局や出先機関によって多様に実施されているスポーツの推進に関する

スポーツ基本法

つくば市スポーツ推進計画
（2019年度～2023年度）

第2期スポーツ基本計画

茨城県スポーツ推進計画

整合性
連携

連携

整合性

参酌

参酌

つくば市SDGs未来都市計画
つくば市健康増進計画「健康つくば21」（第3期）
つくば市教育プラン（第2期）
つくば市生涯学習推進基本計画（第2次）
つくば市子ども・子育て支援プラン
つくば市観光基本計画（第2次）
つくば市障害者計画 後期計画（第2次）
つくば市障害福祉計画（第5期）
つくば市高齢者福祉計画（第7期）
つくば市地域福祉計画（第3期）
つくば市公共施設等総合管理計画
つくば市都市計画マスタープラン2015
つくば市自転車安全利用促進計画　　　　など

つくば市未来構想

つくば市戦略プラン
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事業や取組を連携させることによって、スポーツの推進を総合的かつ体系的に実施するととも

に、スポーツの推進体制の整備と高度化を図るために計画するものです。

2　本計画の対象とするスポーツ

本計画の対象とするスポーツは、運動競技だけでなく、余暇や健康などのために行われる身

体活動、レクリエーション、野外活動及びキャンプ活動を含みます。また、本計画の対象とす

るスポーツは、「する」スポーツ＊だけでなく、「みる」スポーツ＊及び 「ささえる」スポーツ＊（ス

ポーツ団体の運営やスポーツの指導などスポーツをささえるために行われる様々な活動）を含

みます。さらに、スポーツを通した地域交流や国際交流などの文化的社会的な活動や関連する

施設・公園・遊歩道などのスポーツ環境の整備も本計画の対象とします。

第5節　計画の実施体制と推進体制

1　本計画の実施体制

本計画を着実に実施し、スポーツの推進を図るために、市民、行政部局、地域社会、地域の

団体＊、関係するスポーツ団体、学校、大学、研究機関など、それぞれが連携・協働する体制

を構築します。また、国、茨城県などとの連携を図ります。

2　本計画の推進体制

本計画の各事業及び取組の実施においては、PDCA（Plan: 計画、Do: 実行、Check: 評価、

Action:改善）サイクルに基づいて事業及び取組の適切な推進を図ります。（図4参照）

特に本計画の進捗管理については、

その進捗を把握し、分析・評価し、つ

くば市スポーツ推進審議会に諮り、課

題や改善の必要性等がある場合には計

画の変更やその他必要な措置を講じま

す。また、つくば市スポーツ活動調査

などの関係する調査統計データ、パブ

リックコメント、関係者に対するヒア

リング、スポーツ関連部局による推進

会議の協議結果などを、計画の評価や

改善、新たな計画の策定に役立てます。

つくば市スポーツ推進計画
PDCAサイクル

ACTION（改善）

CHECK（評価） DO（実行）

PLAN（計画）

図4　PDCAサイクルのイメージ
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第 1 節　スポーツ活動の現状と課題

1　成人（18 歳以上）の週 1 回以上のスポーツ実施率（総数・性別・年代別）

つくば市「スポーツ活動に関する調査」（平成 30（2018）年 1月調査）（以下、「つくば市スポー

ツ活動調査」という。）（資料 3（p.97）参照）では、成人の週 1回以上のスポーツ実施率＊（一定

期間に一定回数のスポーツを実施した割合）は、本市が 55.1％となっています。一方、茨城

県「県政世論調査」（平成 28（2016）年 9月実施）では 34.9％、スポーツ庁「スポーツの実施状況

等に関する世論調査」（平成 29（2017）年 11-12 月調査）では 51.8％となっています。男性では、

本市が 59.8％、茨城県が 34.6％、国が 53.4％、女性では、本市が 51.7％、茨城県が 35.3％、

国が 50.2％となっています。本市の成人の週 1回以上のスポーツ実施率は、国及び茨城県の

値より高いといえます。また、本市の女性の値は、男性より低いといえます。年代別にみる

と、本市の週 1回以上のスポーツ実施率は、18-19 歳が 50.0％、20歳代が 43.2％、30歳代が

39.8％、40歳代が 53.2％、50歳代が 61.1％、60歳代が 66.1％、70歳以上が 64.9％となって

います。本市の 40歳代、50歳代及び 60歳代の値は、国より高く、18-19歳、20歳代、30歳代

及び 70歳以上の値は、国より低いといえます。

図 5　成人の週 1 回以上のスポーツ実施率（総数・性別・年代別）

第 2 章　つくば市のスポーツの現状と課題

〜国および茨城県より高い〜

出典 ：つくば市 「スポーツ活動に関する調査」 （2018）， 茨城県 「県政世論調査」 （2016），

スポーツ庁 「スポーツの実施状況等に関する世論調査」 （2017）
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つくば市 茨城県 国 つくば市 国
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※  本市、国及び茨城県の各調査は、調査方法などが異なるため正確に比較できるものではありません。こ

れらの数値はおおよその参考とするものです。詳しくは、資料 4「関連するスポーツ活動に関する調査

の概要」、図 5及び表－資 1（p.111）を参照。

※ 表－資 1以下は、巻末の資料編に掲載。



9

第2章

平成 26（2014）年に策定したつくば市スポーツ推進計画における成人の週 1回以上のスポー

ツ実施率の数値目標は 55％程度でしたが、平成 29（2017）年度のつくば市スポーツ活動調査の

結果によると、本市はこの数値目標を既に達成しています。ただし、平成 29（2017）年に策定

された国の第 2期スポーツ基本計画においては、成人のスポーツ実施率（週 1回以上）の成果

指標は 65％程度であり、本市は国が掲げるこの目標値には達していません。

2　成人（18 歳以上）の週 3 回以上のスポーツ実施率（総数・性別・年代別）

成人の週 3回以上のスポーツ実施率は、本市が 25.7％、茨城県が 24.7％、国が 26.2％と

なっています。男性では、本市が 28.6％、茨城県が 25.6％、国が 27.2％、女性では、本市が

22.9％、茨城県が 23.9％、国が 25.1％となっています。本市の成人の週 3回以上のスポーツ実

施率は、茨城県より高く、国より低いといえます。また、本市の女性の値は、男性より低いと

いえます。年代別にみると、本市の週 3回以上のスポーツ実施率は、18-19 歳が 29.5％、20歳

代が 17.6％、30歳代が 12.0％、40歳代が 24.0％、50歳代が 20.0％、60歳代が 33.0％、70歳

以上が 40.2％となっています。本市の 40歳代及び 60歳代の値は、国より高く、その他の年代

の値は、国より低いといえます。（図6及び表－資 2（p.111）参照）

また、本市の成人の週 3回以上のスポーツ実施率は、平成 29（2017）年に策定された第 2期

スポーツ基本計画の成果指標である30％程度には達していません。

図 6　成人の週 3 回以上のスポーツ実施率（総数・性別・年代別）

〜茨城県より高く、国より低い〜
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3　成人（18 歳以上）の年 1 回以上のスポーツ実施率（総数・性別・年代別）

成人の年 1回以上のスポーツ実施率は、本市が 85.5％、茨城県が 59.2％、国が 74.1％と

なっています。男性では、本市が 90.3％、茨城県が 60.6％、国が 76.2％、女性では、本市が

81.9％、茨城県が 58.0％、国が 72.0％となっています。本市の成人の年 1回以上のスポーツ実

施率は、国及び茨城県の値より高いといえます。また、本市の女性の値は、男性より低いとい

えます。年代別にみると、本市の年 1回以上のスポーツ実施率は、18-19 歳が 87.2％、20歳代

が 88.8％、30歳代が 88.6％、40歳代が 87.1％、50歳代が 89.5％、60歳代が 83.7％、70歳以

上が 79.3％となっています。本市の年 1回以上のスポーツ実施率は、20歳代、30歳代、40歳代、

50歳代及び 60歳代で国より高く、18-19歳及び 70歳以上の値は、国より低いといえます。（図

7及び表－資 3（p.111）参照）

また、平成 26（2014）年に策定したつくば市スポーツ推進計画における成人の年 1回以上の

スポーツ実施率の数値目標は80％程度でしたが、本市はこの数値目標を既に達成しています。

図 7　成人の年 1 回以上のスポーツ実施率（総数・性別・年代別）

〜国及び茨城県より高い〜
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4　成人（18 歳以上）のスポーツ未実施者の割合（総数・性別・年代別）

成人のスポーツ未実施者の割合は、本市が 9.4％、茨城県が 40.4％、国が 23.8％となってい

ます。従って、本市の成人の約 10人に 1人が過去 1年間に全くスポーツをしていないと考え

られます。また、本市の値は、茨城県及び国より低いといえます。性別にみると、男性では、

本市が 7.2％、茨城県が 39.1％、国が 21.7％、女性では本市が 11.8％、茨城県が 41.7％、国

〜国及び茨城県より低い〜
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が 25.8％となっています。さらに、本市のスポーツ未実施者の割合は、男性より女性の方が高

いといえます。年代別にみると、本市のスポーツ未実施者の割合は、18-19 歳が 6.4％、20歳

代が 7.2％、30歳代が 7.2％、40歳代が 9.3％、50歳代が 9.5％、60歳代が 10.4％、70歳以上

が 12.6％となっています。（図 8及び表－資 4（p.112）参照）本市のスポーツ未実施者の割合は、

全ての年代で、国より低いといえます。ただし、国の第 2期スポーツ基本計画（2017）の成果

指標では、成人のスポーツ未実施者の数の目標値は、「ゼロに近づく」ことにあり、このような

目標値を指標にすると本市はまだ国が定めている目標値を達成できていない状況にあります。

図 8　成人のスポーツ未実施者の割合（総数・性別・年代別）

以上の調査結果から総合的に判断すると、本市はスポーツを全く行わない人の割合が国や茨

城県に比べて低く、スポーツを行う人の割合が全体的に高く、スポーツを行う市民の割合が多

いまちであると考えられます。ただし、週 3回以上のスポーツ実施率が、国よりも低く、特に

女性の週 3回以上のスポーツ実施率は茨城県より低いことが指摘できます。また、女性の中で

も30歳代の女性の実施率が低いことが課題として指摘できます。

5　1 年間に実施した運動・スポーツ　 1 位はウォーキング

つくば市スポーツ活動調査の結果では、1年間に実施した運動・スポーツで最も多かったも

のは、ウォーキング（歩け歩け運動・散歩などを含む）の 54.4％でした。次いで、体操（ラジ

オ体操・職場体操・美容体操・ストレッチ等）32.9％、トレーニング（筋力トレーニング・重

量挙げ・トレッドミル（ランニングマシーン）・室内運動器具を使ってする運動等）24.0％、自

転車・サイクリング 20.4％、ランニング（ジョギング）・マラソン・駅伝 18.2％、エアロビク

ス・ヨガ 11.9％、登山・トレイルランニング・ロッククライミング11.2％の順となっています。 

（図－資 1（p.112）及び表－資 5（p.113）参照）
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また、実施した運動・スポーツには男女差があり、男性の上位は、ウォーキング 55.3％、

体操 28.4％、自転車・サイクリング 27.7％、トレーニング 26.9％、ランニング・ジョギン

グ 23.8％、ゴルフ 15.3％、ゴルフ（練習場）14.1％、登山 12.2％、水泳 11.8％、ボウリン

グ 10.8％となっており、女性の上位は、ウォーキング 53.6％、体操 36.2％、トレーニング

21.6％、エアロビクス・ヨガ 18.9％、自転車・サイクリング 15.0％、ランニング 13.9％、登

山 8.7％、卓球 8.7％、バドミントン 8.4％、ボウリング 7.9％となっています。

6　継続したい運動・スポーツ　 1 位はウォーキング

つくば市スポーツ活動調査では、もっと運動やスポーツをしたいか質問したところ、「かな

りそう思う」が 22.7％、「ややそう思う」が 23.4％であったのに対して、「あまりそう思わな

い」が 10.0％、「まったくそう思わない」が 4.5％となっています。本市においては、さらに

運動やスポーツを行いたいと考えている市民の割合は 46.1％となっています。また、平成 29 

（2017）年 3月のつくば市「スポーツ環境に関するアンケート調査報告書」（以下、「つくば市ス

ポーツ環境調査」という。」）（資料 10（p.104）参照）の結果では、「今後、運動やスポーツを

続けたい、もしくは、やってみたい」と思う市民の割合は、88.1％であり、本市の市民がスポー

ツを行いたいとするニーズが大きいことが分かっています。

また、これからもつづけて行いたい運動やスポーツについて、春、夏、秋、冬に分けて質

問したところ、春は、ウォーキング（歩け歩け運動・散歩などを含む）が 21.5％、ゴルフが

11.9％、ランニング（ジョギング）・マラソン・駅伝が 9.8％、夏は、ウォーキングが 13.5％、

水泳（競泳・水球・飛び込み・シンクロナイズドスイミング等）が11.7％、ランニングが 7.2％、

秋は、ウォーキングが 18.5％、ランニングが 10.8％、ゴルフが 10.7％、冬は、ウォーキング

が 17.3％、スキーが 11.5％、ランニングが 9.7％の順となっています。特に、ウォーキングは

全ての季節で1位となっています。（表－資 6（p.114）参照）

以上の市民のスポーツ活動の状況から考えると、本市ではウォーキング、散歩、ジョギング、

ランニングなどが自宅周辺の歩道やペデストリアンデッキなどの遊歩道、公園・広場などにお

いてよく行われており、その他、春・秋は、ゴルフ、夏は水泳、冬はスキーなどが季節よって

盛んであると考えられます。

7　運動・スポーツをする理由　 健康・楽しみ・運動不足・体力増進

1 年間で運動やスポーツを実施した理由としては、「健康のため」が 63.6％、「楽しみ、気

晴らしとして」が 50.3％、「運動不足を感じるから」が 41.1％、「体力増進・維持のため」が

39.4％、「筋力増進・維持のため」が 29.1％、「友人・仲間との交流として」が25.7％、「肥満解消、

ダイエットのため」が 22.8％、「家族のふれあいとして」が 13.0％の順となっています。（表－

資 7（p.114）参照）
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8　運動・スポーツをしなかった理由　 仕事（家事・育児）が忙しくて時間がない

この1年間に運動やスポーツをしなかった理由として最も多かったのは「仕事（家事・育児）

が忙しくて時間がないから」であり、47.3％でした。この理由の割合は、女性だけだと 53.4％

と著しく高くなっています。次いで、「機会がなかったから」が 30.0％、「面倒くさいから」が

23.6％、「年を取ったから」が 18.2％、「運動・スポーツが好きではないから」が 18.2％の順と

なっています。（表－資 8（p.114）参照）

以上の結果から考えると、特に30歳代の女性のスポーツ実施率が低いことの理由として、仕

事・家事・育児が忙しいことがあげられると考えられます。また、今後本市においてスポーツ

実施率の数値目標を達成するためには、家事・育児をしている人や勤労者が運動やスポーツを

できる環境を整備することが重要な課題であると考えられます。

9　運動・体力・健康への意識　 体力に不安・運動不足を感じている

つくば市スポーツ活動調査において、自分の体力についてどのように感じているか質問した

ところ、自分の体力について、「体力に自信がある」が 3.3％、「どちらかといえば体力に自信

がある」が 33.0％であるのに対して、「どちらかといえば体力に不安がある」が 35.0％、「体力

に不安がある」が 22.7％でした。（図－資 2（p.115）参照）

また、ふだん運動不足を感じるか質問したところ、「かなり感じる」が 35.8％、「ある程度感

じる」が 44.9％であるのに対して、「あまり感じない」が14.2％、「ほとんど（全く）感じない」

が 3.5％でした。（図－資 3（p.115）参照）

このように、体力や運動に関する市民の意識として、体力に不安のある人や運動不足を感じ

ている人の割合が高くなっています。

一方、健康の維持増進のために運動やスポーツをしたいと思うか質問したところ、「かなり

したい」が 29.2％、「したい」が 36.2％、「ややしたい」が 21.4％でした。また、特に健康の

維持増進のために行いたいプログラムとしては、「自宅での運動プログラム」が最も多くなっ

ています。（図－資4（p.115）参照）

10　スポーツの推進に関する課題

平成23年（2011）度の「つくば市市民意識調査」では、スポーツの推進について満足してい

る市民の割合は 43.7％であり、平成 26（2014）年のつくば市スポーツ推進計画では、スポーツ

の推進について市民が満足している割合を平成 35（2023）年度までに 55％にすることを数値目

標として設定していました。しかしながら、平成 29（2017）年度の「つくば市市民意識調査」

では、スポーツの推進について満足している市民の割合は 37.3％であり、平成 23（2011）年度

の前回調査の結果よりも低く、今後改善を図る必要性があります。

本市の市民の運動やスポーツの活動状況や市民の意識、ニーズに対応して、スポーツの推進
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をさらに図っていくことがスポーツの推進に関する市民の満足度を高めるうえでも重要である

と考えられます。特に、仕事や家事・育児が忙しくスポーツをする機会が持てない女性に対し

てスポーツへの参加を促す施策を講じる必要があります。また、本市の特徴であるペデストリ

アンデッキや公園などの公共空間の整備や活用を通じて市民が身近で気軽に健康や運動不足解

消のためにウォーキング、散歩、ジョギングなどを行う環境の整備を図る必要があります。

第 2 節　スポーツ団体の現状と課題

1　スポーツクラブへの参加状況

つくば市スポーツ活動調査では、つくば市内のスポーツクラブへの参加について質問したと

ころ、「これまで参加したことがない」が 72.6％でした。また、「参加している」は12.0％、「過

去に参加していたが、現在は参加していない」が14.7％でした。（図－資 5（p.116）参照）

スポーツクラブ参加者の主たる活動場所については、「公共スポーツ施設」が最も多く

32.1％、次いで「スポーツクラブの施設」が 30.7％、「集会所、集落センター、交流センター

（公民館）」が 27.1％、「小学校＊、中学校＊、高校の体育施設」が 17.9％の順となっています。

全体で見ると、地域のスポーツクラブの主たる活動場所は、公共スポーツ施設、交流センター

（公民館）、学校体育施設などの公の施設である割合が大きいといえます。（図－資6（p.116）参照）

また、どのようなスポーツクラブに参加したいか質問したところ、「健康・体力つくりがで

きる」スポーツクラブに参加したい割合が最も高く、「かなり入りたい」が16.2％、「入りたい」

が 27.5％、「やや入りたい」が 21.1％となっています。次いで、「徒歩か自転車で通うことがで

きる」スポーツクラブに参加したい割合が高く、「かなり入りたい」が 16.1％、「入りたい」が

21.9％、「やや入りたい」が 21.4％となっています。（図－資 7（p.116）参照）

2　つくば市体育協会の団体登録状況

つくば市体育協会は、専門部会＊、スポーツ少年団＊及びスポーツ振興会＊から組織構成され

ています。専門部会には、社会人を対象とした競技種目の各専門部会があり、毎年、各種大会

や行事を開催しています。スポーツ少年団は、日本スポーツ協会がスポーツを通じた青少年の

健全育成を目的として事業を行っている団体であり、日本スポーツ少年団、都道府県スポーツ

少年団、市町村スポーツ少年団及び単位スポーツ少年団の 4つの段階から構成され運営されて

います。スポーツ振興会は、地域住民を対象に大穂、豊里、谷田部、桜、筑波、茎崎の 6つの

支部から構成されており、各地域のスポーツの振興のための事業を行っています。

専門部会の登録状況を平成 19（2007）年度から平成 29（2017）年度まで比較すると、団体数

専門部 団体数 261・会員 5,703 名
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及び会員数ともに減少傾向にあります（表 1参照）。この減少傾向の原因については今後調査 

し、原因を明らかにし、対策を講じる必要があります。

平成 29（2017）年度の専門部会への登録会員数は、合計で 5,703 名であり、会員数の多い種

目としては、野球 1,258 名、サッカー 919名、バドミントン 820名の順となっています（表 1

及び表－資 9（p.117）参照）。また、団体数は、261となっています。

表 1　つくば市体育協会専門部登録状況

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

団体数 376 351 335 325 303 334 321 302 287 290 261

会員数 6,138 6,145 5,985 5,967 5,122 6,198 5,938 5,841 5,911 5,344 5,703

スポーツ少年団の登録状況を平成 19（2007）年度から平成 29（2017）年度まで比較すると、

団体数、会員数、指導者数及び合計人数のすべての項目で平成 25（2013）年頃まで減少傾向に

ありましたが、その後、徐々に回復傾向にあります（表 2参照）。平成 29年 8月現在でスポー

ツ少年団の会員数は、合計で 2,766 名であり、会員数の多い種目は、サッカー 958 名、野球

426名、ミニバスケットボール 327名、剣道 315名、ストリートダンス 257名の順となってい

ます（表－資 9（p.117）参照）。スポーツ少年団で行われる種目は、平成 25（2013）年度には

14種目でしたが、その後卓球がなくなったものの、ストリートダンス、スポーツ鬼ごっこ、新

体操があらたに加わり、平成 29（2017）年度では 16種目に増加しています。これらの新種目

の増加が、会員数等の減少を補う要因となっています。また、平成 29（2017）年度では、団体

数は 97団体、指導者数は 618名となっています。

表 2　つくば市体育協会スポーツ少年団登録状況

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

団体数 95 96 96 98 95 91 90 95 95 97 97

会員数 2,607 2,611 2,725 2,676 2,553 2,537 2,396 2,682 2,643 2,764 2,766

指導者数 610 593 593 585 591 557 545 566 581 578 618

合計人数 3,217 3,204 3,318 3,261 3,144 3,094 2,941 3,248 3,224 3,342 3,384

スポーツ振興会は、大穂、豊里、谷田部、桜、筑波、茎崎の 6支部から構成されており、各

支部では、地域住民を対象に、スポーツ大会、スポーツ教室、運動会、ハイキング、ウオーク

ラリー、スポーツ交流会などを企画・運営しています。また、各支部では地区単位での活動が

スポーツ少年団 97 団体・会員 2,766 名・指導者 618 名

スポーツ振興会
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あります。

3　区会の活動状況

本市には、地域住民の相互の交流を深めるために自主的に組織された区会＊が約 600 あり、

区会の中には、運動やスポーツのグループを組織し定期的に実施しているところがあります。

また、これらの区会は、それぞれが大穂地区、豊里地区、谷田部地区、桜地区、筑波地区、茎

崎地区の地区区会連合会に属し、さらに地区連合会の上部組織としてつくば市区会連合会が組

織されています。

「平成 30（2018）年度つくば市各区会運動・スポーツ実態調査」（表－資 10（p.118）参照）

によれば、71の区会が運動またはスポーツを定期的に実施しています。各区会の活動は、中高

年または高齢者を中心とした活動が多く、グラウンドゴルフ、体操、ヨガ、ウォーキング、卓球、

ソフトボール、輪投げ、太極拳、ゲートボールなどが行われています。

4　総合型地域スポーツクラブの育成状況

総合型地域スポーツクラブ＊とは、文部科学省が地域のコミュニティの役割を担うスポーツ

クラブづくりに向けた先導的なモデル事業として、地域住民の自主的な運営を目指すために

行ってきたものです。また、総合型地域スポーツクラブとは、人々が、身近な地域でスポ－ツ

に親しむことのできるスポーツクラブで、①子どもから高齢者まで（多世代）、②様々なスポー

ツを愛好する人々が（多種目）、③初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに

合わせて参加できる（多志向）、という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営さ

れる公益性・地域性を備えたスポーツクラブのことです。文部科学省「平成 29年度総合型地

域スポーツクラブ育成状況調査」では、平成 29年 7月 1日現在の設立済みクラブ数は、全国

には 3,406クラブ、茨城県（44市区町村）には 50クラブがあり、クラブ育成率は 86.4％となっ

ています。

公益財団法人茨城県体育協会の茨城県内の総合型地域スポーツクラブ一覧によれば、つくば

市内には、特定非営利活動法人（NPO法人）つくばフットボールクラブ（つくば FC）、NPO 法人

アクティブつくば、NPO 法人 Ocean’s、NPO 法人つくばスポーツアカデミーの 4つの総合型地域

スポーツクラブがあります。特に、本市はつくばFCの広報や施設利用を支援し、スポーツフェ

スティバルのサッカー体験ブース設置、学校への巡回指導などで相互に協力しています。さら

に、本市とつくばFC及び学校法人東京家政学院（現学校法人筑波学院大学）との間で「スポー

ツのまちつくば」に関する協定書を締結し、筑波学院大学の人工芝グラウンド、愛称 Tフィー

ルドを平成 28（2016）年に整備しました。つくば FC、アクティブつくば、Ocean’s、つくばスポー

ツアカデミーのような地域に根ざしたスポーツクラブを創設することは、国及び茨城県におい

ても推進されてきたスポーツの振興方策であり、本市においても課題となっています。
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5　トップスポーツチーム・団体との連携の状況

本市に拠点を置くトップスポーツチームとしては、バレーボールのV.LEAGUE Division2（V2）

に参加している「つくばユナイテッド サンガイア（Sun GAIA）」、つくば FCの男子サッカー

チーム「ジョイフル本田つくば FC」と女子サッカーチーム「つくば FCレディース」、バスケッ

トボールの Bリーグ（B2）の「サイバーダイン茨城ロボッツ」などがあります。これらのトッ

プスポーツチームとの間で様々な地域連携が行われ、スポーツの推進が図られています。また、

「みる」スポーツ＊の推進や、プロスポーツを通じたまちづくりを展望する場合には、シンボル

となるトップスポーツチームが必要となることも課題となっています。また、つくば FCと東

京家政学院（現学校法人筑波学院大学）と本市は、平成 27（2015）年より「スポーツのまちつ

くば」に関する協定を締結し、つくばユナイテッド サンガイアと本市は、平成 29（2017）年

よりスポーツ連携協定を締結し、地域連携を図っています。例えば、つくばスポーツフェスティ

バルなどの本市のイベントにおいてトップスポーツチームと連携した各種の取組が行われてい

ます。トップスポーツ選手などの人材を学校や地域スポーツクラブ等に派遣し、体力向上や技

術指導を行い、市民との交流の場を提供する事業も行っています。

また本市は、鹿島アントラーズが本市にアカデミーセンターを設置したことに伴い、「つく

ば市と鹿島アントラーズ・エフ・シーとの相互協力に関する協定書」を締結して、サッカーを

通した地域連携を行っています。アントラーズフレンドリータウンデイズ「つくばの日」など、

アントラーズのホームゲームの試合への市民の招待やイベントが開催されています。

さらに、本市は、スポーツ教室の開催、トップアスリートの育成事業、広報事業、社会貢献

などに関わり筑波大学の関連団体と連携をしています。筑波大学には、オリンピック、パラリ

ンピック、世界選手権などに参加する選手や指導者などトップスポーツ面での人的資源があ

り、本市との連携及び交流が期待されています。例えば、筑波大学スポーツアソシエーション 

（TSA）と連携して、これまで本市が主催するスポーツイベントの開催のために連携を図ってき

ました。また、つくばスポーツフェスティバルでは、筑波大学の体操部及びラート世界選手権

優勝経験者によるラート演技やスポーツ体験コーナーなどを実施しています。

6　スポーツ団体への支援に対する課題

本市においては、つくば市体育協会によるスポーツ団体への支援などが行われているものの、

地域のスポーツクラブに対する本市の直接的な支援や取組は十分に行われておらず、今後検討

していくことが課題となっています。
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第 3 節　スポーツ施設の現状と課題

1　運動やスポーツの主たる活動場所

つくば市スポーツ活動調査によれば、成人が運動やスポーツを行う主たる活動場所としては、

自宅・自宅周辺が最も多く 57.0％、次いで、近所の公園 23.3％、公共のスポーツ施設 16.4％、

民間のスポーツ施設 13.0％、スポーツクラブの施設 10.8％、遠方の公園 5.6％の順となってい

ます。一方、小学校、中学校、高校の体育施設での活動の割合は 5.1％にとどまっています。

また、交流センター（公民館）を主たる活動場所とする割合は、男女差があり、女性は 8.1％

であるのに対して男性は 1.7％となっています。（図－資 8（p.120）及び表－資 11（p.120）参照）

2　市民が公共スポーツ施設について望むこと

つくば市スポーツ活動調査によれば、市民が公共スポーツ施設について望むこととしては、

「利用手続き、料金の支払い方法などの簡略化」の割合が最も高く、「かなり望む」が 24.6％、 

「望む」が 24.7％、「やや望む」が 25.8％となっています。次いで、「利用時間帯の拡大（早朝、

夜間など）」を「かなり望む」が 23.9％、「望む」が 20.0％、「やや望む」が 22.6％、「身近に

利用できるよう、施設数の増加」を「かなり望む」が 22.1％、「望む」が 24.3％、「やや望む」

が 22.9％となっています。（図－資 9（p.120）参照）

3　スポーツ環境の整備に関する認識

つくば市スポーツ環境調査では、「小・中学校がスポーツを行う環境」「高校生・大学生・

成人がスポーツを行う環境」「高齢者がスポーツを行う環境」「障害者がスポーツを行う環境」 

「スポーツ観戦や応援をする環境」について、整備されていると思っているか質問したところ、

「小・中学生」「高校生・大学生・成人」がスポーツを行う環境について整備されていると思っ

ている人の割合の方が他の項目に比べて高く、「障害者」がスポーツを行う環境について、「わ

からない」と思っている人の割合が他の項目より高い結果となっています。特に障害者のス

ポーツ環境については、どのような状況にあるのか認識できていない市民の割合が高いと考え

られ、障害者のスポーツ環境やその整備等に関する情報提供をさらに図ることが課題となって

います。（図－資10（p.121）参照）

4　スポーツ関連施設及び公園の設置状況

本市には、県営の洞峰公園に付帯するスポーツ施設を含めると、市内公共スポーツ施設とし

て、体育館施設が10施設、野球場施設が 14施設、テニスコートが 21施設、サッカー場施設が

6施設、プールが 4施設、その他の広場、健康増進施設等が 6施設あります。また、以上の市

内の公共スポーツ施設に加えて、公園が整備されています。（図9及び表 3（p.21）参照）



19

第2章

なお、市営の陸上競技場は、整備されておらず、学校行事等で陸上競技会や記録会を開催す

る場合には、小学校では筑波大学の陸上競技場を借用し、北部と南部に分けて分散開催したり、

中学校の陸上競技大会は他の市の施設を借用したりしなければ開催できない状況があり、つく

ば市における公共スポーツ施設の整備や子どものスポーツ環境の充実の観点から大きな課題と

なっています。

5　総合運動公園整備事業の検証とスポーツ環境調査の実施

本市では、総合運動公園整備事業が進められましたが、平成 27（2015）年 8月に本件整備事

業の賛否を問う住民投票が行われ、80.8％の反対多数で否決されました。住民投票の結果を受

けて、本件事業は白紙撤回され、本市ではこの総合運動公園事業の進め方に関して市長公約事

業として検証委員会を設置し、平成29年 4月に検証結果が報告されました。

また、平成 28（2016）年に、本市の公共スポーツ施設に対する住民の意向を把握し、既存施

設の改修や新たな施設設備の必要性等、スポーツ環境の整備・充実に関する検討の参考にする

ことを目的として、つくば市「スポーツ環境に関するアンケート調査」を実施し、平成 29年 3

月に報告書をまとめました。

6　体育施設の利用及び改修の状況

本市の体育施設＊（32か所）の平成29（2017）年度の利用状況は、利用件数の合計が87,101件、

利用人数の合計が 709,538 人となっており、平成 24（2012）年度のデータと比較すると、個人

や団体などによる利用件数は増加しているのに対して、利用者数は減少しています。（表－資

12（p.121）参照）利用者数の減少の原因としては、体育施設の大規模改修等で使用できない期

間があったことが影響していると考えられますが、そのような原因がない体育施設については、

利用者数の減少の要因を今後検討する必要があります。

一方、平成 29（2017）年度の体育施設の利用件数は合計で 87,101 件であるのに対して予約

システムからの利用件数は 30,766 件であり、予約システムの利用件数の割合は 35.3％となっ

ています。平成 24（2012）年度では、体育施設の利用件数は 68,872 件、予約システム利用件

数は 23,539 件、予約システム利用件数の割合は 34.2％でした。（表－資 13（p.122）参照）体

育施設の予約については、利用を希望する施設の窓口での利用申請とインターネット予約（つ

くば市公共施設予約システム（以下、「予約システム」という。））から利用申請する方法があり

ますが、予約システムから予約する利用件数自体は増加しています。ただし、予約システムを

利用する利用件数の割合には大きな変化はありません。なお、つくば市スポーツ環境調査では、

利用施設別に「予約方法」の満足度を見てみると、全ての施設において、満足している人の割

合が高い結果となっています。（図－資11（p.122）参照）

利用者数及び予約システムの状況
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図 9　スポーツ関連施設及び公園
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№ 施設名 施設詳細 住所 申込先 電話番号

① 筑波総合体育館 アリーナ※1
柔剣道場 北条1477-1 筑波総合体育館

管理事務所 029（867）1058

② 大穂体育館 アリーナ※1 筑穂1-10-4 大穂交流センター 029（864）3111
③ 吉沼体育館 アリーナ※1

西高野821 吉沼体育館
管理事務所 029（865）1204④ 吉沼野球場 野球場

⑤ 豊里体育館 アリーナ※1

高野1197-20 豊里体育館
管理事務所 029（847）8112⑥ 豊里多目的広場 野球場

⑦ 豊里テニスコート テニスコート
⑧ 豊里柔剣道場 柔剣道場 今鹿島4262

⑨ 東光台体育館 アリーナ※1 東光台5-13-5 東光台体育館
管理事務所 029（847）8272

⑩ 谷田部総合体育館 アリーナ※1
柔剣道場、弓道場、卓球場、トレーニング室 谷田部4711 谷田部総合体育館管理

事務所 029（837）0959

⑪ 谷田部テニスコート テニスコート 谷田部5210 谷田部野球場
管理事務所 029（838）0257

⑫ 谷田部多目的広場※2 多目的広場
ゲートボール場 谷田部5665

谷田部総合体育館管理
事務所 029（837）0959

⑬ 谷田部野球場 野球場 谷田部野球場
管理事務所 029（838）0257

⑭ 桜総合体育館 アリーナ※1
卓球場、柔剣道場、トレーニング室 金田1608 桜総合体育館

管理事務所 029（857）4021

⑮ 高見原ソフトボール場 ソフトボール場 高見原3-5-1 茎崎運動公園
管理事務所 029（876）6600⑯ 高崎サッカー場 サッカー場 高崎14-1

⑰ あしび野多目的広場※2 多目的広場 泊崎521-1

⑱
セキショウ・

チャレンジスタジアム サッカー場
山木1562 つくばウェルネスパーク 029（867）5210スポーツフィールド・芝生広場※2 多目的広場

ヘルスプラザ プール、トレーニング室
⑲ 大池公園 テニスコート、野球場 北条1477-1 筑波総合体育館 029（867）1058
⑳ 筑波北部公園 テニスコート 北原1 筑波北部公園 029（864）4582
㉑ 豊里ゆかりの森※2 テニスコート、キャンプ場 遠東676 豊里ゆかりの森昆虫館 029（847）5061
㉒ さくら公園 テニスコート 豊里の杜2-87-48

東光台体育館 029（847）8272㉓ 東光台運動公園 テニスコート、野球場 東光台5-1-2
㉔ 台山公園 テニスコート 緑ケ原2-4
㉕ 大崎公園 野球場 緑ヶ原4-5
㉖ 二の宮公園 プール、テニスコート 二の宮1-15 二の宮公園 029（851）4439
㉗ 羽成公園 テニスコート、野球場 観音台1-27 羽成公園 029（836）0931
㉘ かつらぎ公園 テニスコート 春日2-39-3 かつらぎ公園 029（851）1788
㉙ 手代木公園 テニスコート、野球場 松代5-11 手代木公園 029（852）0009
㉚ 小貝川スポーツ公園 テニスコート、野球場 高良田455-1 小貝川スポーツ公園 029（847）6757
㉛ 科学万博記念公園 テニスコート 御幸が丘6 万博記念公園 029（856）1005
㉜ 桜南スポーツ公園 テニスコート、野球場 並木3-21-2 桜南スポーツ公園 029（856）3020
㉝ さくら運動公園 テニスコート、野球場 金田1603 さくら運動公園 029（857）6200
㉞ 竹園東公園 テニスコート 竹園3-7 さくら交通公園 029（851）6323

㉟ つくばカピオ
アリーナ アリーナ※1 竹園1-10-1 つくばカピオ 029（851）2886

㊱ 茎崎運動公園 テニスコート、野球場、多目的広場 下岩崎2160-10 茎崎運動公園 029（876）6600㊲ ファミリースポーツ公園 テニスコート 菅間269-1

㊳ 花畑近隣公園※2
プール（7、8月） 花畑3-11-5 プール管理事務所 029（864）2221
ソフトボール場 大穂市民窓口センター 029（883）1402

㊴ 川口公園 上郷3190
㊵ せせらぎ公園 豊里の杜1-373-55
㊶ 反町の森公園 桜1-3
㊷ 松見公園 天久保1-4 松見公園 029（851）5705
㊸ 中央公園 吾妻2-7-5 中央公園 029（858）4090
㊹ さくら交通公園 吾妻4-3-3 さくら交通公園 029（851）6323
㊺ 大清水公園 竹園1-5-2
㊻ 竹園公園 竹園2-19-1
㊼ 並木公園 並木2-13
㊽ 梅園公園 梅園2-29
㊾ 松代公園 松代3-2
㊿ 研究学園駅前公園 学園南2-1 研究学園駅前公園 029（849）5060

健康増進施設いきいきプラザ※2 アリーナ 大曽根4067-1 いきいきプラザ 029（864）5089
筑波ふれあいの里※2 キャンプ場 臼井2090-20 筑波ふれあいの里 029（866）1519

茎崎こもれび六斗の森※2 キャンプ場 六斗1002番地 こもれび六斗の森 029（876）5040
ふれあいプラザ フィットネスプール 下岩崎2164-1 ふれあいプラザ 029（876）2311

洞峰公園 (県営)※2 体育館、野球場、プール、テニスコート、
多目的フィールド 二の宮2-20 洞峰公園管理事務所 029（852）1432

赤塚公園 (県営) 稲荷前11
学園の杜公園 研究学園5-21
学園南公園 学園南1-7

葛城水辺公園 学園南3-15
学園広場公園 学園の森2-18

予約　▷窓口＝使用日の28日前から　▷インターネット＝使用日の27日前から　　※インターネット予約にはＩＤ登録が必要です。
※1  バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球ができます。　　※2  インターネット予約はできません。

57
58
59
60

56

55

54
53
52
51

表 3　スポーツ関連施設及び公園
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つくば市スポーツ環境調査では、平成 27（2015）年度のスポーツ施設の施設別稼働率は、そ

の他のスポーツ施設（プール、健康増進施設、広場など）が 75.50％と最も高く、次いで、体

育館（アリーナ部分）71.82％、体育館（卓球場）51.21％の順となっています。他方、体育館 

（弓道場）15.13％、野球場 23.75％、サッカー場 33.65％の順で稼働率が低くなっています。（表

4参照）本市においては、健康関連施設や体育館の稼働率が高く、気軽に健康のために市民が

利用できる屋内施設の需要が高くなっていると考えられます。また、平日の稼働率が土日の稼

働率に比べて低く、稼働率を改善するためには、平日の施設利用を促進する対策が必要になっ

ています。特にこの土日と平日の稼働率の差がサッカーと野球で顕著になっており、積極的に

利用者に情報提供や案内を行うことによって、この稼働率を向上させるよう対策を講じる必要

があります。

表 4　市内公共スポーツ施設の稼働率

施設種別 細別

平成 25 年度
(2013)

平成 26 年度
(2014)

平成 27 年度
(2015)

全体稼働率 全体稼働率 全体稼働率 平日稼働率
土日祝日
稼働率

体育館

アリーナ 69.45％ 72.14％ 71.82％ 65.75％ 83.29％

柔剣道場 34.63％ 37.08％ 40.25％ 34.64％ 50.93％

弓道場 11.43％ 11.45％ 15.13％ 12.49％ 19.89％

卓球場 50.81％ 49.17％ 51.21％ 46.51％ 60.10％

サッカー場 ― 26.11％ 27.54％ 33.65％ 19.74％ 58.72％

野球場 ― 23.28％ 24.99％ 23.75％ 12.91％ 45.69％

テニスコート ― 34.51％ 36.32％ 38.87％ 25.12％ 66.73％

その他のスポーツ施設 ― 78.00％ 81.50％ 75.50％ ― ―

市内公共スポーツ施設の稼働率

公園施設・運動公園

つくば市都市公園条例に基づき、設置・管理されている公園施設の中には、プール、テニ

スコート、テニスハウス、野球場、多目的広場などの運動施設が含まれています。（表－資 14 

（p.123）参照）また、公園の中には、小貝川スポーツ公園、桜南スポーツ公園、茎崎運動公

園、茎崎ファミリースポーツ公園などの運動公園・スポーツ公園も含まれています（表－資 14

（p.123）参照）。特に、本市では、老朽化したテニスコートの改修等整備を行っています。公園

スポーツ施設の利用者数については、273,000人を目標値に設定してきましたが、平成25（2013）

年度の 270,999 人から平成 29（2017）年には 273,663 人と利用者数が増加し、目標値を達成し

ています。（表－資15（p.123）参照）
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また、本市では平成 28年 3月に「つくば市緑の基本計画」（改訂版）が策定されましたが、

同計画では、樹木・樹林、筑波山森林、農地、街路樹だけでなく、公園緑地・広場、ペデスト

リアンデッキ（歩行者専用道路）の緑、学校・庁舎・住宅・その他の機関の植栽地などを含め

て緑ととらえ、緑豊かな田園都市を実現することを目指しています。特に緑に親しむ拠点や道

として、公園・オープンスペースの整備と活用を進めるとともに、ペデストリアンデッキなど

の緑の整備・育成を図ることや、緑の遊歩道及びサイクリングのネットワークを作ることなど

が施策として示されています。

これら公園・広場・ペデストリアンデッキ、遊歩道などの公共空間の整備・充実は、市民が

身近に運動やスポーツに親しみ、健康で安全な生活を過ごす上でも非常に重要となっており、

今後、都市計画や環境の整備等を担当する部局とスポーツや健康を担当する部局が連携・調整

しながら、総合的な関連する施策の実現を図ることが必要となっています。

つくばウェルネスパークは、市民の運動の場及び保

養の場の提供、健康の保持増進のための施設として整

備されています。ウェルネスパークは温水プールや温

浴施設・トレーニングルームなどを配置したヘルスプ

ラザ、人工芝のサッカー場であるフットボールスタ

ジアムつくば（セキショウ・チャレンジスタジアム）、 

サッカーやグラウンド・ゴルフなど多目的に利用できるスポーツフィールドなどから構成され、

平成 29（2017）年度は年間で 240,005 人の来館者がありました。そのうち、ヘルスプラザの利

用者数は、173,809 人でした。この施設は指定管理者制度を導入しており、スタジオレッスン、

スイミングレッスン、サッカー教室などの自主事業も行われています。（表－資16（p.123）参照）

自然環境の保全、野外共同生活の場の提供、市民の余暇活動への寄与などのために、つくば

市豊里ゆかりの森、筑波ふれあいの里、茎崎こもれび六斗の森などの野外活動関連の施設があ

ります。これらのキャンプ場等の利用者数の推移は、

表－資17（p.123）の通りです。

キャンプ場、テニスコート、フィールド・アスレ

チックなどのスポーツ関連施設があります。

つくばウェルネスパーク

野外活動施設

豊里ゆかりの森
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キャンプ場などのスポーツ関連施設があります。

野外活動の場としてキャンプ場などの関連施設が

あります。また、六斗の森については、指定管理者

が管理をしています。利用者数は平成 25（2013）年

度の 10,840 人から平成 29（2017）年度の 14,289 人

へと増加しています。（表－資 17（p.123）参照）

本市では、利用者の安全性及び利便性を確保するた

めに体育施設の修繕及び改修を優先順位を定めて計画

的に実施しています。また、定期巡回等により判明し

た緊急性の高い修繕等を実施しています。平成 29（2017）年度は、修繕工事 30件、土木工事 6

件、小規模修繕 73件、備品購入 30件を実施しました。

7　その他のスポーツ関連施設

つくばカピオ＊は、市民の文化活動だけでなく、各

種室内スポーツ活動等による交流の場を目的として設

置されている多目的施設です。特につくばカピオア

リーナは、スポーツの大会や練習等で幅広く利用され

ています。平成 29（2017）年度のアリーナの利用状況

（スポーツ利用とそれ以外の利用を含む）は、343 日、

109,606人、利用率 100％となっており、平成 24（2012）

年度に比べても利用者数及び稼働率ともに著しく高い

値となっています。また、つくばカピオの管理運営は、指定管理者に委託しています。（表－

資18（p.124）参照）

地域交流センター＊は、市民の自主的な活動の促進を図り、豊かな活力ある地域社会の形成

に資するために設置された施設です。本市には 17の地域交流センターがあり、センターの中

筑波ふれあいの里

茎崎こもれび六斗の森

体育施設の改修及び維持管理の状況

つくばカピオ

地域交流センター
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には体育館、テニスコート、ホールなどのスポーツ活動に利用される付属施設があるものがあ

ります。付属施設では卓球、テニス、グラウンド・ゴルフなどが行われています。特に茎崎交

流センターの芝生広場と島名交流センターのテニスコートの利用者数は平成 24（2012）年度と

平成 29（2017）年度を比べると増加傾向にあり、スポーツ施設としての需要が高いと考えられ

ます。（表－資 19（p.124）参照）また、各地域交流センターを活用してヨガ、ダンス、体操な

どを含むスポーツ分野の地域交流センター講座（自主講座）として、平成 29（2017）年度には

18の講座が開講されました。（表－資 20（p.124）参照）（資料参照）さらに、サークル団体情

報の登録制度があり、卓球、テニス、ゲートボール、スポーツ吹き矢、太極拳などのサークル

団体が登録し、活動をしています。

ふれあいプラザ＊は、市民に自主的な活動及び

交流の場を提供し、生涯学習の活動を総合的に支

援するために設置されています。プラザ内には、

フィットネスプール、ホール、軽運動室などがあ

り、水中歩行、ヨガ、その他の関連する自主サー

クル活動が行われています。平成 29（2017）年度

は、延べ 18,009 人のプールの利用者、延べ 6,606

人の軽運動室の利用者、延べ 16,569 人のホールの利用者がありました。平成 24（2012）年度

の利用状況と比べると、プールの利用者数が増加傾向にあるのに対して、軽運動室が減少傾向

にあります。また、ふれあいプラザは、指定管理者により管理運営されており、指導者及び団

体の登録制度があります。（表－資21（p.124）参照）

いきいきプラザ＊は、健康増進施設であり、運

動を通じて市民の基礎体力の向上を図り、その健

康を維持し、健康で豊かな市民生活の形成に寄与

するために設置された施設です。そして、この施

設のアリーナにおいて、運動教室などの各種事業

が実施されています。いきいきプラザにおいて 40

歳以上の主に中・高齢者を対象に有酸素運動を中

心に軽い運動・ストレッチなどの運動教室を行い、

体力測定を実施するとともに、運動講話などの生活指導を行っています。平成 29（2017）年度

は、年間を通して 41回教室を開講し、いきいき運動教室は 5コース、元気はつらつ運動教室

ふれあいプラザ

いきいきプラザ
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は 3コースを設けて健康チェック後インストラクターによる健康づくりのための運動を実施し

ました。また、管理栄養士による食生活指導や、運動効果の評価として年に 1回体力測定を実

施しています。（表－資22（p.125）参照）

8　筑波山麓周辺及び関連施設の整備

筑波山麓周辺は、主に観光やスポーツツーリズムの観点から

整備が進められ、道案内表示、フットパス＊、筑波山麓マップ

などが企画されています。また、ウォーキングコースも整備さ

れています。さらに、筑波山ジオパークなどと連携した広域的

な取組も行われています。

フォレストアドベンチャー・つくばは、専用のハーネスを着

用して、森の樹の上を渡っていく森林体験型アウトドアパーク

です。筑波山梅林周辺の市有地に森林体験パークを整備するこ

とで、新たな年代層をターゲットとした通年型の観光拠点を構

築し、スポーツツーリズムの促進を図っています。

フットパス＊とは、イギリスを発祥とする森林や田園地帯、古い街並み等地域に昔からある

ありのままの風景を楽しみながら歩くこと「Foot」ができる小径「Path」のことです。筑波山

麓をはじめ本市の自然豊かな地域にフットパスコースを設定し、道標を整備し、フットパス

マップを作成して、歩きながら気軽に散策できる小道を整備しています。本市では、次のフッ

トパスコースを設定し、本市Webページでフットパスマップなどの情報を提供しています。

筑波山麓フットパス 筑波山口〜筑波山神社コース

 （筑波山南麓の自然と歴史を感じながら歩く小道）

 神郷〜六所〜筑波コース

 （万葉の時代から歴史を巡って歩く小道）

茎崎フットパス 高崎自然の森〜こもれび六斗の森〜茎崎運動公園〜小茎コース

 （牛久沼の風景と里山を楽しく歩く小道）

北条・平沢フットパス 筑波交流センター〜北条商店街〜平沢官衙遺跡コース

 （幾層もの時代を巡って歩く小道）

常陸小田城跡フットパス 筑波山麓小田駐車場〜小田城跡歴史ひろば〜宝篋山小田休憩所

 （宝篋山のふもとの四季と中世の城跡をめぐる小道）

フォレストアドベンチャー・つくば

フットパスコースの設定
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9　スポーツ活動と関連する公共空間＊

ペデストリアンデッキ＊とは、立体交差などによって車道から分離された歩行者や自転車専

用の通路のことです。本市では、ユニバーサルデザインの理念に配慮した安全・安心な歩行空

間を創出するためにペデストリアンデッキの整備事業を行っています。

このペデストリアンデッキの総延長は、約48kmとなっています。

ペデストリアンデッキは、ジョギングやウォーキング、散歩などに利用されており、本市の

特色あるこれらの空間をいかに活用していくかが課題となっています。

本市では、健康づくりのために 15のウォーキングコースを設定し、コースマップを作成し、

距離、所要時間、消費カロリーなどの情報提供を行っています。また、これらのコースは、茨

城県ヘルスロードと対応して「いばらきヘルスロードマーク」の認定を茨城県から受け、子ど

もからお年寄りまで、また障害のある人も安全に歩けるコースとして認められています。特に

緑と科学の散歩道コースは、ペデストリアンデッキを歩くコースであり、平成 30（2018）年度

のつくばウォークの日においてもオリジナルコースとして使用されています。また、つくば国

際ウォーキング大会に際しても部分的に設定コースが使用されています。

ペデストリアンデッキの活用

ウォーキングコースの設定

①つくば古道コース

②小貝川のんびり散歩コース

③大穂コース

④ゆかりの森コース

⑤つくばエクスプレス沿線コース

⑥研究学園コース

⑦研究学園都市コース（北回り）

⑧緑と科学の散歩道コース

⑨研究学園都市コース（南回り）

⑩洞峰公園遊歩道コース

⑪赤塚公園遊歩道コース

⑫高崎自然の森コース

⑬泊崎コース

⑭筑波北部公園コース

⑮桜コース

本市には、茨城県を代表する人気のサイクリングロード（自転車・歩行者専用道路）である 

「つくば霞ケ浦りんりんロード」（総延長約 180km）などがあります。茨城県では、「いばらきサ

イクルツーリズム推進事業」が実施され、つくば霞ケ浦りんりんロード利活用推進協議会が設

置されており、つくば霞ケ浦りんりんロードをはじめとしたサイクリングロードは、スポーツ

ツーリズムの観点からも重要なものとなっています。

また、筑波山口でのつくば市レンタサイクル事業や茨城県とつくば霞ケ浦りんりんロード沿

サイクリングロード
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線7市が連携して広域レンタサイクル事業を実施しています。

本市では、「つくば市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、「つくば市

自転車安全利用促進計画」（平成 27（2015）年策定）を策定し、「ひと・自転車・クルマが共

生できるまち」の実現を目指しています。その中でサイクリングを楽しむための環境の充実や

健康づくりを目指した自転車の利用を促進しています。例えば、サイクリングを楽しむための

サービス環境の充実のために、空気入れや工具などが利用できる休憩施設や、健康づくりを目

指した自転車利用の充実のために、サイクリングマップ「Tsukuba Bicycle Slow Life」を作

成してサイクリングコースや魅力スポットなどを紹介しています。また、スマートフォンから

コースの高低差、距離がわかるナビゲーションとして自転車のまちつくば Web サイトを開設し

ています。さらに、筑波山地域ジオパークを自転車でめぐる筑波山麓りんりんツアー、高低差

約 500m、全長約 12km を一気に駆け上がる筑波山ヒルクライムレース「ツール・ド・つくば」

などのイベントを実施しています。

つくば市スポーツ活動調査によれば、自転車・サイクリングは、1年間に実施した運動・スポー

ツの中で 4位であり、継続したい運動・スポーツとしても人気が高く、さらに環境の整備・充

実を検討する必要があると考えられます。

10　学校体育施設の状況

本市の学校体育施設＊は、つくば市立学校施設開放規則に基づき、本市に在住または在勤す

る者で、教育委員会に登録した団体に対して原則開放しています。平成 29（2017）年度の学校

体育施設開放の使用状況としては、市内の 49の小・中学校が開放事業を行っています。また、

学校開放延べ活動数は、平成 25（2013）年度の 430から平成 29（2017）年度の 466と増加して

います。（表－資 23（p.125）参照）

本市は、つくば市耐震改修促進計画に基づき社会体育施設の耐震診断を行い、その結果に応

じて工事を実施し、市民が使用する社会体育施設の安全性と災害時の予備避難場所としての確

保に努めています。本市は、平成27（2015）年度に体育施設の耐震化 100％を達成しています。

今後は、児童・生徒が安全に体育やスポーツが行えるように、学校体育施設の維持管理を徹

底し、安全対策を図っていく必要があります。学校体育施設等の建築基準との適合、老朽化し

た施設設備の改善、定期的な点検など体育施設の維持管理を行う必要があります。また、地球

温暖化に伴う熱中症対策をどのように図るかが重要な課題となっています。

自転車のまち

学校体育施設の開放

学校体育施設の耐震化、維持管理及び安全の確保
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11　今後スポーツ環境はどうあるべきか

つくば市スポーツ環境調査では、76.0％の人が、今後本市が目指すべきスポーツ環境は、「市

民が身近にスポーツできる環境」を整備・充実させるべきだと考えているという結果となって

います。次いで、「高齢者・障害者がスポーツをより一層楽しめる環境」が 42.2％、「スポーツ

大会等の観戦や応援がしやすい環境」が32.1％となっています。（図－資 12（p.126）参照）

つくば市スポーツ環境調査で、「あなたは、つくば市のスポーツ環境を整備・充実するために、

これからの公共スポーツ施設づくりを、どのように考えますか。」との質問に対して、「既存施

設の改修も含め、気軽に利用できる簡素なスポーツ施設を数多くつくってほしい」と回答した

人の割合が最も高く27.5％となっています。次いで、「既存施設の改修を行い、充実してほしい」

が26.2％、「本格的なスポーツ施設と、気軽に利用できるスポーツ施設の両方をつくってほしい」

が 21.1％となっています。このように、スポーツ施設整備のあり方については、市民の意見が

分かれている結果となっています。（図10参照）

図 10　公共スポーツ施設の整備のあり方に対する市民の考え

公共スポーツ施設の整備のあり方に対する市民の考えを地区別にみてみると、筑波地区、大

穂地区、豊里地区、谷田部地区は、「本格的なスポーツ施設」「本格的、気軽施設の両方ほしい」

と回答した人の割合が他の地区より高く、桜地区、茎崎地区、研究学園地区、TX沿線地区は、

「既存施設の改修、気軽施設」「既存施設の改修」と回答した人の割合が他の地区より高い結果

となっています。（図－資13（p.126）参照）

また、今後の公共スポーツ施設の整備・充実についてどのように考えているか質問したとこ

ろ、「既存施設を改修し充実させるべきである」と回答した人の割合が最も高く 21.0％、次い

で、「既存施設の改修と、足りない施設の整備を同時に行うべきである」が 17.1％、「現状のま

本格的なスポーツ施設

14.6%

本格的な施設と気軽に

利用できる施設の両方

21.1%

既存施設の改修と気軽に

利用できる施設を多数

27.5%

既存施設を

改修し充実

26.2%

その他

5.3%

無回答

5.4%
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まで良い」が 16.4％、「市内で整備されていない、または、足りない施設を整備すべきである」

が16.0％となっています。（図－資 14（p.126）参照）

今後どの公共スポーツ施設を新たに整備していくことが必要だと思うか質問したところ、「体

育館」と回答した人の割合が最も高く 24.7％、次いで、「ウォーキング・ランニングコース」

が21.4％、「多目的広場」が 20.9％となっています。（図－資 15（p.127）参照）

一方、今後どの既存公共スポーツ施設を改修していくことが必要だと思うか質問したところ、

「体育館」と回答した人の割合が最も高く 36.1％でした。次いで、「ウォーキング・ランニング

コース」が 17.6％、「多目的広場」が 15.8％、「屋内プール」が 14.1％となっています。本市

の公共スポーツ施設は、施設の老朽化が進んでいることや、設備に満足していない市民の意見

もあることから、適切な改修計画の実施や運用方法等の検討が必要となっています。（図－資

16（p.127）参照）

さらに、施設利用者に対して本市が整備すべきと考える公共スポーツ施設を質問したところ、

「体育館」と回答した人の割合が最も高く 34.3％、次いで「テニスコート」が 25.3％、「野球場」

が 24.0％、「サッカー場」が 22.4％となっています。（図－資 17（p.128）参照）

また、施設利用者が既存公共スポーツ施設のどこを改修していくことが必要だと思うか質問

したところ、「更衣室・シャワー・トイレなどの設備」と回答した人の割合が最も高く 54.9％、

次いで、「競技面（体育館床、コート面、芝等）」が49.7％、「バリアフリー化」が 32.8％となっ

ています。（図－資 18（p.128）参照）

本市に新たな公共スポーツ施設をつくるとした場合、どのような場所が適切であると考えて

いるか質問したところ、「広い駐車場が設置可能な土地がある郊外部に立地した方がよい」と回

答した人の割合が 29.9％、「市内各地に分散して立地した方がよい」が 29.8％と両者の考えが

拮抗して高い結果となっています。次いで、「公共交通機関が充実している駅の周辺の方がよい」

と回答した人が19.1％となっています。（表－資24（p.128）参照）

この新しい公共スポーツ施設として適切な場所に関する市民の意見は、地区別に傾向があり、

筑波地区、大穂地区は、「広い駐車場が設置可能な郊外」と回答した人の割合が高く、TX沿線

地区は、「駅周辺」と回答した人の割合が高い結果となっています。（図－資19（p.129）参照）

立地場所別に新たに整備すべき公共スポーツ施設を見てみると、「分散して立地」と回答し

た人の30.5％が「ウォーキング・ランニングコース」と回答し、「広い駐車場が設置可能な郊外」

と回答した人の33.5％が「陸上競技場」と回答し、「駅周辺」と回答した人の26.3％が「体育館」

と回答しています。（図－資20（p.129）参照）

新しい公共スポーツ施設として適切な場所
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つくば市スポーツ環境調査では、公共スポーツ施設の満足度については、全ての項目で満足

している人の割合が高い結果となっています。ただし、「備品」「付属設備」「観戦・応援のしや

すさ」「駐車台数」については、満足度が他の項目よりやや低い結果となっています。（図－資

21（p.130）参照）

12　指定管理者の状況

本市では、公の施設（公園、文化施設、体育施設、福祉施設等）の管理について、多様化す

る市民のニーズに対してより効果的効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、住民

サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的に平成 17（2005）年度より指定管理者制度を

導入しています。（平成 30（2018）年度のスポーツ関連の施設や公園等の指定管理者は表－資

25（p.130）参照）

これらの指定管理者については、指定管理者候補者選定検討会議により選定検討を行うとと

もに、指定管理者からの運営管理状況の報告等に対して所管課が指導等を行っています。また、

つくば市公の施設指定管理者第三者評価会議の評価結果を踏まえて指定管理者の評価を行って

います。

13　スポーツ関連施設の課題

本市のスポーツ関連施設は、体育施設、公園施設、文化施設、観光施設、健康増進施設、生

涯学習施設、子育て関連施設などの多様な施設として設置管理されており、それぞれの施設を

主管する担当部局が異なっている状況があります。スポーツの推進の観点からは、スポーツ環

境の総合的な整備を図るために、関連する担当部局が連携してスポーツ施設に関する情報を共

有するとともに、スポーツ施設の利用状況等の基本情報を集約して把握し、施策や事業の改善

に生かすことができる体制を構築する必要があります。

スポーツ環境の整備・充実のあり方については、市民の考えが多様であり、地域によっても

意見に差があることから、スポーツ環境の整備に関する市民の考えを詳しく調査し把握し、地

域の実情や市民の意見を反映したスポーツ施設の整備や改修を進めていく必要があります。

つくば市スポーツ活動調査の結果とつくば市スポーツ環境調査の結果を踏まえると、本市に

おいては、まず健康や体力増進のために身近に運動やスポーツを行うことができる環境の整

備を充実させる必要があると考えられます。特に公園、多目的広場などの公共空間の整備、

ウォーキングコース、ランニングコース、サイクリングコースなどの設定、体育館、テニスコー

トなどの整備・改修などを図る必要があります。

また、本市には公式記録を取ることができる陸上競技場がなく、学校における陸上競技大会

等を市内で行えない状況もあり、市民の意見もあることから、陸上競技場の整備を検討する必

要があります。

スポーツ施設の満足度
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スポーツ施設については、耐震化対策などの安全対策が既に図られてきましたが、今後は熱

中症対策など、スポーツ施設における事故防止の観点からも安全対策の徹底を進める必要があ

ります。

スポーツ関連施設や公園の中には、指定管理者により、運営が行われている施設もあります

が、それらの施設については、本市と指定管理者が協議を重ね、より良い管理運営のあり方を

検討していく必要があります。

第 4 節　子どもの体育・スポーツの現状と課題

1　子どもの運動・スポーツの実施状況

つくば市スポーツ環境調査の「スポーツ環境に関する中高生アンケート」では、子どもが行っ

ている運動やスポーツでは、「ランニング」と回答した人の割合が最も高く 22.6％となってい

ます。次いで、「テニス」が 18.0％、「サッカー」が 12.8％、「バスケットボール」が 12.7％、

自転車が 10.8％の順となっています。（図 11参照）

一方、やってみたいスポーツとしては、バドミントンが 21.4％で最も割合が高く、次いで、

テニスが 19.1％、バスケットボールが 13.5％、ランニングが 12.5％、バレーボールが 11.6％

の順となっています。（図－資 22（p.131）参照）

本市においては、実際に子どもが行っているスポーツの実施者数以上に、やってみたいスポー

ツがあり、特にバドミントン、テニス、バスケットボールなどについては、著しく人気がある

スポーツであると考えられます。

また、つくば市スポーツ活動調査によると、学校の体育の授業を除いて、ほとんど毎日（週

に 3日以上）運動やスポーツを実施している子どもの割合は、小学校 5年男子が 45.8％、小

学校 5年女子が 30.2％、中学校 2年男子が 80.0％、中学校 2年女子が 55.7％となっています。

男女ともに、中学校の方が小学校よりも週に 3日以上運動やスポーツを実施する子どもの割合

が高くなっています。

週に 1日以上実施している子どもの割合は、小学校 5年男子が 82.6％、小学校 5年女子が

77.8％、中学校 2年男子が 86.0％、中学校 2年女子が 69.7％となっています。運動やスポーツ

を週 1日以上実施している子どもの割合は、男子では中学校よりも小学校のほうが低く、女子

では小学校よりも中学校のほうが低くなっています。また、小学校でも中学校でも男子よりも

女子のほうが実施の割合が低くなっています。

一方で、運動やスポーツを全くしない人も存在しており、小学校5年男子が 4.2％、小学校 5

年女子が5.8％、中学校2年男子が6.8％、中学校2年女子が12.7％となっています。（図12参照）

1週間に運動やスポーツを実施する時間の合計が0分の割合は、小学校 5年男子が 5.2％、小

学校 5年女子が 3.6％、中学校 2年男子が 6.8％、中学校 2年女子が 14.9％となっています。
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図 11　子どもが行っているスポーツ
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図 12　子どもがスポーツを行う頻度と割合

項目 回答数 割合

ランニング 583 22.6％

テニス 465 18.0％

サッカー 330 12.8％

バスケットボール 329 12.7％

自転車 279 10.8％

卓球 255 9.9％

バドミントン 236 9.1％

バレーボール 230 8.9％
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このように、中学校 2年女子で 1週間に全く運動やスポーツをしない人の割合が高くなってい

ます。他方、1週間に 8時間以上実施している割合は、小学校 5年男子が 30.7％、小学校 5年

女子が 18.2％、中学校 2年男子が 66.4％、中学校 2年女子が 41.2％となっています。（図－資

23（p.131）参照）

2　学校の運動部活動及び学校外のスポーツクラブの参加状況

学校の運動部には、小学校 5年男子は 19.3％、小学校 5年女子は 10.2％、中学校 2年男子は

83.4％、中学校 2年女子は 52.6％が加入しています。男女ともに中学生になると、学校の運動

部への加入の割合が増加しています。（図13参照）

図 13　学校の運動部活動の加入の割合

運動部活動の加入割合
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平成 21（2009）年度から平成 29（2017）年度までのつくば市中学校体育連盟に所属している

部員数の推移をみてみると、平成21（2009）年度が 4,389名であったのに対して平成 29（2017）

年度は 4,677名となっています。平成 29（2017）年度の部員数を種目別にみると、テニスが778 

名、卓球 680名、バスケットボール 656名、サッカー 551名の順に多くなっています。（表 5、 

表 6、表－資 26（p.132）及び表－資 27（p.133）参照）

表 5　つくば市中学校の運動部員数の推移

中学校の運動部員数の推移

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

部員数 4,389 4,452 4,530 4,703 4,745 4,565 4,580 4,665 4,677
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中学校の運動部活動の支援事業として、市立中学校を対象に、各部活動の用具購入費、修繕

費及び各種大会に参加するためのバスの賃借料などの費用を支給し、部活動環境の整備と保護

者の経済的負担の軽減を図っています。また、全国大会及び関東各種大会出場補助事業も行っ

ています。中学校体育連盟が主催する関東大会以上の大会及び JOCジュニアオリンピックカッ

プに出場する際の交通費・宿泊費を補助しています。

学校外のスポーツクラブ（スポーツ少年団、地域スポーツクラブ等を含む）に入っている人

の割合は、小学校 5年男子が 57.5％、小学校 5年女子が 40.4％、中学校 2年男子が 24.3％、

中学校 2年女子が 21.9％となっています。小学生のほうが中学生よりも学校外のスポーツクラ

ブに入っている人の割合が高くなっています。（図－資 24（p.133）参照）

学校の運動部活動や学校外のスポーツクラブに参加していない人のうち、自分の好きな運動

部活動やスポーツクラブがあれば入りたい人の割合は、小学校 5年男子は 56.9％、小学校 5年

女子は 65％、中学校 2年男子は 33.3％、中学校 2年女子は 40.7％となっています。（図－資 25

（p.133）参照）

学校の運動部活動や学校外のスポーツクラブに参加していない人でも、自分の望むような運

動部やスポーツクラブがあれば入りたい人は一定数以上存在しているといえます。特に、小学

生は男女ともに 50％以上の人が好きな運動部やスポーツクラブがあれば入ることを望んでいま

す。子どもが運動やスポーツに身近に親しむことのできる運動部活動やスポーツクラブの環境

を整備・充実させることが課題であるといえます。

3　子どもの運動やスポーツへの欲求

もっと運動やスポーツをしたいか質問したところ、小学校 5年男子の 86.8％、小学校 5年女

表 6　平成 29 （2017） 年度つくば市中学校運動部員数の運動部別内訳

野球 バレーボール バスケットボール テニス 卓球 剣道 柔道

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

308 7 90 386 364 292 354 424 461 219 167 98 38 9

315 476 656 778 680 265 47

陸上 サッカー 水泳 バドミントン 器械体操 新体操 ハンドボール

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

237 211 543 8 86 55 70 100 16 15 ― 11 67 41

443 551 141 170 31 11 108

中学校の運動部活動の支援

学校外のスポーツクラブの加入割合
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子の 85.4％、中学校 2年男子の 80.4％、中学校 2年女子の 74.1％が、運動やスポーツをした

いと答えています。また、運動やスポーツをなぜしたいのかについては、「もっと、体力をつ

けたい」と思う割合が小学校 5年男子では 93.9％、小学校 5年女子では 94.7％、中学校 2年男

子では 88.9％、中学校 2年女子では 93.0％となっており、いずれの区分においても最も高い割

合となっています。このほか、小学校の男子及び女子では、運動やスポーツを、「もっと、楽

しみたい」、「もっと、上手になりたい」と思う割合も高く、中学校の男子及び女子では、「もっ

と、楽しみたい」、「もっと、上手になりたい」、「もっと、仲間と交流したい」と思っている割

合も高くなっています。

4　運動やスポーツをしない理由

運動やスポーツをしない理由は、小学校5年男子では、「塾や勉強が忙しくて時間がないから」

が 22.2％、「運動・スポーツが嫌いだから」が 11.1％、「お金がかかるから」が 11.1％、「機会

がなかったから」が 11.1％、「面倒くさいから」が 11.1％となっています。小学校 5年女子で

は、「機会がなかったから」が 38.5％、「運動・スポーツが嫌いだから」が 30.8％、「面倒くさ

いから」が 15.4％となっています。中学校 2年男子では、「他に趣味ややりたいことがあるか

ら」が 62.5％、「機会がなかったから」が 43.8％、「面倒くさいから」が 37.5％、中学校 2年

女子では、「面倒くさいから」が 31.0％、「塾や勉強が忙しくて時間がないから」が24.1％、「他

に趣味ややりたいことがあるから」が20.7％、「運動・スポーツが嫌いだから」が20.7％となっ

ています。（表－資 28（p.134）参照）

5　体育連盟の活動

本市は、児童の体力の増進及び運動能力の向上を目指し、市民意識を高め、豊かな人間性と

社会性の育成を図るとともに、小学校教諭の指導力の向上を図るために、つくば市小学校体育

連盟が開催する市内の小学生の陸上記録会（南部および北部地区）、指導者実技講習会、審判

講習会などの事業費を補助し、連携を図っています。平成 29（2017）年度の陸上記録会は、全

37の小学校を北部地区 20校、約 1,200 名、南部地区 17校、約 1,300 名で 2日に分けて筑波大

学陸上競技場で実施されました。しかしながら本市では、市内全地区の小学校を集めて陸上記

録会を開催することができる市営の施設がないことが課題となっています。

本市は、生徒の運動能力の向上と心身の健全な発達・成長を図るため、つくば市中学校体育

連盟が開催するつくば市陸上競技大会、つくば市総合体育大会及びつくば市新人体育大会（野

球、バレーボール、バスケットボール、ソフトテニス、卓球、柔道、剣道、サッカー、バドミ

つくば市小学校体育連盟の活動

つくば市中学校体育連盟の活動
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ントン、水泳、器械体操、陸上競技、ハンドボール）に対して事業費を補助しています。しか

しながら、市総体及び新人戦は、同一会場で大会を実施できない競技があることが課題となっ

ています。できる限り中学校の体育館・グラウンドを利用しているものの、陸上記録会は石岡

市総合運動公園、バドミントンはつくばカピオ、サッカー予選は鹿島アントラーズグラウンド

を借用して分散開催しています。

また、本市は、つくば市中学校体育連盟と連携して、市内の各中学校チームが参加するつく

ば市長杯U-15サッカー大会を開催しています。

6　子どもの体力の状況

平成 20（2008）年度から平成 29（2017）年度までの全国体力・運動能力、運動習慣等調査に

よれば、本市の小学校 5年生（5学年）男子及び女子の新体力テスト＊合計点の平均値を全国の

平均値及び茨城県の平均値と比べると、まず本市の小学校 5年生の体力テストの平均値は、男

女とも茨城県の平均値より低いといえます。また、全国の平均値と比べると、本市の女子の値

は全国の値より高い傾向がありますが、男子の値は全国の値より若干低いときもあれば高いと

きもあります。（表－資29（p.135）「体力テスト結果の年次推移の比較（本市・全国・茨城県）」

参照）

平成 20（2008）年度から平成 29（2017）年度までの本市の中学校 2年生（8学年）の体力テ

スト合計点の平均値は、まず、本市の中学校 2年生の平均値は、男女とも茨城県の平均値より

低いといえます。一方、本市の中学校 2年生の平均値は、男女とも全国の平均値より高い傾向

にあります。（表－資30（p.136）「新体力テスト結果の年次推移の比較（本市・全国・茨城県）」

参照）

平成 24（2012）年度と平成 29（2017）年度の体力テストの総合評価段階別人数の割合＊を本

市と茨城県で比べると、本市の小学校5年生と中学校 2年生の A＋Bの割合（体力テストの合計

点の5段階ABCDE評定のうち、よい方のAとBの総合評価段階の者の割合）は、茨城県を下回っ

ています。平成24（2012）年度では、本市の小学校 5年生が 43.60％、中学校 2年生が 50.56％

であるのに対して、茨城県の小学校5年生が51.72％、中学校2年生が60.46％となっています。

平成 29（2017）年度では、本市の小学校 5年生が 48.01％、中学校 2年生が 56.95％であるの

に対して、茨城県の小学校 5年生が 57.87％、中学校 2年生が 63.39％となっています。つくば

市の小・中学生の A＋Bの割合自体は、平成 24（2012）年度と比べると平成 29（2017）年度の

値が上昇していますが、茨城県の値に比べると低い結果となっています。（表－資 31（p.134）

参照）

本市、茨城県及び全国の小・中学校の体力テスト合計点の平均値の比較

本市及び茨城県の小・中学校の体力テスト総合評価段階別人数の割合の比較
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茨城県では、学校教育活動における体育・スポーツ活動の充実を図り、児童生徒の運動意欲

を高め、競い合う楽しさや達成感を味わわせ、困難に立ち向かう「たくましい心と体」を育成

するために、子供の体力向上支援事業を行っています。この支援事業には、学校の取り組みと

して、「体力つくり推進委員会の設置」「体力アップ推進プランの策定（1校 1プラン）の実践」

があり、県の取り組みとして、スポーツチャレンジ、体育授業サポーター派遣事業、体育授業

アドバイザー派遣事業があります。茨城県では、平成 29（2017）年度の体力テストの結果が、 

小・中学校男女とも全国二位となっており、これらの事業・取組の効果も生じていると考えら

れます。

本市においても、体力テストの結果を踏まえ、茨城県の子どもの体力向上支援事業において

も、各学校の体力的課題に即した「体力アップ推進プラン」の策定や、体力向上のための取組

を積極的に実施することが課題となっています。

茨城県では、ホームページ上において、キャッチボールマスター、フリースロー・ゲーム、

短なわ連続跳び、一輪車スラローム、連続さか上がり、チーム・ジャンプ、連続二重跳び、ベー

ランリレー、連続 8の字縄跳び、ダブルタッチ、スイム・スイム・スイム、懸垂チャンピオン

など各種ゲームや運動を体育の時間、昼休み、放課後などに行い、ランキングを競う「スポー

ツチャレンジ」を実施し、児童生徒の体力向上を図るとともに、集団で協力して取り組むこと

により、好ましい人間関係や社会性を養うことを目的とした取組を行っています。なお、この

スポーツチャレンジへの参加は任意となっています。平成29（2017）年度に本市では、51の小・

中学校のうち、キャッチボールマスターに7校、フリースロー・ゲームに 1校、ベーランリレー

に 1校、連続 8の字縄跳びに 13校が参加しました。

7　放課後子ども教室によるスポーツ活動

放課後子ども教室は、放課後等に小学校の余裕のある教室等を活用して、地域の人材の参画

を得て、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを進めるものです。

放課後子ども教室では、市内の小学校1年生から 6年生の児童を対象に、スポーツ活動など様々

な体験活動や地域の方々との交流活動も行われています。平成 23（2011）年度は計 73回の事

業を実施し、参加児童数は延べ 3,027名、地域の協力スタッフは延べ 502名でした。平成 24年

度は 97回の事業を実施し、参加児童数は延べ 4,414 名、地域の協力スタッフは延べ 761名で

したが、平成 29（2017）年度には、180回の事業の実施、延べ 8,531 名の児童の参加、地域ボ

ランティア 1,360 名の参加と増加しています。このうち、スポーツに関するものは、平成 23 

（2011）年度では 22回（全体の 28.9％）でしたが、平成 29（2017）年度では 44回（24.4％）

体力アップ推進プラン

茨城県スポーツチャレンジへの参加状況
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ありました。スポーツに関するプログラムとしては、スポーツレクリエーション、速く走るコ

ツ、グラウンド・ゴルフ、よさこいダンスなどを実施しました。

8　放課後児童クラブによる遊びやスポーツ活動

放課後児童クラブ事業は、放課後の保育に欠ける児童に対して、児童の健全な育成を図るた

めに、児童館や児童クラブ専有室を利用して、適切な遊び及び生活の場を提供するものです。

また、このために、本市では、放課後児童クラブ施設の整備を行っています。放課後児童クラ

ブは、平成 25（2013）年度では、公設 19クラブ、民設 22クラブでしたが、平成 29（2017）年

度では、公設公営 20クラブ、公設民営 18クラブ、民設民営 30クラブと増加しています。また、

放課後児童クラブの利用者数は、平成 20（2008）年度は 1,256名でしたが、平成 23（2011）年

度は 1,621名、平成 26（2014）年度は 2,175名、平成 27（2015）年度が 2,606名、平成 28（2016）

年度が 2,843 名、平成 29（2017）年度が 3,090 名にまで増加しています。児童館には、プレイ

ルーム、館庭などの施設があり、ドッジボールやさまざまな遊びが行われています。また、児

童館を利用する児童（2年生〜 4年生）を対象とした市内全児童館対抗のドッジボール大会を

開催しています。

9　スポーツ推進についてのつくば市への要望

つくば市スポーツ活動調査では、スポーツ推進のために本市が今後力を入れるべきかについ

て質問したところ、肯定的な意見（「かなりそう思う」「そう思う」「ややそう思う」）の割合が

最も大きかったものは、小学校男子 5年では「地域のスポーツクラブの育成」が 83.5％、小学

校女子 5年では「学校体育施設の開放・整備」が 87.5％、中学校男子 2年では「学校体育施設

の開放・整備」が 82.5％、中学校女子 2年では「学校体育施設の開放・整備」が 89.5％となっ

ています。スポーツ推進のために、小・中学生が「学校体育施設の開放・整備」を望んでいる

と考えられます。このほか、「野外を除く各種スポーツ活動施設の整備」、「野外スポーツ活動

施設の整備」といった運動やスポーツを実施するための施設の整備や「スポーツ指導者の養成」

などを望む割合も高くなっています。さらに、今後、どの公共スポーツ施設を新たにつくって

いくことが必要だと思いますかと質問したところ、「体育館」と回答した人の割合が最も高く

35.5％、次いで、「屋内プール」が 17.5％、「多目的広場」が 15.0％となっています。

10　子どものスポーツの課題

本市においては、小学校においては地域のスポーツクラブを中心に、中学校においては学校

の運動部活動を中心に、スポーツが活発に行われていると考えられますが、スポーツを行う施

設や行いたいと思うスポーツクラブ等の環境はまだ十分とはいえず、スポーツ活動調査やス

ポーツ環境調査の結果を踏まえて、さらに子どものスポーツを行う機会を確保していく取り組

みが必要となっています。特に、体育館の整備や学校体育施設の開放を望む割合が高くなって
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います。

子どもの体力については、茨城県の中では小学校も中学校も低い状況にあり、茨城県の取組

等も参考にしながら、さらに学校等が積極的に体力向上に取り組む必要があります。また、子

どもの中には、体力に自信がない者や、運動やスポーツを行わない者もおり、これらの者に対

して有効な取組を行い、運動やスポーツに親しむ環境や体力向上に結び付けていくことも必要

と考えられます。

また、本市の小学校及び中学校では、公式記録のとれる陸上競技大会を開催するための施設

がないことから、近隣の自治体等の施設を借用する問題状況が続いていることが大きな課題と

なっています。

第 5 節　障害者のスポーツの現状と課題

1　障害者のスポーツ実施率　　 〜国より高い〜 　

つくば市「障がい者のスポーツ活動に関する調査」（平成 30（2018）年 1月調査）では、障

害者（20歳以上）の週 1回以上のスポーツ実施率は、本市は44.6％となっています。一方、ス

ポーツ庁委託調査「地域における障害者スポーツ普及促進事業（障害者のスポーツ参加促進

に関する調査研究）報告書」（平成 30（2018）年 3月）では 20.8％となっています。また、若

年層（7〜 19歳）の週 1回以上のスポーツ実施率は、本市が 71.0％であるのに対して、国が

29.6％となっています。（図 14及び表－資 32（p.134）参照）

障害者（20歳以上）の週 3回以上のスポーツ実施率は、本市が19.7％であるのに対して、国

が 9.8％であり、若年層（7〜 19歳）の週 3回以上のスポーツ実施率は、本市が 25.8％である

のに対して、国が 13.2％となっています。（図 15及び表－資 33（p.138）参照）（ただし、本市

及び国の各調査は、調査方法などが異なるため正確に比較できるものではありません。これら

の数値は、おおよその参考とするものです。資料6（p.100）参照。）

平成 29（2017）年に策定された国の第 2期スポーツ基本計画においては、成人（障害者）の

スポーツ実施率（週 1回以上）の成果指標（目標値）は 40％程度でしたが、本市は、この国が

掲げる目標値を既に達成しています。また、障害者（若年層：7〜 19歳）のスポーツ実施率（週

1回以上）の目標値である 50％程度を既に達成しています。他方、成人（障害者）のスポーツ

実施率（週3回以上）の目標値である 20％程度はまだ達成していません。
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2　障害者のスポーツの推進のための取組

本市では、障害児の体力増強・交流・余暇の充実等を図るため、また、集団行動により社会

生活の基盤を築き、自立と社会参加の促進を図ることを目的として、障害スポーツ専門のイン

ストラクターによる障害児のためのスポーツ教室を開催しています。平成 29（2017）年度は、

6月から翌年 3月までに全 10回（月 1回）開催し、小学校 1年生から 6年生まで、合計 20名、

延べ 145名の参加者に対して、的あてゲームなど集団で行う運動プログラムを提供しました。 

（表 7参照）

表 7　障害児スポーツ教室の実施状況の推移

平成 25 年度
(2013)

平成 26 年度
(2014)

平成 27 年度
(2015)

平成 28 年度
(2016)

平成 29 年度
(2017)

参加者数 14 21 20 19 20

延べ参加者数 100 138 123 152 145

おひさまサンサン生き生きまつり事業は、平成 13（2001）年度に障害者のスポーツ大会と福

祉のまちフェスティバルを統合して開催し、平成 18（2006）年度からは、高齢者いきいきまつ

図 14　 障害者の週 1 回以上の
スポーツ実施率

図 15　 障害者の週 3 回以上の
スポーツ実施率
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りと合同開催し、障害者（児）・高齢者及び一般市民合わせて例年2,000人の参加者がボランティ

ア・市民等の協力を得ながらスポーツやレクリエーション等に参加し、市民の障害に対する理

解、普及啓発及び社会参加の促進を目的として実施しています。

平成 29（2017）年度は、障害者関係 651名、高齢者関係 749名の参加があり、障害者（児）、

高齢者、市民、児童及びボランティア等が協力して、スポーツやレクリエーション活動を行い

ました。また、作品の展示・販売等の事業を行いました。実施された競技としては、ボール運び、

パン食い競争、大玉送り、玉入れ、宝探し、チャレンジコーナーとして、ストラックアウト、ター

ゲットバードゴルフ、キックターゲット、ハンドアーチェリー、輪投げなどが行われました。ま 

た、よさこいソーラン、チアリーディング、ラートなどのステージも行われました。

つくば市社会福祉協議会は、市内の知的障害者を対象としたスポーツ交流会として「みんな

で DO! スポーツ」を毎年開催し、スポーツを通して地域との交流や仲間づくりを推進していま

す。毎月 1回つくば市大穂体育館を中心に活動を行っており、筑波大学学生団体「スポーティ

ア」がボランティアとして活動をサポートしています。（表－資34（p.138）参照）

体験乗馬療法事業は、地域生活支援事業における社会参加支援として行われているもので、

乗馬を通して動物とふれあう心を養い、障害児と健常児の交流を図り、市民の障害に対する理

解、障害者の社会参加の促進を目的として実施されています。また、「まつりつくば」と同時

実施し、「ふれあい広場」（中央公園）で実施されています。平成29（2017）年度は、障害者（児）

59名を含む 409名の参加がありました。

本市では、つくばスポーツフェスティバルのときに、ハンドアーチェリー、ブラインドサッ

カー、車いすバスケ、ボッチャなどのブースを設けて、障害者がスポーツを体験する機会を提

供しています。しかしながら、本市における障害者のスポーツ推進のための取組はまだ十分と

は言えず、障害者のためのスポーツ教室やイベントの開催、指導者の養成、関連する組織間の

連携体制の強化などを通して、さらに推進を図る必要があります。

茨城県内で催される障害者スポーツイベントの情報をメールで配信するサービスを登録者に

対して行っています。茨城県主催のスポーツ教室、ゆうあいスポーツ大会、身体障害者スポー

ツ大会、本市主催の体験乗馬療法、おひさまサンサン生き生きまつり、障害児スポーツ教室な

どの情報を配信しています。

みんなで DO! スポーツ

体験乗馬療法事業

スポーツフェスティバルにおける障害者のスポーツの機会の提供

「障害者スポーツイベント通信」によるメール配信サービス
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3　つくば市「障害者のスポーツ活動に関する調査」の結果

本市では、障害者のスポーツの推進の検討に資する基礎資料を収集し、障害者のスポーツ活

動の実態を調査し、ニーズを把握するために、つくば市スポーツ活動調査の一環として、平成

30（2018）年 1月から 2月に「障害者のスポーツ活動に関する調査」を実施しました。（資料 6

（p.100）参照）

本市の障害者がこの 1年間に実施した運動・スポーツまたは身体的なレクリエーションは、

散歩（ぶらぶら歩き）が 41.6％、体操（軽い体操、ラジオ体操など）が 30.7％、ウォーキン

グが 23.8％、リハビリテーションの一環として行っている運動（ストレッチや筋力維持）が

12.2％、水泳が 11.6％の順となっています。一方、この1年間にスポーツや身体的なレクリエー

ションを行わなかった人が18.6％となっています。（表－資 35（p.138）参照）

さらに、障害者の 1年間に実施した運動・スポーツまたは身体的なレクリエーションの実施

状況を、障害者手帳別に見てみると、上位10位までの結果は、表－資 35（p.138）の通りとなっ

ています。障害の種別及び等級や障害の状態によって、障害者の運動・スポーツの行動は異な

ると考えられ、きめの細かい対応を今後とも検討する必要があります。例えば、散歩、体操、

ウォーキング、ジョギング、水泳などで高い値を示しており、障害者がスポーツを行う施設や

環境をこれらの結果を踏まえてさらに検討し、整備・充実を図る必要があります。（図16参照）

1年間でスポーツや身体的なレクリエーションを行った日数は、表－資 36（p.139）のとおり

となっています。週 1日以上スポーツを実施した人の割合は、障害者全体では 46.8％となって

います。年齢別にみると、7歳から 19歳は 71％、20歳以上は 44.6％となっています。身体障

害者手帳保持者では 45.4％、療育手帳所持者では 57.8％、精神障害者保健福祉手帳保持者では

43.6％となっています。障害の種別によってスポーツの実施日数も異なるといえます。

スポーツや身体的なレクリエーションを行う主な理由としては、障害者全体では、「健康

維持・増進のため」が 29.4％で最も多く、次いで、「リハビリテーションの一環として」が

15.5％、「気分転換・ストレス解消のため」が 12.7％、「楽しみのため」が 8.6％となっていま

す。障害の種別によりスポーツや身体的なレクリエーションを行う理由も異なっています。例

えば、療育手帳所持者 C判定では、「楽しみのため」が 33.3％、「友人や家族との交流のため」

が 16.7％、「健康維持・増進のため」が 16.7％となっています。（表 8参照）

障害者が 1 年間に実施した運動・スポーツ・身体的なレクリエーションの状況

1 年間でスポーツ・身体的なレクリエーションを行った日数

スポーツや身体的なレクリエーションを行う主な理由
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図 16　障害者が 1 年間に実施した運動・スポーツ・身体的なレクリエーション

表 8　スポーツや身体的なレクリエーションを行う主な理由
単位 ： ％

該当数

健康維

持 ・ 増

進のた

め

気分転

換 ・ スト

レス解消

のため

楽しみ

のため

友人や

家族と

の交流

のため

健常者

との交

流のた

め

体型維

持 ・ 改

善のた

め

リハビリ

テーショ

ンの一

環として

目標や

記録へ

の挑戦

のため

その他 無回答

総数 361 29.4 12.7 8.6 2.2 0.0 4.2 15.5 1.1 3.0 23.3

身体障害者手帳所持者 280 29.3 10.7 8.9 2.1 0.0 3.2 18.2 1.1 2.9 23.6

　視覚障害 9 55.6 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2

　聴覚障害 ・ 平衡機能障害 25 28.0 20.0 4.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 32.0

　音声 ・ 言語 ・ そしゃく機能障害 5 40.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0

　肢体不自由 （上肢） 53 24.5 3.8 15.1 1.9 0.0 0.0 30.2 0.0 3.8 20.8

　肢体不自由 （下肢） 105 26.7 3.8 9.5 1.0 0.0 4.8 29.5 0.0 2.9 21.9

　肢体不自由 （体幹） 29 13.8 3.4 20.7 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 31.0

　内部障害 89 32.6 15.7 7.9 2.2 0.0 3.4 10.1 1.1 3.4 23.6

療育手帳所持者 64 29.7 10.9 15.6 4.7 0.0 1.6 14.1 1.6 3.1 18.8

　Ⓐ判定 25 32.0 8.0 16.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 12.0

　A 判定 19 42.1 15.8 0.0 5.3 0.0 0.0 5.3 5.3 10.5 15.8

　B 判定 8 12.5 12.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

　C 判定 12 16.7 8.3 33.3 16.7 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 16.7

精神障害者保健福祉手帳所持者 55 21.8 21.8 3.6 1.8 0.0 10.9 12.7 1.8 7.3 18.2

　1 級 9 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 44.4 0.0 11.1 33.3

　2 級 26 26.9 26.9 0.0 0.0 0.0 11.5 11.5 3.8 7.7 11.5

　3 級 20 25.0 25.0 10.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 5.0 20.0

（複数回答）
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今よりもスポーツや身体的なレクリエーションを行いたいかという質問に対して、障害者全

体の46.0％が「はい」と回答しています。（図－資26（p.140）参照）

1年間にスポーツや身体的なレクリエーションをしなかった理由としては、「体が弱いから」

が 26.9％、「場所や施設がないから」が 22.4％、「仕事（家事・育児）が忙しくて」が 16.4％、 

「お金がかかるから」が 14.9％、「指導者がいないから」が 14.9％の順となっています。「その

他」の理由の記述として、「障害があるのでどんな運動が可能かわからない」、「病気」、「移動が

困難」、「寝たきりになってしまった」、「越して来て、日が浅く、市の様子がわからない」など

があります。（図17参照）

今よりもスポーツや身体的なレクリエーションを行いたいか

スポーツや身体的なレクリエーションをしなかった理由

26.9

22.4

16.4

14.9

14.9

13.4

11.9

11.9

7.5

4.5

29.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

体が弱いから

場所や施設がないから

仕事（家事・育児）が忙しくて

お金がかかるから

指導者がいないから

機会がなかったから

年を取ったから

仲間がいないから

運動・スポーツが好きではないから

特に理由はない

その他

(%)

（スポーツやレクリエーションをしなかった方 n=67）

図 17　この 1 年間に、スポーツや身体的なレクリエーションをしなかった理由

スポーツや身体的なレクリエーションを行っている場所としては、「その他の施設」が

24.4％、「公共スポーツ施設」の 「プール（屋内）」が 10.8％、「特別支援学校」の「体育館」

が 7.5％、「民間スポーツ施設」の「トレーニング室」が 6.1％となっています。「その他施設」

として、「自宅」、「自宅周辺や周辺の道路」、「公園」、「交流センター」、「病院」などがあります。

（図18参照）

スポーツや身体的なレクリエーションを行っている場所

（複数回答）



46

第2章

図 18　スポーツや身体的なレクリエーションを行っている場所
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体力がない

交通手段・移動手段がない
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どんなスポーツや身体的なレクリエーションができるのか情報が得られない

金銭的な余裕がない
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障害に適したスポーツや身体的なレクリエーションがない
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指導者がいない

介助者がいない

家族の負担が大きい

一緒にスポーツや身体的なレクリエーションをする人に迷惑をかけるのではないかと心配である

スポーツや身体的なレクリエーションを行う場所がない

やりたいと思うスポーツや身体的なレクリエーションがない

スポーツや身体的なレクリエーションが苦手である

スポーツや身体的なレクリエーションでケガをするのではないかと心配である

人の目が気になる

施設がバリアフリーでない

医者に止められている

施設に利用を断られる

その他

特にない

(%)
（総数 n=361）

図 19　スポーツや身体的なレクリエーションの実施における障壁

（複数回答）

（複数回答）
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スポーツや身体的なレクリエーションの実施において障壁となっているものとしては、「体力

がないから」が 18.3％、「交通手段・移動手段がないから」が 17.2％、「スポーツや身体的なレ

クリエーションがどこでできるか情報が得られないから」が 15.2％、「どんなスポーツや身体

的なレクリエーションができるのか情報が得られないから」が15.2％の順となっています。（図

19参照）

本市のスポーツ推進計画及び関連する施策において、障害者のスポーツに関する取組が今後

さらに推進されることを望むかについて質問したところ、「大いに望む」が 23％、「望む」が

46.3％であり、本市における障害者のスポーツの推進を望んでいる人の割合は高いといえます。

障害者のスポーツの推進のために、本市が今後力を入れるべきこととしては、「年齢や体力

等に応じた障害者のためのスポーツや身体的なレクリエーションの開発普及」が 27.4％、「障

害者スポーツ指導者の養成」が25.5％、「障害者のための各種スポーツ行事・大会・教室の開催」

が 24.4％、「障害者が加入できる地域のスポーツクラブの育成」が 24.1％となっています。（図

20参照）

スポーツや身体的なレクリエーションの実施における障壁

障害者のスポーツの推進のために本市が今後力を入れるべきこと

図 20　 障害者スポーツの推進のために本市は今後どのようなことに力を入れる
べきか（複数回答）
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障がい者スポーツに関する啓発・広報活動

障がい者への公共スポーツ施設の開放・整備

障がい者用のスポーツ施設の整備

障がい者スポーツのボランティアの支援

障がい者と健常者のスポーツの交流

障がい者への学校体育施設の開放・整備

障がい者スポーツの価値や魅力に関する発信

教養としての障がい者スポーツに関する教育・啓発

障がい者スポーツの競技力の向上

その他

(%)
（総数 n=361） （複数回答）
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ふだんの生活の中で、つくば市のスポーツ活動や身体的なレクリエーションの取組について、

どの程度満足しているか質問したところ、「満足」が3.3％、「どちらかといえば満足」が8.3％、

「どちらかといえば不満」が 6.9％、「不満」が 6.1％となっています。また、「分からない」が

71.2％となっています。障害者が行うスポーツの環境について、全ての年齢層及び地区で「わ

からない」と回答した割合が高い結果となっていることから、障害者のスポーツを身近な関心

事とするための普及啓発や積極的な取組がさらに必要であるといえます。（表9参照）

つくば市スポーツ活動調査では、特に障害者のスポーツ活動に関する調査結果において、本

市が行っている障害者スポーツの取り組みを知っているか質問したところ、「知っている」が

12.5％であるのに対して、「知らない」が 84.8％と極めて高く、本市の障害者スポーツの取組

に関する認知度が非常に低い結果が示されました。このため、本市では、障害者のスポーツの

推進に関する施策・取組の認知度を高める必要性が認められます。（図21参照）

本市のスポーツ活動や身体的なレクリエーションの取り組みへの満足度

本市が行っている障害者のスポーツのための取り組みの認知度

図 21　本市が行っている障害者スポーツの取組に関する認知度
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4　障害者のスポーツの推進の課題

障害者のスポーツ実施率は、本市では、国の値より高く、スポーツや身体的なレクリエーショ

ンを行いたいと望む障害者の割合も多くなっています。しかしながら、本市の障害者のスポー

ツの推進のための施策は、まだ十分とは言えず、実際に本市が行っている障害者のスポーツの

推進に関する取組ついて、障害者の多くが知らない実態があります。また、本市の障害者のス

ポーツの推進に関する満足度も低く、かつ「分からない」と回答した障害者も多いといえます。

障害者のスポーツ活動の障壁として、情報がないことも大きな理由となっていると考えられま

す。このような実態を踏まえると、本市の障害者のスポーツの推進の方策を今後十分に検討し、

実際に障害者が本市の取組についてより詳細な情報を取得できるように工夫し、認知度が向上

するようにする必要があります。

このような課題を認識し、本計画においては、新たに数値目標として市民の 50％が障害者の

スポーツに関する取組を知っており、障害者のスポーツの推進に関する本市の取組に関する認

知度が高まることを目標として設定しました。

障害者のスポーツ活動の実施場所としては、「自宅」、「自宅周辺や周辺の道路」、「公園」、「交流

センター」などが多く、次いで、公共スポーツ施設、プール、特別支援学校などとなっている

ことから、まずはこれらの施設への障害者のアクセスやユニバーサルデザイン化をすすめ、気

軽にできる散歩、ウォーキング、体操などができる環境の整備から充実を図る必要があります。

表 9　本市のスポーツ活動や身体的なレクリエーションの取り組みへの満足度
単位 ： ％

該当数 満足
どちらかと

いえば満足

どちらかと

いえば不満
不満 わからない 無回答

総数 361 3.3 8.3 6.9 6.1 71.2 4.2

身体障害者手帳所持 280 3.2 7.9 5.7 6.1 73.2 3.9

　視覚障害 9 0.0 0.0 0.0 22.2 66.7 11.1

　聴覚障害 ・ 平衡機能障害 25 4.0 8.0 8.0 0.0 76.0 4.0

　音声 ・ 言語 ・ そしゃく機能障害 5 20.0 0.0 0.0 20.0 40.0 20.0

　肢体不自由 （上肢） 53 0.0 7.5 7.5 7.5 75.5 1.9

　肢体不自由 （下肢） 105 1.9 8.6 7.6 9.5 69.5 2.9

　肢体不自由 （体幹） 29 3.4 13.8 10.3 20.7 51.7 0.0

　内部障害 89 3.4 4.5 2.2 4.5 80.9 4.5

療育手帳所持者 64 4.7 10.9 17.2 4.7 60.9 1.6

　Ⓐ判定 25 4.0 4.0 16.0 8.0 68.0 0.0

　A 判定 19 5.3 10.5 15.8 5.3 57.9 5.3

　B 判定 8 12.5 25.0 12.5 0.0 50.0 0.0

　C 判定 12 0.0 16.7 25.0 0.0 58.3 0.0

精神障害者保健福祉手帳所持者 55 3.6 9.1 5.5 7.3 69.1 5.5

　1 級 9 0.0 11.1 11.1 0.0 66.7 11.1

　2 級 26 7.7 11.5 7.7 7.7 57.7 7.7

　3 級 20 0.0 5.0 0.0 10.0 85.0 0.0
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また、特別支援学校との連携や茨城県その他の関係団体、ボランティア団体と連携して、障

害者のスポーツの推進をさらに充実させる必要があります。

本市には障害者スポーツの団体や組織を統括する組織がなく、障害者スポーツの組織連携を

支援していくことが必要となっています。スポーツイベントや大会の開催、障害者のためのス

ポーツ指導者の養成など、障害者スポーツに関係する団体等が取り組む自主的・主体的な活動

を本市としても支援するよう検討する必要があります。

第 6 節　高齢者のスポーツの現状と課題

1　いばらきねんりんスポーツつくば市大会

茨城県健康福祉祭の一環として、いばらきねんりんスポーツつくば市大会が実施されていま

す。市北部及び南部予選（グラウンド・ゴルフ）を行い、その後つくば市大会を開催していま

す。実施種目としては、グラウンド・ゴルフ、ゲートボール、ペタンク、輪投げなどがありま

す。この大会は、本市が主催し、事務局としてつくば市社会福祉協議会が実施しています。ま

た、つくば市シルバークラブ連合会の共催、つくば市ゲートボール連合会、つくば市グラウンド・

ゴルフ連絡協議会の後援によって実施されています。平成 29年度の参加者数は、予選会も含

めて 567名でした。平成 30（2018）年度では、グラウンド・ゴルフ414名、ペタンク 10チーム・

33名、輪投げ 25チーム・117名、ゲートボール 5チーム・28名の参加がありました。（表－資

37（p.140）参照）

2　高齢者いきいき健康アップ事業

高齢者が住み慣れた地域で、健康で自立した生活ができることを目指して、高齢者いきいき

健康アップ事業を実施しています。この事業は、高齢者が活動量計（高機能万歩計）を身につ

けて、運動した活動のデータを市内に設置する読み取り機器により確認し、健康づくりと介護

予防に役立てるものです。平成 25（2013）年度から試験的に行い、平成 26（2014）年度から本

格的に実施しています。具体的には、活動量計（高機能万歩計）を提供し、データトラッキン

グによって歩数データ等を見える化することで、ウォーキング等の運動習慣を促進する取り組

みを行っています。また、歩数データや体力測定等のデータから効果を検証・評価しています。

平成29（2017）年度の参加者数は 404名でした。（表－資 38（p.140）参照）

3　シルバークラブによるスポーツ活動の課題

高齢者が自身の住み慣れた地域で仲間たちと共に健康でいきいきと活動するために、各地区

にシルバークラブが自主組織され、つくば市シルバークラブ連合会を構成しています。本市は、

このつくば市シルバークラブ連合会及び各シルバークラブの活動に対して補助金を交付し、ス
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ポーツ活動を支援しています。各単位シルバークラブでは、グラウンド・ゴルフ、ペタンクな

どのスポーツ活動が行われています。シルバークラブ連合会は、ねんりんスポーツ大会やおひ

さまサンサン生き生きまつりへ参加しています。また、シルバークラブ連合会では、高齢者

ニュースポーツ普及交流大会を開催しグラウンド・ゴルフ等のニュースポーツの普及を図りな

がら、高齢者の健康増進と交流拡大を図っています。単位シルバークラブは、平成 20（2009）

年度ではクラブ数 189、会員数 9,292 名でしたが、平成 24（2013）年度ではクラブ数 164、会

員数 8,043 名に減少し、さらに平成 29（2017）年度ではクラブ数 139、会員数 6,766 名に減少

してきていることが課題として指摘できます。（表－資 39（p.140）参照）

4　いきいき運動教室・元気はつらつ運動教室の実施

中・高齢者が自立した生活を営むことができるように、運動習慣を身につけ、生活機能の維

持・向上を図るために、40歳以上を対象とした「いきいき運動教室」と75歳以上を対象とした 

「元気はつらつ運動教室」を開催し、いきいきプラザを会場として転倒防止・筋力の保持を目

的とした運動を行い、運動指導、健康相談、栄養相談を行っています。（参加者数の推移につ

いては、本章第10節（p.60）参照）

第 7 節　女性のスポーツの現状と課題

1　本市の女性の運動・スポーツの実施率の状況

つくば市スポーツ活動調査では、本市の成人の週 1回以上のスポーツ実施率は女性が 51.7％

であるのに対して男性が 59.8％、成人の年 1回以上のスポーツ実施率は女性が 81.9％であるの

に対して男性 90.3％、成人の週 3回以上のスポーツ実施率は女性が 22.9％であるのに対して男

性が 28.6％と、全てのスポーツ実施率で女性の実施率が低い状況があります。また、成人の未

実施者の割合も、男性が 7.2％であるのに対して女性が 11.8％と、女性の方が運動・スポーツ

を行わない傾向にあります。

子どもの運動・スポーツの実施状況について、ほとんど毎日（週に 3日以上）運動やス

ポーツを実施している子どもの割合は、小学校 5年の男子が 45.8％であるのに対して女子が

30.2％、中学校 2年の男子が 80.0％であるのに対して女子が 55.7％となっており、女子の実

施率が低くなっています。週に 1日以上実施している子どもの割合は、小学校 5年の男子が

82.6％であるのに対して女子が 77.8％、中学校 2年の男子が 86.0％であるのに対して女子が

69.7％となっています。運動やスポーツを週 1日以上実施している子どもの割合は、小学校で

も中学校でも男子よりも女子の実施率が低くなっています。一方で、運動やスポーツを全くし

ない人も存在しており、小学校5年男子が 4.2％、小学校 5年女子が 5.8％、中学校 2年男子が

6.8％、中学校 2年女子が 12.7％となっています。また、1週間に運動やスポーツを実施する時
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間の合計が 0分の割合は、小学校 5年の男子が 5.2％であるのに対して女子が 3.6％、中学校 2

年の男子が 6.8％であるのに対して女子が 14.9％となっています。

これらの調査結果を総合すると、本市では男性に比べて女性のスポーツ活動の実施状況が全

体的に低く、女性のスポーツ活動を促進することが課題となっています。

2　女性が行う運動・スポーツの活動状況

本市の女性が 1年間に実施した運動・スポーツとしては、ウォーキング（53.6％）、体操

（36.2％）、トレーニング（21.6％）、エアロビクス・ヨガ（18.9％）、自転車・サイクリング

（15.0％）、ランニング（13.9％）、登山（8.7％）、卓球（8.7％）、バドミントン（8.4％）、ボウ

リング（7.9％）の順となっています。男性に比べて、エアロビクス・ヨガなどの女性に人気の

ある運動やスポーツもあることが指摘できます。

3　女性がスポーツをしない理由

つくば市スポーツ活動調査では、この 1年間に運動やスポーツをしなかった理由として、最

も多かったのは「仕事（家事・育児）が忙しくて時間がないから」が、47.3％となっています。

さらに、この理由の割合は、女性だけだと 53.4％と著しく高くなっています。特に 30歳代の

女性のスポーツ実施率が低いことの理由として、仕事・家事・育児が忙しいことがあげられま

す。女性の場合には、次いで、「機会がなかったから」が 30.1％と高くなっており、女性が運

動やスポーツを行わない理由は女性を取り巻く環境に主な原因があると考えられます。

4　女性のためのスポーツ推進の取組に対する課題

本市では、地域交流センターにおいてヨガ、体操、ダンスなど人気の高い教室等を一部で実

施していますが、その他で女性に限定したスポーツの推進のための取組は十分ではなく、今後、

健康やダイエットなどのために自宅や周辺で気軽に女性が運動やスポーツをできる機会の提供

や、勤労者や家事・育児に忙しい方に対して、運動やスポーツを行うことができる取組を充実

させる必要があります。

また、今後、本市においてスポーツ実施率全体の数値目標を達成するためには、家事・育児

をしている人や勤労者が運動やスポーツをできる環境を整備することが重要な課題となってい

ると考えられます。

第 8 節　スポーツイベントの現状と課題

1　つくば市主催のスポーツ大会の状況

本市が主催する平成 29（2017）年度のスポーツ大会としては、つくばマラソン、つくば健康
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マラソン大会（ファミリーからシニアまで計 12種目）、つくば学園ウオークラリー大会（指定

のコースをグループで問題を解きながら歩く）、つくば陸上競技選手権大会、つくば市長杯サッ

カー大会があります。（表10参照）

表 10　平成 29 年度のつくば市主催スポーツ大会

大会名 内容 対象 開催日 参加者数 場所

つくば学園
ウオークラリー大会

指定のコースをグループ
で問題を解きながら歩く

オープン参加 5月14日（日） 78組257名 筑波学院大学

つくば陸上競技選手権大会
小学生、中学生、高校生、
一般が参加する陸上競技
大会

小学生以上 11月12日（日） 2,695名 筑波大学

つくばマラソン フルマラソン、10㎞の部
高校生以上の健
康な方

11月26日（日） 15,058名
筑波大学発着の
日本陸連公認コース

つくば健康マラソン大会

ファミリーからシニアまで
の計12種目
ファミリ-・小学3～4年生：
2km、小学5～6年生：3km、
中学生以上5km

小学生以上 2月3日（土） 1,526名 研究学園駅前公園

つくば市長杯 （U-15）
サッカー大会

４ブロックによる予選トー
ナメント。各ブロック1位に
よる決勝トーナメント。

市内中学校
8月11日（金）
8月12日（土）
8月25日（金）

16チーム
セキショウチャレンジ
スタジアム

つくば市長杯 （U-18）
サッカー大会

総当たり方式
市内高等学校・
クラブチーム

8月8日（火）
8月9日（水）
8月10日（木）

6チーム

Tフィールド
（筑波学院大学）
竹園高校
セキショウチャレンジ
スタジアム

特に、つくばマラソンは、本市最大のスポーツイベントとして定着してきています。平成 29

（2017）年度は、筑波大学陸上競技場・多目的グラウンドを中心会場とした日本陸上競技連盟

公認コースにおいて、フルマラソン 15,000 人、10kmの部 3,500 人の募集定員で実施しました。

市内在住・在勤・在学者に対しては、先行エントリーが認められており、気軽に大会に参加す

ることができます。また、「ふるさと納税枠エントリー」などの手続きも初めて実施しました。

また、平成29（2017）年度のつくばマラソンの参加申込数は 18,052人、ボランティア数は 1,049

人であり、平成 25（2013）年度に比べて増加しています。さらに、「マラソンを科学する」を

大会テーマとした取組（ランニングフォーム・応援を科学する等）、チャリティの実施（義援

金の供出）、環境活動の推進（筑波山の間伐事業費の供出、水素自動車の導入等）、つくばマラ

ソン祭り（前日イベント）の実施なども行っています。平成 32（2020）年度の大会から日本陸

連のコース公認が切れることから、コース変更や主会場の変更などを検討する必要があります。

また、スポーツ大会の参加者の増加や規模の拡大に対応して、安心・安全に大会を行うことが

課題となっています。（表11参照）

つくばマラソンの開催
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表 11　つくばマラソンの参加申込数及びボランティア数の推移
平成 25 年度

(2013)
平成 26 年度

(2014)
平成 27 年度

(2015)
平成 28 年度

(2016)
平成 29 年度

(2017)

参加申込数 16,429 16,150 18,245 18,175 18,052

ボランティア数 840 763 842 943 1,049

つくば健康マラソン大会は、つくば市研究学園駅前公園を主会場に、小学生から高齢者まで

気軽に参加できる、生涯スポーツとしてのランニングと健康促進を図ることを目的としたマラ

ソン大会です。平成 30（2018）年 2月の大会では、ファミリーの部から 40歳以上の部まで計

12種目、1,526 名の参加がありました。多くのランナーが登録しているランニングポータルサ

イトからエントリーができることや、大会前にランニングクリニックを開催し、ランニングを

学ぶ機会を提供しています。（表－資40（p.141）参照）

つくば学園ウオークラリー大会は、主会場を中心にコマ図に従い設問を解きながらコースを

読み解き、あらかじめ設定された時間でのゴールを目指して歩く大会です。毎年会場を変更し

コースを設定しています。（表－資41（p.141）参照）

つくばリレーカーニバルは、研究学園駅前公園周辺の周回コースを 2名以上のチームで

42.195km リレーの部、10kmリレーの部などのカテゴリーに分かれて、リレー形式で競技するも

のです。平成 29（2017）年度の参加者数は 1,215 人 178 組あり、年々増加しています。（表－

資 42（p.141）参照）

以上のように本市では、マラソン、ウォーキングなどの大会が開催されていますが、市長公

約である「ランナーに愛されるまち」の実現を目指し、ランニングに関するイベントや大会を

さらに推進していくことが課題となっています。

2　つくば市体育協会のスポーツ行事

つくば市体育協会の専門部会、スポーツ振興会及びスポーツ少年団の平成 30（2018）年度の

スポーツ行事としては、以下のものがあります。（表12、表 13及び表 14参照）

つくば健康マラソン大会の開催

つくば学園ウオークラリー大会の開催

つくばリレーカーニバル
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種　　目 行　　　　事　　　　名　　　　（　　　）内は実施予定期日および参加対象

軟式野球
春季大会（4/1～登録チーム）　　連盟杯大会（5/3～ 市内中学生、6/24～　市内・近隣代表社会人、10/21～
少年）　　秋季大会（9/2～登録チーム）　　審判講習会（H31,3/3審判部、3/31春季大会参加チーム）

ソフトボール
連盟杯大会（5/13～登録チーム）　市民大会（9/30～登録チーム）　市内大会（11/4～登録チーム）　
女子大会 （10/21登録チーム他、6/10ひまわり杯）　　審判講習会（4/21登録チーム３名以上）　

バレーボール

社会人部 ： 6人制大会（春季 5/27、つくばオープン男子7/1、市民 9/9登録チーム、近隣男子 10/14, 秋季 
11/25登録チーム） ６人制混合大会（春季 6/3登録チーム）
女子部 ： 市民（6/24 市内チーム）　女子オープン（11/11 登録チーム）　近隣（2/3・17）　他、地区大会
審判講習会（4/22） ソフトバレーボール大会(5/27)、ビーチボールバレー大会(9/30) 近隣マスターズ大会
(10/28)

バドミントン
クラブ対抗団体戦２回（5/20・11/18登録クラブ・登録者）　市民大会（7/8市内社会人）　初心者親睦大会
（9/16）　　つくばオープン（10/14市内外愛好者）　師走大会（12/3登録者）　新春大会（1/20登録者）　ミック
ス大会（2/24 登録者）シニア大会(6/17)　　

ソフトテニス
つくばオープン（6/3 高校生以上）　　市民大会（10/21高校生以上、市在住在勤の社会人）
つくばオープンシニア大会（3/17）　　　　　  

テニス
シングルス大会（4/7・8 予備4/14・15市在住在勤の社会人）  体協テニス部大会（6/9・10ダブルス 登録者）  
秋季市民大会（9/29・30予備10/6・7ダブルス 登録者） ミックスダブルス大会（11/10・11）

剣道 市民大会（6/10）　少年大会運営協力（市長杯 10/8、錬成 12/2）

スキー 市民スキーツアー（2月　市民、小中学生は保護者同伴）　講習会（年4回　登録者）

バスケットボール
市民大会（6/10～　登録チーム）　 市民リーグ（9/9～日曜日　登録チーム） 　市選手権（2/10～　登録チー
ム）　　審判講習会(1/27)

卓球
春季大会（5/13団体戦）　市民大会（6/10個人戦）　秋季大会（9/30個人戦）　冬季大会（１/27個人戦）
ラージボール卓球（11/25)

空手道 つくば市大会(9/17体協・スポ少登録者・他)

陸上競技 つくば選手権（11/11）　つくば健康マラソン協力（2/2予定）

パワーリフティング 近隣大会（4/29登録者・近隣愛好者）　ベンチプレス大会（9/30 登録者） 全日本選手権大会(6/16・17)

ゲートボール 第１回大会(5/12) 第２回大会(7/14) 第３回大会(9/8) 第4回大会(11/10)

ゴルフ
地区対抗（4/20   1チーム8名～15名 市民登録者　つくばねカントリークラブ）
市民大会（8/2　筑波東急ゴルフクラブ）　市アマチュアオープン大会（11/８市民　豊里ゴルフクラブ）　

ハンドボール 市総合大会（H31 1/12　 大人から子供まで、トッププレーヤーから初心者まで）　　学園ｵｰﾌﾟﾝ（6/23　）　

フォークダンス フォークダンス大会(未定)　スポーツダンス大会（未定）

サッカー サッカーリーグ戦（4/7～）　シニアサッカーリーグ戦（4/1～)

グラウンドゴルフ 新緑大会（5/23登録者）　市民大会（9/19 登録者）冬季大会（11/21登録者） 新春大会（2/20登録者）

アーチェリー 各種大会出場

表 12　平成 30（2018）年度のスポーツ専門部会のスポーツ行事

表 13　平成 30（2018）年度の振興会のスポーツ行事

支　部　名 行　　　　　事　　　　　名　　　　　（　　　）内は実施予定期日ほか

大　穂
グラウンドゴルフ大会（6/3・12/1）　　ハイキング（10/14）　　   文化祭遊びの広場（11/3市文化祭時）
歩け歩け大会（2/16）　　　

豊　里
グラウンドゴルフ大会 (5/19　川口公園）　　ソフトボール大会（8/5）　 ソフトバレーボール大会（6/17・10/14）
グラウンドゴルフ大会（11/3　川口公園）

谷田部

グラウンドゴルフ大会（2/10谷田部支部５地区選抜）　[地区別行事 谷田部（グラウンドゴルフ 6/24･11/11  運動
会10/14）　 真瀬（ソフトミニバレー 6/10・12/16、グラウンドゴルフ 7/8・11/4、運動会 9/30、スポーツ交流会 1/20）
島名（グラウンドゴルフ　7/1、歩く会9/30、ゴルフ 10/25、スポーツ交流会 1/20）　葛城（グラウンドゴルフ 10/7・
3/17）　小野川（グラウンドゴルフ 7/15、運動会 10/7、ファミリーソフトボール 10/28～、ペタンク 5/13）]　

桜

グラウンドゴルフ大会（10/28）健康ハイキング(10/14) 
[地区別行事　栗原（ 歩く会 1/1　栗原小～一の矢神社往復,3/17グラウンドゴルフ大会）　桜南（歩く会・レクリエー
ション大会 10/  桜南小～洞峰公園、スポ少交流会 12/   ）　竹園（スポーツ大会10/27　）　梅園（梅園地区 運動
会 10/21） 九重(スポーツフェステバル　　) 栄（ ハイキング6/  ハイキング 3/  ボーリング大会12/  )]　　　　

筑　波
ハイキング（6/2）　ファミリーサイクリング大会（7/7）　　マラソンソフトボール大会（10/20）　　グラウンドゴルフ大会
（9/22、2/16）　　筑波山ハイキング（11/10）　　歩く会（3/16）　初心者テニス教室(11/4～全５回　日曜日)

茎　崎
グラウンドゴルフ大会(5/23)　　親善混合ソフトボール大会（9/8）　　ファミリーウオーキング（10/28）　ファミリー球
技大会(11/4)   
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表 14　平成 30（2018）年度のスポーツ少年団のスポーツ行事

種　　目 単位団数 主　　な　　行　　事　　・　　活　　動

軟式野球 １５単位団 市本部長杯大会（4/29～）　　市長杯大会（8/4～）　　他に地区大会を実施　

剣　　　道 １４単位団 市長杯大会（10/7）　　錬成大会（12/2） 交流会(11/23)

サッカー ２５単位団 市長杯大会（9/9～）　　低学年大会（6/24・7/1）　フットサル大会（12/16)　近隣大会（3/10～）

ミニバスケット
ボール

１８単位団
市長杯大会（5/3・4）　男女サマーゲーム（7/28・29 8/4・5）  ウインターゲーム（12/8・9） 
新人戦（1/5・6）　審判講習会(4/22  7/1)

空　手　道 ４単位団 市大会（9/16）　　他に団ごとに県・県南・近隣大会などに参加

ハンドボール　 ３単位団 県大会参加　　市総合大会（1/12  ）　　他、各種大会参加　

柔　　　道 １単位団 単位団ごとに県大会などに参加

バレーボール　 ７単位団 単位団ごとに県大会などに参加

バドミントン １単位団 市長杯大会（11/23　市内登録者の個人戦）　

陸上競技 １単位団 市競技会、近隣市町村・県競技会に参加

少林寺拳法 １単位団 近隣市町村大会などに参加

飛込み １単位団 近隣市町村大会などに参加

ゴルフ １単位団 近隣市町村大会などに参加

新体操 １単位団 近隣市町村大会などに参加

ストリートダンス １単位団 近隣市町村大会などに参加

スポーツ鬼ごっこ ２単位団 つくば市大会・近隣市町村大会などに参加

3　つくばウォークの日の開催

本市では、毎月第 1日曜日をつくばウォークの日と定め、運動に親しむ機会をつくり、市民

にウォーキングコースを紹介しています。また、約6kmから約10kmまでのコースが設定されて

おり、一部のコースは茨城県ヘルスロードとしても認められています。平成 29（2017）年度は

14回、延べ 1,509名のイベント参加者がありましたが、参加者数は減少傾向にあることが課題

となっています。資格を持った約 142名の運動普及推進員と協働してイベントを実施していま

すが、運動普及推進員が活動しやすい仕組みづくりの検討などが今後の課題となっています。

（表－資43（p.141）参照）

4　つくば市によるスポーツイベントの後援

本市では、市以外の各種団体等が主催して行う市の推進する事業や政策に沿ったもののうち、

文化芸術やスポーツ等の振興に寄与する行事に対して、「つくば市」の名義をもって後援して

います。平成 29（2017）年度は、32のスポーツ関連行事について後援名義の使用を承認しまし

た。（表－資44（p.142）参照）

5　スポーツの日の実施及びつくばスポーツフェスティバルの開催

本市においては、これまでスポーツイベントは、スポーツ大会などの「する」スポーツ＊の

イベントが中心でしたが、市民がスポーツ文化を理解するためのフォーラム・講習会の開催や、

すべての市民が参画し、お互い交流することができるスポーツフェスティバルやスポーツの日
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の行事などを新たに検討することがスポーツ推進計画の課題となっていました。そこで、平成

26（2014）年度より子どもから高齢者まで、市民が集い、交流するために、スポーツフェスティ

バルを開催し、市民が集い交流する機会を提供しています。

つくばスポーツフェスティバルの平成 29（2017）年度の参加者数は 1,107 人で、年々参加者

数が増加傾向にあります。また、スポーツフェスティバルでは、つくばユナイテッドサンガイ

アによるソフトバレーボールコーナー、つくば FCによるサッカー体験ブース、ボルダリング

体験コーナー、ラート体験コーナー、ハンドアーチェリー及びブラインドサッカーの障害者ス

ポーツ体験ブースなどが設けられました。今後は、「スポーツの日」を本市として正式に制定

するか、またスポーツの日において市民が交流しスポーツ文化を学ぶためのプログラムや行事

をさらにどのように企画するかが課題といえます。（表－資45（p.142）参照）

6　つくば市レクリエーション協会の行事

平成 29（2017）年度のつくば市レクリエーション協会の関連する行事や取組としては、茨城

県レクリエーション協会 50周年記念事業ニュースポーツ交流「輪投げ大会」、遊びの日「チャ

レンジ・ザ・ゲーム」二の宮（洗面器お手玉投げ、輪投げ、魚釣り、割りばしダーツ、ペット

ボトルボーリング、キャップ積み、ラダーゲッター、1分間豆つまみ、おはじきジャンケン）、

第 32回土浦市民ウオークラリー大会、放課後子ども教室、ニュースポーツ体験教室、放課後

児童クラブ支援員研修、平成 29年度わくわくニュースポーツ推進員養成講習会、JAバンク茨

城年金友の会グラウンド・ゴルフ交流記念大会、健康保険組合連合会茨城連合会「健康ハイキ

ング」、真瀬地区サロン輪投げ大会、つくばマラソンボランティア、若栗・若葉子ども会「卒

業生を送る会」などがありました。

また、本市は、つくば市レクリエーション協会へ補助金を交付して活動を支援するとともに、

本市のスポーツ事業に対して協力を得ています。

第 9 節　スポーツ指導者の現状と課題

1　スポーツ推進委員の現状

本市では、つくば市スポーツ推進委員規則に基づきスポーツ推進委員＊が任命されています。

平成 29・30年度の本市のスポーツ推進委員は大穂、豊里、谷田部、桜、筑波、茎崎の地区に分

かれて合計 70名が任命されています。平成 29（2017）年度の活動実績としては、つくば市ス

ポーツ推進委員協議会研修会の開催、市主催スポーツ関連事業（つくばマラソン、つくば学園

ウオークラリー大会、つくば健康マラソン大会、スポーツフェスティバルなど）への協力、県

南スポーツ推進委員協議会研修会等への参加などがあります。（表－資46（p.143）参照）

この他、スポーツ推進委員には、地域住民のニーズを踏まえたスポーツのコーディネートの
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役割が期待されていますが、現状では、スポーツの専門家として地域で活発に活動する委員か

ら名誉職的な立場で活動に参画する委員まで、活動内容がさまざまであることが考えられます。

また、拠点クラブや総合型地域スポーツクラブの創設・運営などへの参画はあまりみられない

状況があります。地域のスポーツの推進におけるスポーツ推進委員の役割は非常に重要である

ことから、スポーツ推進委員の資格条件、任期、研修教育などを整備し、スポーツ推進委員の

資質向上の取組が行われ、地域でスポーツを指導するだけでなく、関係者や関連団体を結び付

け、地域のスポーツ活動の組織化に貢献することが期待されています。

2　スポーツ少年団の指導者

平成 19（2007）年度から平成 25（2013）年度までのつくば市のスポーツ少年団の指導者数の

推移をみると、610名から 545名へと減少傾向にありましたが、平成 29（2017）年度には 618

名に増加しており、指導者数は回復してきています。

また、地域のスポーツの活性化と定着化を実現することができる高い資質と能力を備えた指

導者の養成が必要となっているため、つくば市スポーツ少年団では、日本スポーツ協会公認ス

ポーツ指導者制度に基づき、スポーツ指導者をサポートする「スポーツリーダー」の養成を目

的として、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団、茨城県スポーツ少年団と共催でスポーツリー

ダー養成講習会を開催しています。この講習会は、スポーツ少年団認定員養成講習会を兼ねる

ものとなっています。

本市のスポーツ少年団認定員は、平成 25（2013）年では 215名でしたが、平成 29（2017）年で

は301名となっています。また、認定育成員の資格を有する有資格指導者が2名となっています。

3　本市における日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の状況

スポーツ指導者の資格としては、日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者資格が全国的な資

格として認められており。本市における平成 25（2013）年の日本スポーツ協会公認スポーツ指

導者＊の登録者数は 209人でしたが、平成 29（2017）年には 307人と増加しています。しかしな

がら、これらの公認スポーツ指導者がどのような活動をしているかは十分に把握されておらず、

今後どのような連携ができるのか検討することが課題であるといえます。（表－資 47（p.143）

参照）

4　学校におけるスポーツ指導者の状況

学校においては、まず、各学校の部活動の顧問による指導が行われています。しかし、学校

における体育・スポーツの指導は安全のために専門性が求められ、顧問教諭の指導法や運動部

活動の在り方を検討する必要があります。これらの学校の運動部活動を巡る問題・課題につい

ては、外部指導員を導入したり、地域のスポーツクラブを活用するなど、多様な取り組みを検

討する必要が生じています。
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例えば、本市でも、平成 24（2012）年度には、日本体育協会の委託事業としてスポーツ選手

活用体力向上事業を実施し、小学校にトップ選手を派遣して、運動の実技指導や交流会が行わ

れています。平成 25（2013）年度には、国の委託事業である地域スポーツとトップスポーツの

好循環推進プロジェクトを本市と連携してつくば FCが国の委託を受け、人材をコーディネー

トし、小学校の体育授業に派遣することが行われています。

さらに、茨城県の中学校武道（柔道）授業における外部指導者の派遣支援事業を活用して、

平成 24（2012）年度には体育授業（柔道）に茨城県柔道連盟と県警の連携による人材バンクか

ら外部指導者の派遣を受けています。

茨城県体育授業サポーター派遣事業があり、平成 29（2017）年度には栗原小学校と竹園東小

学校で活用されました。

学校の教員のために体育・スポーツに関して体育授業のアドバイザーを派遣する事業があり、

平成29（2017）年度には二の宮小学校と谷田部東中学校で活用されました。

茨城県保健体育課主催の体育実技指導者研修会が開催され、各校 1名が参加しています。平

成 29（2017）年度では、51名が研修会に参加しました。

また、市総研の保健体育科研修講座に各校1名以上が参加して研修を行っています。

5　運動普及推進員の状況

本市は、運動普及推進員＊の養成・資格・講座・委嘱を行い、地域での運動のきっかけづくり、

地区組織活動の推進を図っています。特に、運動普及推進員は、「つくばウォークの日」「多世

代交流出前教室」などの健康推進事業に有償ボランティアとして参画し、活動を推進していま

す。運動普及推進員の活動は、平成 23（2011）年度は 55名により 21回、平成 24（2012）年度

は 63名により 105回実施されていましたが、平成 29（2017）年度では、141名により 454回実

施されています。

また、運動普及推進員の養成のために運動普及推進員養成講座と運動普及推進員継続講座を

実施しています。平成 23（2011）年度には運動普及推進員養成講座を 1コース、30名、延べ

197名に実施し、運動普及推進員継続講座を 6回、85名、延べ 256名に実施していましたが、

平成 29（2017）年度には、運動普及推進員養成講座を 1コース、13名、延べ 87名に実施し、

運動普及推進員継続講座を5回、142名、延べ 342名に実施しました。

茨城県体育授業サポーター派遣事業

学校の教員のための体育・スポーツに関する研修会等の実施

茨城県体育授業アドバイザー派遣事業
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6　シルバーリハビリ体操指導士

「シルバーリハビリ体操」は、茨城県で高齢者の介護予防を推進するために普及を進めてい

るもので、この体操を地域の住民へ指導・普及するボランティアとして「シルバーリハビリ体

操指導士」の養成を行っています。本市では、シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講座を実

施しています。また、シルバーリハビリ体操指導士は、本市の出前体操教室などで指導を行っ

ています。

7　スポーツ指導者の課題

本市では、スポーツ推進委員の研修会、スポーツ少年団の指導者養成講習会、運動普及推進

員に関連する養成講座など、スポーツ指導者の育成や資質の向上が行われていますが、スポー

ツ指導者の研修及び資質向上を質・量ともにさらに充実させる必要があります。地域のスポー

ツ指導者の人材育成、資質向上、系統的な研修会などの開催は、地域のスポーツ指導者が地域

のスポーツ活動を推進していく上で最も重要な支援策であるといえます。スポーツを通じた地

域の交流やスポーツ団体の活性化を進めるためにも、十分な資質と能力を備えたスポーツ指導

者が必要となっています。スポーツ指導者に関する育成及び支援が遅れると、今後とも各地区・

地域における組織的なスポーツ活動の停滞や指導者の減少へとつながる危険性があると考えら

れます。

また、本市におけるスポーツ指導者の活動実態を把握するとともに、本市におけるスポーツ

の推進のための様々な取組について関係するスポーツ指導者と連携を図る必要があります。特

に、地域のスポーツ指導者には、スポーツ種目の技術指導だけでなく、スポーツ文化とその価

値の継承、人格的・道徳的な教育、スポーツ団体間の連携やマネジメント、地域と行政との橋

渡し役などを行うことが求められています。さらに、障害者のスポーツの指導者については明

白な取組が行われておらず、関連する制度の構築を検討する必要があります。

第 10 節　スポーツ教室の現状と課題

1　つくば市によるスポーツ教室

本市は、平成29（2017）年度のスポーツ教室の活動実績としては、トレイルラン教室、スポー

ツ鬼ごっこ教室、ストリートダンス教室、体幹トレーニング教室、バレーボール教室、アーチェ

リー教室、ラート教室、ランニング教室、子どものスキー教室などを実施しています。延べ参

加者数は、927名となっています。スポーツ教室の情報は市報、ホームページ、チラシのほか、

Facebook ページにおいても情報提供をしています。（表－資48（p.144）参照）
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2　出前教室

健幸長寿日本一をつくばからを掲げて、本市ではすべての世代の健康づくりと高齢者介護予

防事業を推進するために出前教室を行っています。出前教室には、「多世代交流出前教室」と

「シルバーリハビリ出前体操教室」の2つがあります。

多世代交流出前教室は、つくば市民で常時 5人以上が参加できる団体を対象に、年間一団体

最大 12回（月 1回）、1回のみからでも利用できるものです。次のメニューを自由に組み合わ

せることができます。さらに、市教室にプラスして自主的な活動をサポートしています。（表

－資49（p.145）参照）

　①運動インストラクターによる簡単体操　　　　　　6回

　②リハビリ専門職による講話・実技　　　　　　　　1回

　③スクエアステップエクササイズ　　　　　　　　　6回

　④カラオケ体操（ストレッチ・歌って踊る体操）　　 3回

　⑤運動普及推進員によるウォーキング教室　　　　　1回

　⑥専門職による健康講話　　　　　　　　　　　　　1回

　⑦高齢者健康遊具の体験教室　　　　　　　　　　　1回

　⑧体力測定・体組成測定　　　　　　　　　　　　　1回

　⑨食生活改善推進員による食事の講話・試食　　　　1回

多世代交流出前教室

シルバーリハビリ体操は、一人でも、椅子でも、床でも、寝て、立ってできる体操で、ピン

ポイントで標的の筋力を強化・維持するものです。毎月 2回まで年 24回まで行うことができ

ます。5人以上の参加で近くの集会所等へ無料で伺い実施されます。

平成 28（2016）度は 2,415 回、延べ参加者数 24,013 人、平成 29（2017）年度は 2,665 回、

延べ参加者数24,015人に対してシルバーリハビリ出前体操教室を実施しました。出前体操には、

シルバーリハビリ体操指導士が指導に当たっています。（表－資49（p.145）参照）

健康教室の開催については、企業などから会場・駐車場・景品等を無料で提供してもらい、

提供された会場で簡単な体操や健康講話の教室などを実施する市民・企業連携事業を行ってい

ます。

シルバーリハビリ出前体操教室

市民・企業連携事業
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3　いきいき運動教室

いきいき運動教室は、いきいきプラザにおいて 40歳以上の中・高齢者を対象に有酸素運動

を中心に軽い運動・ストレッチなどの運動教室を行うとともに、体力測定、運動指導、栄養指

導を行い、高齢者のスポーツ活動の促進や健康意識の高揚を図る運動教室です。平成29（2017）

年度は 5コースを各 41回、実人数 205人に対して行い、延べ 6,187人の参加がありました。

平成 30（2018）年度からは対象年齢クラスを 40歳から 64歳、65歳から 74歳の 2つに分け、

アクティブ運動教室（40歳から64歳）を追加実施し、年齢に応じた運動教室の実施・改善を行っ

ています。（表－資50（p.145）参照）

4　元気はつらつ運動教室

元気はつらつ運動教室は、いきいきプラザにおいて 75歳以上の高齢者を対象に生活習慣病

予防や健康維持増進に効果のある運動（リズム運動など）を行い、健康相談、栄養相談、健康

講話、栄養講話、体力測定を行う運動教室です。（表－資51（p.145）参照）

5　アクティブ運動教室

アクティブ運動教室は、いきいきプラザにおいて 40歳から 64歳の方を中心に楽しみながら

運動習慣を身につけることを目的とした運動教室です。インストラクターによる持久力、柔軟

性、バランス、筋力アップ運動を行っています。

6　スポーツ教室の課題

本市においては、スポーツ教室の開催を積極的に行っています。毎年、教室の参加者実績を

考慮し、内容を精選し、事業の改善を図っています。また、民間のスポーツクラブとの事業内

容の差別化をどのように図るかが課題となっています。

さらに、これまでのスポーツ教室の内容は、「する」スポーツ＊のための技術指導や健康のた

めの体操や運動の実践指導を中心に行われてきましたが、今後は、地域住民の交流が促進され

ることに主眼を置いたスポーツ教室の開催や、スポーツ文化やスポーツを通じた人と人との結

びつきの在り方を学ぶような講演会等の開催も行う必要があると考えられます。

第 11 節　つくば市の行政組織とスポーツ関連事業の現状と課題

1　本市のスポーツ推進についての要望

つくば市スポーツ活動調査では、本市のスポーツ推進についての要望として、「かなり望む」 

「望む」「やや望む」を合わせた数値が最も高かったのは、「子どものスポーツ活動の推進」で、 
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「かなり望む」が 20.3％、「望む」が 31.0％、「やや望む」が 27.2％となっています。次いで、 

「高齢者の運動プログラムの推進」が「かなり望む」15.7％、「望む」30.9％、「やや望む」

31.6％、「筑波山など、自然を生かした運動プログラムの推進」が「かなり望む」19.7％、「望む」

29.3％、「やや望む」28.6％の順となっています。（図 22参照）

図 22　本市のスポーツ推進についての要望

2　スポーツ推進のために本市が今後力を入れるべきこと

スポーツ推進のために本市が今後力を入れるべきこととしては、「かなりそう思う」「そう思う」

及び「ややそう思う」を合わせた数値が最も高かったのは「学校体育施設の開放・整備」で、「か

なりそう思う」が21.3％、「そう思う」が26.8％、「ややそう思う」が30.7％、合計で78.8％となっ

ています。次いで、「各種スポーツ行事・大会・教室の開催」が、「かなりそう思う」14.3％、「そ

う思う」30.6％、「ややそう思う」32.6％、合計 76.9％、「野外スポーツ活動施設の整備」が、「か

なりそう思う」19.1％、「そう思う」26.5％、「ややそう思う」31.0％で、合計 76.6％、「障害

者スポーツの普及・推進」が、「かなりそう思う」13.0％、「そう思う」29.0％、「ややそう思う」

34.6％、合計 76.6％の順となっています。（図 23参照）
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3　つくば市のスポーツ関連事業の状況と関連部局間の連携

本市の内部部局が実施しているスポーツと関連がある事務事業は、市民のスポーツの振興に

関する事務については、市民部スポーツ振興課（スポーツ振興係、スポーツ・レクリエーショ

ン係、施設管理係）が分掌し、さらにいきいき茨城ゆめ国体及びいきいき茨城ゆめ大会に向け

た対応については国体推進課（総務企画係、競技運営係）が担当しています。その他にも、ス

ポーツの推進と関連する事務事業は、第 4章で示すように教育、文化、福祉、健康、観光、公園、

都市計画、道路、交通、子育てなど様々な関連があり、多様な部局で関連する事業や取組が実

施されています。本市におけるスポーツの推進を実現していくためには、関連する事務事業の

分散を改善し、行政組織内部で連携体制を構築し、情報の集約や組織的・効率的な関連事業の

調整を総合的に図っていくことが課題となっています。

このため、つくば市スポーツ推進計画に基づいて、まず、スポーツの推進に関する基本的な

情報をスポーツ振興課が集約できる体制を整備してきました。具体的には、資料 9「つくば市

スポーツ推進計画進行管理一覧」（p.102）を策定し、本市のスポーツの推進に関連する事業及

び取組の進捗状況等の情報を集約し、進行管理を行っています。これによって、特にスポーツ

施設の利用状況、スポーツ関連イベントの開催状況、各関係施設でのスポーツ活動の実施状況、

住民のスポーツに関する意識、民間スポーツ団体の活動実態など、スポーツの推進に関する基

本的な情報を集約し、政策課題の分析、関連部局間の連携、計画及び施策の統一性・体系性の

確保などのために活用できるようにしています。

次に、本市のスポーツに関連する事務事業を行っている担当部局が情報を交換し、連携を深
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かなりそう思う そう思う ややそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 無回答

図 23　スポーツ推進のために本市が力を入れるべきこと
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め、本市のスポーツ推進を総合的に実施していくために、平成 26（2016）年度よりスポーツ関

連部局による推進会議を創設し、連携体制について協議しています。今後さらに、推進会議の

あり方やつくば市スポーツ推進審議会と推進会議との連携をどのように図っていくかが課題で

あると考えられます。

第 12 節　スポーツ推進のための連携・協働の現状と課題

1　茨城県との連携　 いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会の開催

茨城県では平成31（2019）年に「いきいき茨城ゆめ国体」（大会正式名称：第74回国民体育大会）

と「いきいき茨城ゆめ大会」（大会正式名称：第 19回全国障害者スポーツ大会）が開催される

ことから、本市も連携体制を整備しています。つくば市市民部に国体推進課を設置して、本市

で開催する競技に関して、県や競技団体と連携し、準備を進めています。

本市では、国体の正式競技として、自転車（ロード・レース）とアーチェリー、国体の公開

競技としてパワーリフティング、デモンストレーションスポーツとしてダンス＆パフォーマン

スとスポーツ鬼ごっこ、全国障害者スポーツ大会の正式競技としてアーチェリーと車いすバス

ケットボール、オープン競技としてハンドアーチェリーの、合計8つの競技が開催されます。

2　筑波大学との連携

本市のスポーツ推進の連携先機関として、筑波大学に期待する市民の割合は大きいといえま

す。つくば市スポーツ活動調査では、「今後、筑波大学に期待する」内容として、「かなりそう

思う」「そう思う」の合計で数値が高かったのは、「スポーツ施設の開放」が 55.6％で最も高

く、次いで、「専門的なスポーツ指導」が 49.7％、「専門的な健康運動プログラムの指導」が

48.7％、「高齢者のスポーツ活動の指導・支援」が 46.1％、「地域のスポーツ指導者の養成」が

45.5％、「障害を持つ人のスポーツ活動の指導・支援」が 44.7％となっています。本市と筑波

大学との連携に期待する市民の期待が高いことは、前回調査と同様の傾向であるといえます。

（図－資27（p.141）参照）

本市は、平成 26（2014）年のつくば市スポーツ推進計画において、同計画を策定後に取り組

むべき連携体制の強化の課題として筑波大学とのスポーツ推進のための協定の締結を示してい

ましたが、実際に「国立大学法人筑波大学とつくば市とのスポーツ連携推進に関する協定を平

成26（2014）年 11月 14日に締結し、スポーツ連携推進連絡協議会を設置し、連携に関するマッ

チング制度を構築するなどして、今後さらに連携の強化を図る予定です。

また、平成 30（2018）年 4月に、本市は、2020年の東京オリンピック競技大会に向けて、ス

イス選手団の事前キャンプ等に関して筑波大学、茨城県、スイス・オリンピック協会と事前

キャンプ基本合意書を締結し、今後の連携を検討することになっています。
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この他にも、本市は、つくばマラソン、各種スポーツ教室などの開催において筑波大学との

連携を行っています。

3　つくば健康マイレージ事業

「つくば健康マイレージ」は、市民の健康づくりの促進と健康づくりの意識を高めることを目

的として、本市に在住する20歳以上を対象にして、健康づくりに取り組むと健康ポイントが付

与され、ポイントがたまったら応募用紙で景品を抽選でもらうことができる制度です。本市が

実施するスポーツイベントや講習会等の行事に参加した場合にもポイントが付与されます。平

成 29（2017）年度は、応募期間 5か月間に 655人の参加がありました。また、このつくば健康

マイレージ事業は、平成 29（2017）年度では 14社の事業協賛実施団体・企業の連携・協力の

もと実施されています。

4　スポーツに関する情報の提供

本市のスポーツに関する情報は、主にホームぺージ、Facebook、広報紙、チラシ、ポスター、

地域情報紙などで提供されています。ホームページとしては、「つくば市公式ウェブサイト」が

あり、「観光・文化・スポーツ」の分類の中に「スポーツ」の項目があります。「つくば市スポー

ツ推進計画」「スポーツ施設」「スポーツ推進」「スポーツイベント・教室」「いきいき茨城ゆめ国 

体・いきいき茨城ゆめ大会」「学校体育施設開放」「東京 2020オリンピック・パラリンピック」

などに関する情報を発信しています。

スポーツに関する SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）による情報提供は、ス

ポーツ振興課が運用する Facebook（https://ja-jp.facebook.com/tsukuba.sports）によって

行われており、本市のスポーツ振興に関係する情報全般、スポーツイベントやスポーツ教室の

情報等を発信しています。

今後、スポーツに関する情報をより市民に届けるためには、障害者スポーツ、スポーツ推進

審議会などについても、スポーツに関する情報としてとりまとめ、一元的に発信していくこと

が必要であると考えられます。
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第1節　基本理念

1　本計画の基本理念

本計画は、「スポーツで“つながる”まち つくば」を基本理念とし、スポーツを通じて人と人、

人と地域、文化・社会が“つながる”まちを将来像として、本市のスポーツを推進します。

スポーツとは、ただ単に身体を動かし競技することだけでなく、人と人とが近づいて親しく

なり、家庭や職場とは異なる人間同士が交流し“つながる”場を醸成し、こころとからだを癒

し育む文化的社会的な活動と空間を形成する営みです。 

この基本理念には、スポーツを通じて人と人とをつなげ、まちや人を元気にし、人々がスポー

ツ文化のもつ素晴らしさを体感し理解し、地域にスポーツ文化が生じ、受け継がれ、根づき、

そして、まわりの人々や社会へと波及していくことによって、つくばからスポーツ文化を発信

したい、スポーツでこの国をもっと幸せにしたいという熱い思いが込められています。

2　スポーツ基本法の8つの基本理念

スポーツ基本法第 4条（地方公共団体の責務）は、地方公共団体が同法第 2条に定める基本

理念（資料参照）にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的

かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することを定め

ています。本市においても、スポーツ基本法第 2条に定める 8つのスポーツに関する基本理念

にのっとりスポーツを推進します。

また、本市は、これらの基本理念の中でも、市民の身近な行政と福祉の増進にかかわること

を中心に施策を実施します。特に基本理念の③地域の人々のスポーツを通じた交流の促進に関

することは、本計画の基本理念と共通する理念となっています。さらに、基本理念の①生涯に

わたるスポーツの実践に関することは、本計画で重視する基本方針「する」スポーツの重視及

び基本戦略1「ライフステージに応じたスポーツ活動の促進」と共通する理念となっています。

スポーツ基本法の8つの基本理念

第 3章　計画の基本的な考え方

① スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわた

りあらゆる機会と場所において、自主的・自律的に適性や健康状態に応じてスポーツを行うことが

できるようにする

② 青少年のスポーツが国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるも

のであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体、家庭及び地域における活動を相互に連携

③ 地域において、主体的に協働することによりスポーツを身近に親しむことができるようにするとと
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（出典:文部科学省「スポーツ基本法リーフレット」）

3　本市の基本理念

つくば市未来構想では、本市のまちづくりの理念としては、次の 4つが掲げられています。

本市は、これらのまちづくりの理念をスポーツのまちつくばを推進するうえでも実行していき

ます。

　　①　人を育み、みんなで支えあうまち

　　②　快適で安全・安心を実感できるまち

　　③　環境にやさしく、次世代へつなぐまち

　　④　つくばの資源をいかし、世界へ貢献するまち

また、本市は、平成 30（2018）年 2月に「持続可能都市ヴィジョン」を公表し、国連の持続

可能な開発目標（SDGs）＊の考えを取り入れ、持続可能都市の実現を目指しています。スポーツ

に関しても、このSDGs の基本理念を尊重して具体的な取り組みを進めていきます。

第2節　基本方針

1　「する」スポーツの重視

本計画は、基本理念の実現のために、「する」スポーツを重視し、市民がスポーツを楽しみ、

いつでも、どこでも、スポーツを「する」ことができるように、スポーツを推進することを基

本方針とします。

もに、スポーツを通じて、地域のすべての世代の人々の交流を促進し、交流の基盤を形成

④スポーツを行う者の心身の健康の保持増進、安全の確保

⑤ 障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な

配慮をしつつ推進

⑥ 我が国のスポーツ選手（プロスポーツ選手を含む。）が国際競技大会等において優秀な成績を収める

ことができるよう、スポーツに関する競技水準の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図りつ

つ、効果的に推進

⑦ スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増進及び国際平和に

寄与

⑧ スポーツを行う者に対する不当な差別的取扱いの禁止、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ

適切に実施することを旨として、スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進
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2　 子ども、高齢者、障害者、成人の4つの主体

本計画は、スポーツをする主体を「子ども」「高齢者」「障害者」「成人」の 4つに分けて、そ

れぞれの主体によるスポーツを推進することを基本方針とします。このようにして、本計画は、

ライフステージに応じたスポーツの推進及び適性や健康状態に応じたスポーツの推進を行いま

す。

3　 人と人との「つながり」と「交流」の重視

本計画は、「子ども」「高齢者」「障害者」「成人」がお互いにスポーツでつながりあい、人間

関係を築き、地域で交流することができるように、「つながり」や「交流」を重視してスポー

ツを推進することを基本方針とします。

図24　�スポーツで子ども、高齢者、障害者、成人がお互いに�

“つながる”まち�つくばのイメージ図

第 3節　基本目標及び数値目標

1　基本目標

本計画は、基本理念及び基本方針を踏まえて、以下の2つの基本目標を定めます。

高齢者 子ども

成　人 障害者

人と
スポ
ーツを

とりまく地域と環境

ス

ポーツで“つながる”まち
、つ
くば

スポーツ

図表　スポーツでつなるつくばのイメージ図
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数値目標3 障害者の週 1回以上のスポーツ・身体的レクリエーションの実施率を 50％

以上にする。

数値目標4 スポーツの推進について満足している市民の割合を55％以上にする。

「子ども」「高齢者」「障害者」「成人」など、すべての市民が、いつでも、どこでも、体力や

年齢、適性や健康状態、興味や目的に応じて、スポーツをすることができるようにする。

平成 29（2017）年度つくば市市民意識調査では、「年齢層にあったスポーツの開発普及」に

関する市民の要望が 38.8％と最も高く、すべての市民がスポーツをすることができるようにす

ることが最も重要な目標となっています。

スポーツを通じて市民がつながり合い、交流が活発になるように、地域社会全体が連携・協

働して地域のスポーツ環境を整備できるようにする。

2　数値目標

本計画は、基本目標の達成状況を評価する成果指標として、①定期的にスポーツをする市民

の割合と②スポーツの推進について満足している市民の割合を設定します。また、本市、国及

び他の自治体の関連する成果指標の現状と本計画の第 2章で示された本市のスポーツの現状を

踏まえて、以下の 5つの数値目標を定めます。このうち、障害者のスポーツ実施率に関する数

値目標とつくば市のスポーツ推進施策の認知度に関する数値目標は、本計画で新たに追加され

た数値目標となります。

成果指標①　定期的にスポーツをする市民の割合

国の数値目標と同じ65％を本市の数値目標として設定

平成 29（2017）年度の実施率の現状を維持

障害者の 2人に 1人が実施することを目標

※平成29年度つくば市スポーツ活動調査での障害者（7歳から 79歳対象を調査）

成果指標②　スポーツの推進について満足している市民の割合

平成26（2014）年のつくば市スポーツ推進計画の数値目標を維持

基本目標1

基本目標2

数値目標1 成人の週1回以上のスポーツ実施率を 65％以上にする。

数値目標2 成人の年1回以上のスポーツ実施率を 85％以上にする。



71

第3章

市民の半数以上に認知度が高まることを目標

※平成29年度つくば市スポーツ活動調査での障害者（7歳から 79歳対象を調査）

第4節　基本戦略
本計画は、「スポーツで“つながる”まち つくば」を実現するために、次の 4つの基本戦略

を定めます。

施策の対象を「子ども」「高齢者」「障害者」「成人」の4つの主体に分けて、ライフステージ

に応じたスポーツ活動の促進を図る。また、それぞれの主体に応じたスポーツ活動の支援方策

を構築する。

スポーツを通した「つながり」や「交流」を促進させ、スポーツをささえる団体や組織など

の基盤を強化し、地域全体でスポーツ文化を理解し、推進する。

スポーツイベントやスポーツ教室を通して、スポーツを楽しみ、学び、理解する機会を提供

するとともに、施設、指導者、情報提供などの環境を整備する。

スポーツの推進を図るために、地域の団体、関係するスポーツ団体、学校、大学・研究機関、

行政部局、国、茨城県などとの連携・協働の体制を強化する。また、いきいき茨城ゆめ国体

（第74回国民体育大会）及びいきいき茨城ゆめ大会（第19回全国障害者スポーツ大会）並びに

2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた連携を推進する。

数値目標5 つくば市が実施している障害者のスポーツに関する取組の認知度の割合を

50％以上にする。

基本戦略1 ライフステージに応じたスポーツ活動の促進

基本戦略2 スポーツを通じた交流と組織基盤の強化

基本戦略3 スポーツ環境の整備・充実

基本戦略4 スポーツ推進のための連携・協働の推進
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第4章　施策及び事業・取組

本計画は、4つの基本戦略の側面から基本目標を実現するために、それぞれの基本戦略ごと

に、具体的な施策及び事業・取組を定め、本計画の実現を目指します。

第1節　ライフステージに応じたスポーツ活動の促進（基本戦略1）

施策の対象を「成人」「子ども」「高齢者」「障害者」の4つの主体に分けて、ライフステージ

に応じたスポーツ活動の促進を図る。

成人のスポーツ活動の促進のために、関連する施策及び事業を実施するとともに、関係する

団体・組織の間での連携体制の充実を図る。

● スポーツのイベント、大会、フォーラム等の開催	 【スポーツ振興課】

市民が気軽に参加できるスポーツイベントや大会を開催し、市民がスポーツに

参加する機会を促進する。

● スポーツの日の実施	 【スポーツ振興課】

子どもから高齢者まで、市民が集い、交流するために、スポーツの日を実施し、

スポーツフェスティバルやスポーツフォーラムなどを行い、市民のスポーツ文

化に対する理解を促すとともに、市民がスポーツについて交流する機会を提供

する。

● スポーツ教室・運動教室の開催	 【スポーツ振興課】【健康増進課】

スポーツ教室や運動教室の開催を通して、スポーツの楽しさや健康の維持管理

の方法を学び、市民のスポーツ活動の促進を図る。また、勤労者、家事・育児

をしている人、女性などを対象としたスポーツ教室を開催する。

● スポーツ関連情報の提供	 【スポーツ振興課】

スポーツに関する情報を市報、Web サイト、SNS（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）、ポスターなどを活用して市民に提供し、スポーツ活動の促進を

図る。

施策①　成人のスポーツ活動の促進

主な事業・取組
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● つくば健康マイレージ事業	 【健康増進課】

本市が実施するスポーツイベントや講習会等の行事に参加した場合に、ポイン

トを付与し、市民のスポーツ参加を促進する。

● スポーツ施設・公共空間等の管理及び利用の促進

	 	 【公園・施設課】【スポーツ振興課】【文化芸術課】

スポーツ施設及び関連する公共空間＊を管理し、利用を促進することによって、

市民がスポーツに参加する機会を提供する。

● 学校体育施設の開放	 【教育施設課】

学校体育施設を市民に開放し、スポーツをする場と交流の機会を提供する。

子どものスポーツ活動の促進のために、関連する施策及び事業を実施するとともに、学校、地

域のスポーツクラブ、スポーツ少年団など関係する団体・組織の間での連携体制の充実を図る。

● 中学校運動部活動の支援、環境の整備及び活動状況の調査	【学務課】【教育指導課】

中学校の運動部活動の用具購入費、修繕費、大会参加のためのバス賃借料など

の費用を支援するなどして、運動部活動の環境の整備を図る。また、中学校の

運動部活動の活動状況を調査するとともに「つくば市運動部活動の運営方針」

に基づいて必要なフォローアップを行う。

● 全国大会・関東大会出場補助事業	 【教育総務課】

全国及び関東各種スポーツ大会に出場する児童・生徒に対して補助・支援を行う。

● 児童・生徒の体力の向上	 【教育指導課】【健康教育課】

各学校で児童・生徒の体力向上のための取組を行う。また、茨城県の体力アッ

プ関連事業と連携する。

● 体力テストの実施	 【健康教育課】【教育指導課】

小学校及び中学校で体力テストを実施し、その結果を学校体育施策に活用する。

また、子どもの体力・運動能力の向上に役立てる。

施策②　子どものスポーツ活動の促進

主な事業・取組
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● 放課後子ども教室の推進	 【こども育成課】

市内の小学生を対象に放課後子ども教室を実施し、スポーツ活動や文化活動な

どの体験活動や地域の住民との交流活動を行う。

● 放課後児童クラブの育成・支援	 【こども育成課】

小学校や児童館の体育・スポーツ施設を利用して、放課後児童クラブの遊びの

場を提供し、児童の健全育成を図る。また、放課後児童クラブ施設を整備する。

● 体育授業への外部指導員等の派遣	 【教育指導課】

体育授業に外部指導員やサポーター等を派遣し、児童・生徒の体力向上や体育

授業の活性化を図る。

● スポーツ選手等のスポーツ人材と連携した各種事業の実施

	 	 【スポーツ振興課】【教育指導課】

市内に拠点を置くスポーツ選手やスポーツ指導者などの人材を学校や地域ス

ポーツクラブ等に派遣し、体力向上や技術指導を行う。また、子どもを含めた

多くの市民とトップスポーツ選手との交流を提供する。

高齢者のスポーツ活動の促進のために、関連する施策及び事業を実施するとともに、関係す

る団体・組織の間での連携体制の充実を図る。

● いばらきねんりんスポーツつくば市大会の開催	 【高齢福祉課】

茨城県健康福祉祭の一環として、いばらきねんりんスポーツつくば市大会を開

催する。

● 高齢者いきいき健康アップ事業	 【高齢福祉課】

65歳以上の高齢者を対象に、活動量計を身につけて、ウォーキングなどの運動

を行い、健康づくりと介護予防を図る。

● いきいき運動教室・元気はつらつ運動教室の開催	 【健康増進課】

高齢者を対象に、有酸素運動を中心とした軽い運動・ストレッチなどの運動教

室を開催する。

施策③　高齢者のスポーツ活動の促進

主な事業・取組
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● 出前体操教室の開催	 【健康増進課】

地域交流センター等を利用して、専門の指導者による介護予防のための出前体

操教室を開催する。

● シルバークラブでのスポーツ活動の促進	 【高齢福祉課】

地域の高齢者の生きがいと健康づくりのためにシルバークラブでのスポーツ活

動を促進させる。

障害者のスポーツ活動の促進のために、関連する施策及び事業を実施するとともに、関係す

る団体・組織の間での連携体制の充実を図る。また、様々なイベントや教室を実施することに

よって、参加の機会を増やし、認知度の向上を図る。さらに、障害者スポーツの指導者を育成・

支援するため、活躍の場を提供する。

● 障害者のスポーツイベントの実施	 【スポーツ振興課】

障害者のスポーツイベントを実施し、障害者のスポーツ活動を促進する。

● 障害者のためのスポーツ教室の実施	 【スポーツ振興課】

障害者のためのスポーツ教室を実施し、障害者がスポーツを楽しむ機会を提供

する。

● 障害者スポーツのサポーターや指導者の育成の支援	 【スポーツ振興課】

障害者スポーツのサポーターやボランティアの育成の支援に取り組み、指導者

へとステップアップできるような仕組みづくりと活躍の場を提供する。

● 障害児スポーツ教室の開催	 【障害福祉課】

障害者の社会参加を促進するために、専門の指導者による障害児を対象とした

スポーツ・レクリエーション教室を開催する。

● おひさまサンサン生き生きまつりの開催	 【障害福祉課】

障害者社会参加促進事業として、「おひさまサンサン生き生きまつり」を開催し、

市民の障害に対する理解及び障害者の社会参加の促進を目指す。

施策④　障害者のスポーツ活動の促進

主な事業・取組
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● 「みんなで	DO	!	スポーツ」の開催	 【つくば市社会福祉協議会】

障害者のスポーツを通じた地域との交流や仲間づくりを目的としてスポーツ交

流事業を開催する。

● 体験乗馬療法事業の開催	 【障害福祉課】

地域生活支援事業における社会参加支援として、乗馬を通して、動物とふれあ

う心を養うとともに、障害児と健常児との交流を図る。

第2節　スポーツを通じた交流と組織基盤の強化（基本戦略2）
スポーツを通じた「つながり」や「交流」を促進させ、スポーツをささえる団体や組織など

の基盤を強化し、地域全体でスポーツ文化を理解し、推進する。

市民のスポーツ活動や関係する団体の組織的な活動を支援することを通して、地域でのス

ポーツ活動と住民の交流を促進させる。また、スポーツを通じて生じた交流の輪を地域から広

げ、スポーツ交流を発展させる。

● 地域の区会、スポーツ振興会などにおけるスポーツ交流の支援

	 	 【スポーツ振興課】【市民活動課】

地域の区会＊、スポーツ振興会＊などにおけるスポーツを通じた交流を支援する。

また、そのために近隣の公共施設等の利用の便宜を図る。

● 地域交流センターの活用	 【文化芸術課】

各地域交流センターにおいて、スポーツ関連の講座を開講し、また付属する施

設でスポーツをすることによって、住民の自発的な活動の促進を図り、地域の

交流を促す。

● ふれあいプラザの活用	 【文化芸術課】

市民の自主的なスポーツ活動及び交流と生涯学習の機会を提供するために、ふ

れあいプラザのフィットネスプール、ホール、軽運動室を積極的に活用する。

施策⑤　スポーツを通じた交流の促進

主な事業・取組
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● スポーツ合宿の誘致	 【観光推進課】

スポーツツーリズム向上の一環として、スポーツ合宿の誘致の推進を図る。

● 森林体験パークの整備及び通年型観光拠点の構築	 【観光推進課】

筑波山梅林周辺の市有地に森林体験パークを整備し、新たな年代層をターゲッ

トとした通年型観光拠点を構築し、スポーツツーリズムの促進を図る。

● スポーツを通じた国際交流

日本人・外国人を問わず、誰でも気軽に参加できるスポーツイベントを開催し、

スポーツを通じた国際交流を行うとともに、多文化共生＊の意識を啓発する。

【国際交流室】

● スポーツ関連情報の提供（再掲）

● 全国大会・関東大会出場補助事業（再掲）

● シルバークラブでのスポーツ活動の促進（再掲）

スポーツ関係団体やスポーツの推進を支援する関係団体などの組織基盤を強化する。また、

子どものスポーツや体力の向上について学校、体育関係団体などの組織・連携の充実を図る。

● つくば市体育協会との連携及び事業の補助	 【スポーツ振興課】

つくば市体育協会及びその構成組織である専門部会、スポーツ少年団、スポー

ツ振興会と連携し、本市のスポーツを推進する。また、同協会が行うスポーツ

を目的とする事業に対して補助を行う。

● つくば市レクリエーション協会との連携及び事業の補助	 【スポーツ振興課】

つくば市レクリエーション協会と連携し、本市のスポーツ・レクリエーション

を推進する。また、同協会が行う事業に対して補助を行う。

● つくば市小学校体育連盟との連携及び事業の補助	 【教育総務課】

市内の小学生を対象につくば市小学校体育連盟が陸上記録会等を開催するため

に、必要な経費を補助する。

施策⑥　スポーツをささえる組織基盤の強化

主な事業・取組
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● つくば市中学校体育連盟との連携及び事業の補助	【教育総務課】【スポーツ振興課】

市内の中学生を対象につくば市中学校体育連盟が陸上競技大会、総合体育大会、

新人体育大会等を開催するために、必要な経費を補助する。

● 中学校運動部活動の支援、環境の整備及び活動状況の調査（再掲）

● 放課後児童クラブの育成・支援（再掲）

● シルバークラブでのスポーツ活動の促進（再掲）

子どもから高齢者まで、住民が参画するスポーツイベントの機会を提供し、スポーツの交流

の場を提供する。

● つくばマラソン開催事業	 【スポーツ振興課】

地域のスポーツ団体や民間事業者等と連携して、つくばマラソンを開催する。

● つくば健康マラソン大会開催事業	 【スポーツ振興課】

小学生から高齢者までの健康づくり、体力向上及びランニングの普及を図るた

めに、つくば健康マラソン大会を開催する。

● つくば学園ウオークラリー大会開催事業	 【スポーツ振興課】

いつでも気軽に市民がスポーツをすることができるプログラムとして、筑波研

究学園都市におけるウオークラリー大会を開催する。

● 「つくばウォークの日」運動普及事業	 【健康増進課】

毎月第 1日曜日を「つくばウォークの日」と定め、ウォーキングイベントを開

催したり、ウォーキングコースを紹介するなど、市民が運動に親しむ機会を提

供する。

● フットパスコースの設定、PRの取組	 【観光推進課】

筑波山麓や田園地帯、古い街並み等の昔ながらの風景を楽しみながら歩くフッ

トパスコースを設定し、PRを行う。

施策⑦　住民が参画するスポーツイベントの機会の提供

主な事業・取組
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● スポーツイベントに関するつくば市の後援名義の使用承認	 【秘書課】

各種団体が主催するスポーツイベント等に対して、申請に基づき、本市の後援

名義の使用を承認する手続きを行う。

● おひさまサンサン生き生きまつりの開催（再掲）

● いばらきねんりんスポーツつくば市大会の開催（再掲）

第 3節　スポーツ環境の整備・充実（基本戦略3）
スポーツイベントやスポーツ教室を通して、スポーツを楽しみ、学び、理解する機会を提供

するとともに、施設、指導者などの環境を整備する。

市民がスポーツを行うことができる環境を充実させるために、スポーツ施設及び関連する公

共空間を整備する。また、スポーツ施設及び関連する公共空間の利用状況を調査し、利用の効

率化を図るとともに、市民のニーズを把握し、施設等の整備及び維持管理を行う。

● 陸上競技場の整備検討	 【スポーツ振興課】

陸上競技会等を開催することができる陸上競技場が市内にないことから、陸上

競技場の整備を検討する。

● 体育施設の改修及び維持管理	 【スポーツ振興課】

市内の体育施設（グラウンド、テニスコート、柔剣道場、体育館）の改修及び

維持管理（施設修繕、施設管理）を行う。

● 公園の運動施設の改修及び管理	 【公園・施設課】

市内の公園の運動施設（プール、テニスコート、野球場、多目的広場など）を

改修し、維持管理する。

● ペデストリアンデッキ等の歩行空間・遊歩道の整備、維持管理及び活用

	 	 【道路計画、道路整備、道路管理課】【健康増進課】【スポーツ振興課】

ペデストリアンデッキ等の歩行空間・遊歩道を整備するとともに、老朽化した

部分の改修を進め、安全・安心な歩行空間の維持管理を図り、ウォーキングな

施策⑧　スポーツ施設及び関連する公共空間の整備及び維持管理

主な事業・取組
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どの実施に活用する。

● 自転車のまちづくりの推進	 【総合交通政策課】【防犯交通課】

安全・安心、環境、健康等に視点をおき、自転車を利用する子どもから高齢者

までの全ての市民を対象に「ひと・自転車・クルマが共生できるまちつくば〈安

全で快適なりんりんつくば〉」を推進する。また、子どもたちには、交通ルール

や自転車のマナーを学ぶ機会を提供し、安全に正しく利用できるよう推進する。

● 体育施設耐震化事業	 【スポーツ振興課】

体育施設の耐震化を行い、体育施設の安全性を確保し、また体育館を災害時の

予備避難所としての活用を図る。

● つくばウェルネスパークの管理	 【スポーツ振興課】

市民の運動の場及び保養の場の提供、健康の保持増進のために、ヘルスプラザ、

フットボールスタジアムつくば（セキショウ・チャレンジスタジアム）、スポー

ツフィールドなどのスポーツ施設を管理・運営する。

● 小学校・中学校の施設（体育施設含む）の耐震改修事業（事業終了）	【教育施設課】

● 学校施設開放事業	 【教育施設課】

つくば市立の学校体育施設の地域への開放を推進する。

● 県立高等学校体育施設開放事業	 【スポーツ振興課】

茨城県の県立学校体育施設開放促進事業に基づき、つくば市内の県立高等学校

の体育施設を開放する。

● つくばカピオ管理運営事業	 【文化芸術課】

つくばカピオを管理運営し、アリーナなどをスポーツ活動や市民の交流の場と

して提供する。

● いきいきプラザの活用	 【健康増進課】

つくば市健康増進施設いきいきプラザを活用して、運動を通して市民の体力の

向上を図り、健康の維持増進を図る。
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● 野外活動・キャンプ等関連施設の維持管理	 【観光推進課】

野外活動・キャンプ等のための施設を備えている豊里ゆかりの森、筑波ふれあ

いの里、茎崎こもれび六斗の森などの施設の管理運営を行う。

● 筑波山麓の整備・筑波山周辺観光の活性化	 【観光推進課】

筑波山周辺の登山道、ハイキングコース、フォレストアドベンチャー・つくば、

フットパス、ウォーキングコース、道案内表示、関連マップを整備し、筑波山

周辺地域と観光の活性化を図る。

● フットパスコースの設定、PRの取組（再掲）

● 地域交流センターの活用（再掲）

● ふれあいプラザの活用（再掲）

スポーツの専門的な知識を身につけ、スポーツを安全に、正しく、楽しく指導し、スポーツ

の文化と本質を伝えることができる指導者を養成し、資質を向上させることを支援する。また、

地域におけるスポーツを通じた交流を推進するリーダーとしての指導者の活動を支援する。

● スポーツ推進委員協議会の組織及び研修	 【スポーツ振興課】

スポーツ推進委員を任命し、スポーツ推進委員協議会を組織し、研修会その他

の事業を実施することによって、スポーツ推進委員の活動の促進と資質の向上

を図る。

● つくば市体育協会及び関係団体の指導者の養成及び資質の向上	【スポーツ振興課】

つくば市体育協会及び関係団体のスポーツ指導者の養成及び資質向上を支援する。

● 学校の教員のための体育・スポーツに関する研修会等の実施	 【教育指導課】

学校の教員のために体育・スポーツに関する指導者研修会を実施する。

● 学校体育コーディネート事業	 【教育指導課】

茨城県の学校授業アドバイザー派遣事業により、大学講師等の専門家から学校

の教員に対して体育・スポーツに関する助言をもらう。

施策⑨　スポーツ指導者の養成及び資質の向上

主な事業・取組
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● 運動普及推進員の養成講座及び活動の実施	 【健康増進課】

運動普及推進員の養成講座を行い、資格を付与し、委嘱を行い、健康増進事業の協

力、企画運営、地域での運動のきっかけづくり、地区での組織的な活動の推進を図る。

市民が主体的にスポーツ活動を行うことができるように、スポーツに関する知識を習得する

ためのスポーツ教室、講習会等の機会を提供する。また、スポーツや運動を学ぶ場における市

民の交流を促進させる。

● スポーツ教室開催事業	 【スポーツ振興課】

市民のニーズに応じて多様なスポーツ教室を開催する。

● いきいき運動教室・元気はつらつ運動教室の開催	 【健康増進課】

いきいきプラザにおいて中・高齢者を対象としたいきいき運動教室及び元気は

つらつ運動教室を行い、体力測定を実施するとともに、運動講話などの生活指

導を行う。

● 出前体操教室の開催	 【健康増進課】

インストラクターやシルバーリハビリ体操指導士などによる体操を実施する。

●  障害者のためのスポーツ教室を実施し、障害者がスポーツを学ぶ機会を確保す

る。（再掲）

● 障害児スポーツ教室の開催（再掲）

● 学校の教員のための体育・スポーツに関する研修会等の実施（再掲）

● 運動普及推進員の養成講座及び活動の実施（再掲）

スポーツ活動を行う上での安全教育を徹底するとともに、安全な環境を提供する。

● スポーツ指導者の資格認定や講習会における安全教育の徹底	【スポーツ振興課】

運動やスポーツの指導者や推進員の資格認定や講習会において、安全管理に関

施策⑩　スポーツ・運動を学ぶ機会の提供

主な事業・取組

施策⑪　スポーツ活動における安全の確保

主な事業・取組
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する教育研修を徹底する。

● 中学校武道等指導推進	 【教育指導課】

中学校の武道等の指導を推進し、安全指導を徹底するために、外部指導者の

派遣支援を行う。

● ペデストリアンデッキ等の歩行空間・遊歩道等の整備、維持管理及び活用（再掲）

第 4節　スポーツ推進のための連携・協働の推進（基本戦略4）
スポーツの推進を図るために、地域の団体＊、関係するスポーツ団体、大学・研究機関、行

政部局、国、茨城県などとの連携・協働の体制を強化する。

スポーツの推進を図るために、民間のスポーツ団体、その他の関係機関との連携・協働の体

制を推進する。

● スポーツ推進審議会事業	 【スポーツ振興課】

スポーツ団体関係者、学識経験者などから構成されるつくば市スポーツ推進審

議会を設置し、本市のスポーツの推進に関する事項について市長の諮問に応じ

て調査、審議及び建議を行う。

● 民間スポーツ団体との協定締結及び地域連携	 【スポーツ振興課】

民間のスポーツ団体と相互協力に関する協定を締結し、地域連携を行う。また、

本市に拠点を置くトップスポーツチームと連携して、スポーツの振興や地域の

活性化を行う。

● つくば市体育協会との連携及び事業の補助（再掲）

● つくば市レクリエーション協会との連携及び事業の補助（再掲）

● つくば市小学校体育連盟との連携及び事業の補助（再掲）

● つくば市中学校体育連盟との連携及び事業の補助（再掲）

● スポーツ選手等のスポーツ人材と連携した各種事業の実施（再掲）

施策⑫　スポーツ団体との連携・協働

主な事業・取組
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本市の大学教育機関及び研究機関と連携・協働してスポーツを推進する。

● つくばマラソン開催事業	 【スポーツ振興課】

大学や民間事業者等と連携して、つくばマラソンを開催する。

● 筑波大学とのスポーツ推進のための協定締結に基づく協議会の開催

	 	 【スポーツ振興課】

筑波大学とスポーツ振興等に関する連携を推進するために協定締結に基づくス

ポーツ連携推進連絡協議会を開催する。

●  2020年東京オリンピック競技大会に向けてのスイス選手団事前キャンプ等に

	 関する連携（新規）	 【企画経営課】

2020年の東京オリンピック競技大会に向けて、スイス選手団事前キャンプ等に

関して筑波大学、茨城県、スイス・オリンピック協会と連携・協力する。

スポーツの推進を総合的に行うために、本市の関係する行政部局間の連携を促進させる。ま

た、スポーツの推進に関して、関係部局間で協議して関係する計画等を策定する。

● つくば市未来構想・戦略プラン等の企画・策定における連携・協議

	 	 【企画経営課】【スポーツ振興課】

つくば市未来構想・戦略プラン等の企画・策定においてスポーツ関連施策に関

する事業を調整し、関係部局と連携・協議して計画を策定する。

● スポーツ推進計画の策定	 【スポーツ振興課】

スポーツ推進審議会、関係部局、関係団体、市民などと協議し、スポーツ推進

計画を策定する。

施策⑬　大学及び研究機関との連携・協働

主な事業・取組

施策⑭　行政部局間の連携の促進

主な事業・取組
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国、茨城県、その他関係する公的機関等が実施している取組と連携してスポーツを推進する。

（1）　国との連携

● 国のプロジェクトの活用	 【スポーツ振興課ほか関係各課】

国等が実施する多様なプロジェクトなどを本市のスポーツの推進に積極的に活

用する。国から委託を受けて公益的なスポーツ事業を実施している民間のスポー

ツ団体と連携する。

● 総合型地域スポーツクラブ・拠点クラブの支援	 【スポーツ振興課ほか関係各課】

国及び関係団体が実施している総合型地域スポーツクラブ及び拠点クラブに関係

する事業と連携し、本市における地域スポーツクラブの設立及び運営を支援する。

（2）　茨城県との連携

● 学校体育関連事業との連携	 【教育指導課】

外部指導者派遣、児童・生徒の体力アップ推進プロジェクト、学校体育コーディ

ネート事業等、茨城県が実施している学校体育・スポーツに関する多様な事業

との連携を図る。

● つくばりんりんロード活性化レンタサイクル事業	 【観光推進課】

茨城県「いばらきサイクルツーリズム推進事業」によるつくば霞ケ浦りんりん

ロード利活用促進活動と連携して、つくば霞ケ浦りんりんロードを有効活用す

るためにレンタサイクル事業を実施する。

● 県立高等学校体育施設開放事業（再掲）

● いばらきねんりんスポーツつくば市大会の開催（再掲）

施策⑮　国、茨城県等との連携

主な事業・取組

主な事業・取組
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第 5章では、本計画の策定後 5年間のうちに施策の推進のために取り組む事項と本計画の実

現のために必要な連携体制の強化を示す。

第1節　施策の推進のために取り組む事項

本市の小学校及び中学校では、公式の陸上競技大会を開催するための施設がないことから、

大会を開催するために近隣の自治体等の施設を借用する問題状況が続いており、このような状

況を改善するために公式記録のとれる陸上競技場の整備を検討する。

【スポーツ振興課】

障害者のためのスポーツの推進について必要な事業を検討するとともに、関連する行政組織、

関係団体、特別支援学校、大学などとの間での組織的連携や実施体制を構築し、関連する事業

及び取組を企画、立案し、実施する。

【スポーツ振興課】【障害福祉課】

スポーツの推進のための基礎情報を収集し、施策や計画の企画・立案に活用するために、継

続的にスポーツ施策の調査を実施する。

また、本市の統計情報において、スポーツに関する情報と関係がある事項について把握し、

施策で活用することが可能な施策指標の改良を行う。

本市の行政評価に対応し、スポーツの推進の状況を評価・分析できるスポーツ施策に関する

評価指標を研究し考案する。また、これらの検討の結果を実際の施策に反映させる。

【スポーツ振興課】

つくば市で開催される競技に関して、県や競技団体と連携しながら準備を進める。

【国体推進課】

第5章　施策の推進のために取り組む事項及び連携体制の強化

1　陸上競技場の整備検討　

4　いきいき茨城ゆめ国体及びいきいき茨城ゆめ大会に向けた対応　

2　障害者のためのスポーツの推進に関する事業及び連携体制の構築　

3　スポーツに関する調査研究の継続的な実施と行政評価等への反映　
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河川敷や堤防のスポーツ・レクリエーション的利用について、関係機関との連携及び調整を

行い、利用方策について検討する。

【スポーツ振興課】

つくば市SDGsとスポーツ推進計画に示す事業・取組との関係を検討する。

【スポーツ振興課】

スポーツ施設の整備については、平成 29（2017）年に策定した「つくば市公共施設等総合管

理計画」（公共施設等資産マネジメント方針）における基本方針 1（保有資産を効率的に維持管

理する）に示された方向性に基づき、大規模な修繕や更新等の際に障害者や高齢者などが安心・

安全に施設を利用できるようユニバーサルデザインへの対応を進める。

【公共施設マネジメント推進室】【スポーツ振興課】【公園・施設課】

ウォーキング、ジョギング・ランニング・トレイルランニングに適したコースを選定し、教

室等の講座を開催して普及啓発を図るとともに、本市ならではの環境の整備を検討する。

【スポーツ振興課】

子どものスポーツの推進のために学校や関係するスポーツ団体などとの連携体制を検討する。

【スポーツ振興課】【教育指導課】【教育総務課】

スポーツ施設や学校体育施設などの安全管理対策や事故防止対策を図るなど、安心・安全な

スポーツ環境の充実を進める。

【スポーツ振興課】【教育指導課】【教育施設課】【公園施設課】

5　河川敷などのスポーツ的利用について関係機関との連携及び調整　

6　つくば市SDGsの対応　

7　スポーツ施設のユニバーサルデザインへの対応　

8　ランニングなどの普及啓発と環境の整備　

9　子どものスポーツの推進のための連携体制の検討　

10　安心・安全なスポーツ環境の充実　
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第2節　連携体制の強化
今後 5年間をかけて本計画の実現に向けて次の連携体制の強化を検討し、具体的な事業また

は取組を行う。また、本計画の見直しのときに検討した事項を反映させる。

本市のスポーツに関連する事務事業を行っている担当部局が情報を交換し、連携を深め、本

市のスポーツ推進を総合的に実施していくために、スポーツ関連部局による推進会議を開催し、

本市のスポーツの推進とそのための連携体制について強化する。

【スポーツ振興課ほか関係各課】

スポーツの推進に関する基本的な情報をスポーツ振興課が集約できる体制の創設を検討す

る。これによって、特に、スポーツ施設の利用状況、スポーツ関連イベントの開催状況、各関

係施設でのスポーツ活動の実施状況、住民のスポーツに関する意識、民間スポーツ団体の活動

実態など、スポーツの推進に関する基本的な情報を集約し、政策課題の分析、関連部局間の連携、

計画及び施策の統一性・体系性の確保などのために活用できるようにする。

【スポーツ振興課】

本市のスポーツ推進を図り、関係者の連携・協働体制を整備・充実を図るために、筑波大学

との連携協定に基づき実施するべき具体的な取組を検討する。

【スポーツ振興課ほか関係各課】

子どもの体力向上、地域スポーツクラブの育成・推進、国際競技大会等の招致・開催に関す

る連携、スポーツ指導者の養成・研修など、国及び茨城県の関連するスポーツに関する事業を

積極的に連携・活用できるように、その体制や方策を検討する。さらに、必要があるときは、

関係するスポーツ団体やその他の関係機関との連携や協議を行う。

【スポーツ振興課ほか関係各課】

3　筑波大学とのスポーツ推進のための連携の促進の検討　

1　本市のスポーツ関連部局による連携体制の強化　

2　スポーツ振興課による情報の集約体制の確立　

4　国及び茨城県の関連施策との連携の促進
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